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（１）現況 
  ①大学名 
    国立大学法人筑波大学 
 
  ②所在地 
    大学本部          茨城県つくば市天王台１丁目１－１ 
    春日地区          茨城県つくば市春日１丁目２ 
    附属病院          茨城県つくば市天久保 2 丁目１－１ 
    附属学校教育局       東京都文京区大塚 3 丁目２９－１ 
    大学院夜間課程       東京都文京区大塚 3 丁目２９－１ 
    ビジネス科学研究科法曹専攻 東京都千代田区外神田１丁目１８－１３ 
    東京サテライト       東京都文京区大塚 3 丁目２９－１ 
    附属小学校         東京都文京区大塚 3 丁目２９－１ 
    附属中学校         東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場中学校       東京都世田谷区池尻 4 丁目７－１ 
    附属高等学校        東京都文京区大塚１丁目９－１ 
    附属駒場高等学校      東京都世田谷区池尻 4 丁目７－１ 
    附属坂戸高等学校      埼玉県坂戸市千代田 1 丁目２４－１ 
    附属盲学校         東京都文京区目白台 3 丁目２７－６ 
    附属聾学校         千葉県市川市国府台 2 丁目２－１ 
    附属大塚養護学校      東京都文京区春日 1 丁目５－５ 
    附属桐が丘養護学校     東京都板橋区小茂根 2 丁目１－１２ 
    附属久里浜養護学校     神奈川県横須賀市野比 5 丁目１－２ 
    
  ③役員の状況 
    学長 岩崎 洋一 (平成１６年４月 1 日～平成１９年３月３１日) 
             (平成１９年４月１日～平成２１年３月３１日)再任 
    理事  ８名 
    監事  ２名 
 
  ④学部等の構成 
    右表のとおり 
 
  ⑤学生数及び教職員数 
    学生数             １５，９８１人（９２１人） 
     学群学生数          １０，１７１人（１３５人） 
     大学院学生数          ５，８１０人（７８６人） 
                       ※（ ）は留学生数で内数 
    附属学校幼児・児童・生徒数    ４，３１８人 
    教員数              ２，１９１人 

                    （うち附属学校教員５００人） 
    職員数              １，７１０人 
 
 

センター大学院

博士課程研究科 
人文社会科学研究科 

   ビジネス科学研究科 
   数理物質科学研究科 
   システム情報工学研究科 
   生命環境科学研究科 
   人間総合科学研究科 
   図書館情報メディア研究科 
 
修士課程研究科 

   地域研究研究科 
   教育研究科 
   環境科学研究科 
   体育研究科 
   芸術研究科 
 

 第一学群 
 第二学群 
 第三学群 
 医学専門学群 
 体育専門学群 
 芸術専門学群 
 図書館情報専門学群 
 

 
 計算科学研究センター※ 
 プラズマ研究センター 
 先端学際領域研究センター 
 外国語センター 
 体育センター 
 農林技術センター 
 陸域環境研究センター 
 生命科学動物資源センター 
 下田臨海実験センター 
 菅平高原実験センター 
 留学生センター 
 遺伝子実験センター 
 大学研究センター 
 陽子線医学利用研究センター 
 アドミッションセンター 
 産学リエゾン共同研究センター 
 教育開発国際協力研究センター 
 知的コミュニティ基盤研究センター 
 学際物質科学研究センター 
 特別支援教育研究センター 
 北アフリカ研究センター 
 学術情報メディアセンター 
 研究基盤総合センター 
 アイソトープ総合センター 
 次世代医療研究開発・教育統合センター
 保健管理センター 
 

※は、全国共同利用の機能を有する附
置研究所等を示す。 

○ 大 学 の 概 要 

学 群
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（２）大学の基本的な目標等 
 

先端的・独創的な知の創出と個性輝く人材の育成を通じて世界に貢献する 
ことを使命とし、以下の項目を基本的な目標とする。 

 
１ 学群においては広い視野、豊かな人間性及び確かな学力を備えた人材の 

育成 
 

２ 大学院においては深い専門性に裏付けられた独創性と柔軟性を兼ね備え 
た研究者及びグローバルな視野と専門的実務能力を併せ持つ高度専門職業 
人の養成 

 
３ 筑波研究学園都市の充実した研究環境を活かし、卓越した研究成果と有 

為な人材を産み出す新たな教育研究拠点の創出 
 

４ 学術的・社会的意義のある基礎研究及び応用研究の重点的な推進並びに 
学術文化の継承発展に資する基礎研究及び展開研究の推進 

 
５ 開かれた大学として、国際社会、地域社会、産業界との連携により、積 
極的に社会に貢献 

 
  ６ 常に時代をリードする大胆な大学改革の率先により、我が国の高等教育 

及び学術研究全体の改革を強力に推進 
 
（３）大学の機構図 
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学  長 

副 学 長 （ 理 事 ） 組織・人事部長（副学長補佐） 
人事課、組織・定員課、

環境安全管理室 

【環境安全管理室】 

人 文 社 会 科 学 研 究 科 長 人 文 社 会 科 学 等 支 援 室

（総務・企画） 

（組織・人事） 

学 生 生 活 支 援 室 

キ ャ リ ア 支 援 室 

入 学 室 

教 育 企 画 室 

【教育・学生支援機構】 

総務課、法務室、企画課、

広報課、国際課、 

情報化推進室 

副 学 長 （ 理 事 ） 学 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 学務課、入試課、大学院課

（教 育） 

副 学 長 （ 理 事 ） 財 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

財務企画課、決算課、 

資金管理課、経理事務改革室、

契約課、資産管理課 （財務、施設） 

施 設 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 
施設企画課、施設整備課、 

施設サービス課、施設環境課

副 学 長 学 生 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 学生生活課、就職課 

（学生生活） 

学 生 担 当 教 員 室 

学 長 特 別 補 佐 

学 長 補 佐 

調 整 官 

研究事業課、産学連携課 

【知的財産統括本部】 

副 学 長 （ 理 事 ） 研 究 事 業 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

（研 究） 

国 際 政 治 経 済 学 専 攻

ビ ジ ネ ス 科 学 研 究 科 長 

経 営 シ ス テ ム 科 学 専 攻

企 業 法 学 専 攻

企 業 科 学 専 攻

法 曹 専 攻

ビ ジ ネ ス 科 学 等 支 援 室

国 際 経 営 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 専 攻

数理物質科学等支援室

数 学 専 攻

物 理 学 専 攻

物 質 創 成 先 端 科 学 専 攻

電 子 ・ 物 理 工 学 専 攻

物 性 ・ 分 子 工 学 専 攻

学  長

副 学 長 （ 理 事 ） 組織・人事部長（副学長補佐） 
人事課、組織・定員課、 

環境安全管理室 

【環境安全管理室】

人 文 社 会 科 学 研 究 科 長

哲 学 ・ 思 想 専 攻 

歴 史 ・ 人 類 学 専 攻 

文 芸 ・ 言 語 専 攻 

現 代 文 化 ・ 公 共 政 策 専 攻 

社 会 科 学 専 攻 

人 文 社 会 科 学 等 支 援 室

（総務・企画） 

（組織・人事） 

学 生 生 活 支 援 室

キ ャ リ ア 支 援 室

入 学 室

学 群 教 育 室

【教育・学生支援機構】

学務課、入試課、大学院課 

（教育） 

副 学 長 （ 理 事 ） 財 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

財務企画課、経営分析室、 

資金管理課、経理事務改革室、

契約課、資産管理課 
（財務、施設） 

施設企画課、施設整備課、 

施設サービス課、施設環境課

学 長 特 別 補 佐

学 長 補 佐

調 整 官

研究事業課、産学連携課 

【知的財産統括本部】

副 学 長 （ 理 事 ） 研 究 事 業 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

（研究） 

国 際 政 治 経 済 学 専 攻 

経 営 シ ス テ ム 科 学 専 攻 

企 業 法 学 専 攻 

ビ ジ ネ ス 科 学 等 支 援 室

数 理 物 質 科 学 研 究 科 長 数理物質科学等支援室

国立大学法人筑波大学組織図 
平成１９年３月現在

数 学 専 攻 

物 理 学 専 攻 

化 学 専 攻 

物 質 創 成 先 端 科 学 専 攻 

電 子 ・ 物 理 工 学 専 攻 

物 性 ・ 分 子 工 学 専 攻 

物 質 ・ 材 料 工 学 専 攻 

平成１８年３月現在

化 学 専 攻

物 質 ・ 材 料 工 学 専 攻

学 長 室 

評 価 企 画 室 

研 究 戦 略 室 

広 報 戦 略 室 

情 報 化 戦 略 室 

副 学 長 （ 理 事 ） 監 査 室

総務課、企画課、広報課、

国際交流推進課、 

情報化推進室 

総務・企画部長（副学長補佐） 

学 生 担 当 教 員 室

（学生生活） 

副 学 長 （ 理 事 ） 学 務 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

学 生 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 学生生活課、就職課 

学 長 室

研 究 戦 略 室

広 報 戦 略 室

国 際 連 携 室

情 報 化 戦 略 室

施 設 計 画 室

企 業 科 学 専 攻 

法 曹 専 攻 

国 際 経 営 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 専 攻 

ビ ジ ネ ス 科 学 研 究 科 長

施 設 部 長 （ 副 学 長 補 佐 ） 

副 学 長

監 査 室

副 学 長 （ 理 事 ） 総務・企画部長（副学長補佐） 

国 際 連 携 室 

数 理 物 質 科 学 研 究 科 長 

施 設 計 画 室 

地 域 連 携 室 

哲 学 ・ 思 想 専 攻

歴 史 ・ 人 類 学 専 攻

文 芸 ・ 言 語 専 攻

現 代 文 化 ・ 公 共 政 策 専 攻

社 会 科 学 専 攻

監  事 監  事



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム情報工学研究科長 

社 会 シ ス テ ム 工 学 専 攻

経 営 ・ 政 策 科 学 専 攻

社 会 シ ス テ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト 専 攻

リ ス ク 工 学 専 攻

コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻

システム情報工学等支援室

知 能 機 能 シ ス テ ム 専 攻

構 造 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻
生 命 環 境 科 学 研 究 科 長 

生 物 科 学 専 攻

生 物 資 源 科 学 専 攻

地 球 環 境 科 学 専 攻

地 球 進 化 科 学 専 攻

構 造 生 物 科 学 専 攻

生命環境科学等支援室

情 報 生 物 科 学 専 攻

生 命 共 存 科 学 専 攻

国 際 地 縁 技 術 開 発 科 学 専 攻

生 物 圏 資 源 科 学 専 攻

生 物 機 能 科 学 専 攻

生 命 産 業 科 学 専 攻

先 端 農 業 技 術 科 学 専 攻

人 間 総 合 科 学 研 究 科 長 

教 育 学 専 攻

学 校 教 育 学 専 攻

心 理 学 専 攻

心 身 障 害 学 専 攻

人間総合科学等支援室

教育・心理・心障支援室

体 芸 支 援 室

医 学 支 援 室

副 研 究 科 長 

ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 科 学 専 攻

感 性 認 知 脳 科 学 専 攻

ス ポ ー ツ 医 学 専 攻

体 育 科 学 専 攻

副 研 究 科 長 

社 会 環 境 医 学 専 攻

副 研 究 科 長 

図書館情報メディア研究科長 

図 書 館 情 報 メ デ ィ ア 専 攻

図 書 館 情 報 等 支 援 室

スポーツ健康システム・マネジメント専攻

地 域 研 究 研 究 科 

教 育 研 究 科 

教 科 教 育 専 攻 

カ ウ ン セ リ ン グ 専 攻 

システム情報工学研究科長

社 会 シ ス テ ム 工 学 専 攻 

経 営 ・ 政 策 科 学 専 攻 

リ ス ク 工 学 専 攻 

コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻 

システム情報工学等支援室

知 能 機 能 シ ス テ ム 専 攻 

構 造 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 

生 物 科 学 専 攻 

生 物 資 源 科 学 専 攻 

地 球 環 境 科 学 専 攻 

生命環境科学等支援室

地 球 進 化 科 学 専 攻 

構 造 生 物 科 学 専 攻 

情 報 生 物 科 学 専 攻 

生 命 共 存 科 学 専 攻 

人 間 総 合 科 学 研 究 科 長

教 育 学 専 攻 

学 校 教 育 学 専 攻 

心 理 学 専 攻 

心 身 障 害 学 専 攻 

人間総合科学等支援室

体 芸 支 援 室

副 研 究 科 長

ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 科 学 専 攻 

感 性 認 知 脳 科 学 専 攻 

ス ポ ー ツ 医 学 専 攻 

体 育 科 学 専 攻 

芸 術 学 専 攻 

副 研 究 科 長

先 端 応 用 医 学 専 攻 

分 子 情 報 ・ 生 体 統 御 医 学 専 攻 

病 態 制 御 医 学 専 攻 

機 能 制 御 医 学 専 攻 

社 会 環 境 医 学 専 攻 

副 研 究 科 長

図書館情報メディア研究科長

図 書 館 情 報 メ デ ィ ア 専 攻 

図 書 館 情 報 等 支 援 室

地 域 研 究 研 究 科 

教 育 研 究 科 

地 域 研 究 専 攻

障 害 児 教 育 専 攻

教 科 教 育 専 攻

カ ウ ン セ リ ン グ 専 攻

環 境 科 学 専 攻

芸 術 研 究 科 

医 科 学 専 攻

社 会 シ ス テ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト 専 攻 

先 端 農 業 技 術 科 学 専 攻 

国 際 地 縁 技 術 開 発 科 学 専 攻 

生 物 圏 資 源 科 学 専 攻 

生 物 機 能 科 学 専 攻 

生 命 産 業 科 学 専 攻 

ス ポ ー ツ 科 学 専 攻

デ ザ イ ン 専 攻

世 界 遺 産 専 攻

フ ロ ン テ ィ ア 医 科 学 専 攻

世 界 文 化 遺 産 学 専 攻

コ ー チ ン グ 学 専 攻

芸 術 学 専 攻

体 育 研 究 科 

環 境 科 学 専 攻 

デ ザ イ ン 専 攻 

美 術 専 攻 

ス ポ ー ツ 科 学 専 攻 

地 域 研 究 専 攻 

修 士 課 程 長 

先 端 応 用 医 学 専 攻

分 子 情 報 ・ 生 体 統 御 医 学 専 攻

病 態 制 御 医 学 専 攻

機 能 制 御 医 学 専 攻

世 界 遺 産 専 攻 

環 境 科 学 研 究 科 

医 科 学 研 究 科 

スポーツ健康システム・マネジメント専攻

芸 術 研 究 科 美 術 専 攻

修 士 課 程 長

体 育 研 究 科 

生 命 環 境 科 学 研 究 科 長

教育・心理・心障支援室

医 学 支 援 室

環 境 科 学 研 究 科 

障 害 児 教 育 専 攻 

スクールリーダーシップ開発専攻 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 三 学 群 長 

社 会 工 学 類 

国 際 総 合 学 類 

情 報 学 類 

工 学 シ ス テ ム 学 類 

工 学 基 礎 学 類 

医 学 専 門 学 群 長 

医 学 類 

看 護 ・ 医 療 科 学 類 

体 育 専 門 学 群 長 

芸 術 専 門 学 群 長 

図 書 館 情 報 専 門 学 群 長 

第 二 学 群 長 

比 較 文 化 学 類 

日 本 語 ・ 日 本 文 化 学 類 

人 間 学 類 

生 物 学 類 

生 物 資 源 学 類 

第 一 学 群 長 

人 文 学 類 

社 会 学 類 

自 然 学 類 

（学 系） 

計算科学研究センター 

哲学・思想学系、歴史・人類学系、文芸・言語学系、現代語・現代文化学系、教育学系、心理学系、心身障害学系、社会科学系、社会工学系、

生物科学系、農林学系、農林工学系、応用生物化学系、数学系、物理学系、化学系、地球科学系、物理工学系、物質工学系、機能工学系、 

電子・情報工学系、体育科学系、芸術学系、基礎医学系、臨床医学系、社会医学系、看護科学系、図書館情報学系 

プラズマ研究センター 

（全国共同利用施設） 

（学内共同教育研究施設） 

先端学際領域研究センター、外国語センター、体育センター、農林技術センター、陸域環境研究センター、生命科学動物資源センター、 

下田臨海実験センター、菅平高原実験センター、留学生センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、陽子線医学利用研究センター、 

アドミッションセンター、産学リエゾン共同研究センター、教育開発国際協力研究センター、知的コミュニティ基盤研究センター、 

学際物質科学研究センター、特別支援教育研究センター、北アフリカ研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤総合センター、 

アイソトープ総合センター、次世代医療研究開発・教育統合センター、保健管理センター 

病 院 総 務 部 長 
総務課、経営企画課、
経理・調達室、医事課

附属学校教育局教育長（理事） 附属学校教育局次長 
総務課、教職員課、 
学校支援課 

附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、
附属高等学校、附属駒場高等学校、 
附属坂戸高等学校、附属盲学校、附属聾学校、
附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校、 
附属久里浜養護学校 

理療科教員養成施設長 

【 教 育 相 談 室 】 

附 属 図 書 館 長 附 属 図 書 館 副 館 長 
情報管理課、 
情報サービス課

附 属 病 院 長 （ 理 事 ） 

副 病 院 長 

病 院 長 補 佐 

【 研 究 開 発 室 】 

第 三 学 群 長

社 会 工 学 類 

国 際 総 合 学 類 

情 報 学 類 

工 学 シ ス テ ム 学 類 

工 学 基 礎 学 類 

医 学 専 門 学 群 長

医 学 類 

看 護 ・ 医 療 科 学 類 

体 育 専 門 学 群 長

芸 術 専 門 学 群 長

図 書 館 情 報 専 門 学 群 長

第 二 学 群 長

比 較 文 化 学 類 

日 本 語 ・ 日 本 文 化 学 類 

人 間 学 類 

生 物 学 類 

生 物 資 源 学 類 

第 一 学 群 長

人 文 学 類 

社 会 学 類 

自 然 学 類 

（学 系） 

計算科学研究センター

哲学・思想学系、歴史・人類学系、文芸・言語学系、現代語・現代文化学系、教育学系、心理学系、心身障害学系、社会科学系、社会工学系、

生物科学系、農林学系、農林工学系、応用生物化学系、数学系、物理学系、化学系、地球科学系、物理工学系、物質工学系、機能工学系、 

電子・情報工学系、体育科学系、芸術学系、基礎医学系、臨床医学系、社会医学系、看護科学系、図書館情報学系 

プラズマ研究センター

（全国共同利用施設） 

（学内共同教育研究施設） 

先端学際領域研究センター、外国語センター、体育センター、農林技術センター、陸域環境研究センター、生命科学動物資源センター、 

下田臨海実験センター、菅平高原実験センター、留学生センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、陽子線医学利用研究センター、 

アドミッションセンター、産学リエゾン共同研究センター、教育開発国際協力研究センター、知的コミュニティ基盤研究センター、 

学際物質科学研究センター、特別支援教育研究センター、北アフリカ研究センター、学術情報メディアセンター、研究基盤総合センター、保健管理センター 

病 院 総 務 部 長 
総務課、企画管理課、
医事課 

附属学校教育局次長 
総務課、教職員課、 
指導第一課、指導第二課

附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、
附属高等学校、附属駒場高等学校、 
附属坂戸高等学校、附属盲学校、附属聾学校、
附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校、 
附属久里浜養護学校 

理療科教員養成施設長

【 教 育 相 談 室 】

附 属 図 書 館 長 附 属 図 書 館 副 館 長 
情報管理課、 
情報サービス課

附 属 病 院 長 （ 理 事 ）

副 病 院 長

病 院 長 補 佐

【 研 究 開 発 室 】

附属学校教育局教育長（理事）
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○ 全 体 的 な 状 況 
 
 

平成 18年度は、法人化後2年間の運営の成果と課題を踏まえ、法人運営の質
の充実を図りながら、主として次の10の重点施策を中心に経営基盤の強化と教
育研究の高度化に取り組み、当初計画を上回る成果を実現することができた。 
 
１．総人件費改革への取組と年度計画を大幅に上回る削減の達成 
 

総人件費改革の初年度として、全学をあげて人件費削減に取り組み、承継職
員ベースで年度計画の 0.6%を大幅に上回る 2.7％の削減を達成し、5 ヶ年で 5%
の削減目標の半分を超える進捗を実現した。 
 
２．教員定員流動化の確実な実施と重点及び戦略的経費の増額 
 
（1）教員定員の流動化(特定教員の年5％)の実施により、前年度分を含め28ポス

トを確保し、一部を効率化に充てたうえで強化すべき領域に重点配置した。 
（2）予算配分においては、法人化二年間の資源配分実績や決算データ等を最大限

活用し、学長のリーダーシップで配分する｢重点及び戦略的経費｣を対前年度
29％(約 6.7 億円)増額し、増額分を教育研究の質の向上のための施策に充当
した。 

 
３．テニュア・トラック制の導入・任期制の拡大と教員評価システムの設計 
 
（1）テニュア・トラック制の導入又は任期制の拡大を今中期計画期間中に全ての

組織が実施するとの全学方針に基づき、規程化等を行い、19 年度からの本格
導入に向けた準備を完了した。 

（2）教員評価については、16 年度に構築した研究者情報システム(TRIOS)の登録
率向上と公開を徹底するとともに、評価システムの基本設計を完了し、19 年
度に試行実施することを決定した。 

 
４．業務改善の推進強化と課題解決型の職員組織への転換 
  
  17 年度設置の業務改善推進本部による取組を強化し、現場の教職員の提案等
を踏まえ、財務会計システムの大幅改善、予算編成作業の短期化・早期化を実
施した。 
また、課題解決型の職員組織への転換を図るべく、上位役職への内部登用と

交流人事による職員組織の活性化、教職一体となった企画業務における若手職
員の積極的活用等を進めた。 
 
５．施設整備の効率的推進とＰＦＩ事業による附属病院再開発に向けた取組 
 

施設整備について、限られた予算と人的資源のなかで、校舎の大型改修、ア
スベスト対策工事、他大学の遊休品のリユースによる高温水ボイラの更新、先
端的研究分野の施設整備等を着実に実施するとともに、国立大学の附属病院と
しては初のＰＦＩ事業となる再開発計画の実施手続きに着手した。 
 

 
６．監事監査・内部監査の充実と監査プロセス・結果の運営改善への活用 
 

監事監査と内部監査については、法人評価における指摘を踏まえ、監事の補
佐機能と内部監査機能を担う監査室の独立性を確保し、ともに大幅な改善・充
実を図った。 
また、監査プロセス自体を運営改善や意識改革の場として活用するとともに、

監査結果を学長に報告した上でその内容を全ての法定会議で説明した。 
 
７．学群教育の充実と大学院教育の高度化・実質化への取組強化 
 
（1）19年度学群改組に向け万全な準備を行うとともに、筑波スタンダードの骨格

の作成、教養教育再構築の一環としての総合科目の大幅改編を実施した。 
（2）大学院教育の高度化・実質化のため｢筑波大学グラデュエイト・キャリア・

プラン｣を策定し、デュアル・ディグリーやティーチング・フェロー制度の導
入を検討するとともに、大学院共通科目の19年度試行に向けた準備を行った。

（3）学士課程及び大学院双方において本学の特色を活かして教育活動を実施する
ため、公募型教育支援プログラムに積極的に応募し、全国トップクラスの採
択数を実現するとともに、それらのプログラムを教育改善に活用した。 

（4）学生サービスのワンストップ化を目的とした｢Students Plaza｣構想の決定及
び本学独自の｢キャリアポートフォリオ｣制度の創設等により、学生支援・キ
ャリア支援の充実を図った。 

 
８．研究者の成長・研究の発展ステージに応じた研究支援と産学官連携の推進 
 
（1）研究者の成長・研究の発展ステージに応じた研究支援制度の活用により、意

欲的な研究を支援・促進した。 
（2）世界最高水準に相応しい実績と本学の特色を活かした学際融合性等を有し、

新たな学術分野を切り開く教育研究組織へと発展させるべき拠点を育成する
ため、｢戦略イニシアティブ推進機構｣を構想し、19年度創設に結びつけた。

（3）受託研究・共同研究の増加、特許権の取得促進、大学発ベンチャーの創出(全
国トップレベルの累計 62 社の創設)等により、研究成果の移転・活用を積極
的に進めた。 

 
９．国際連携の戦略的推進と社会貢献の積極的展開 
 

17 年度策定の国際連携ポリシーに基づき、協定校の拡大、海外拠点の設置等
を進めた。また、包括連携協定に基づく地元自治体との連携事業の促進、小中
高生の科学への興味・関心の醸成を目的とした各種施策を積極的に実施した。 

 
10．｢筑波大学２０２０ビジョン｣の検討着手 
 

学問の進展や社会の動向を洞察した上で、筑波大学のあるべき姿を学内外に
明示し、それに基づいた戦略的取組を強化すべく、｢筑波大学２０２０ビジョン｣
の検討に着手した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
① 運営体制の改善に関する目標 

 
中
期
目
標 

運営に学外者の意見を取り入れ、学長のリーダーシップの下、効果的、機動
的な運営体制を構築。また、教育研究、管理運営等、諸活動の適正な評価に基
づく資源の最適配分により、競争的な環境を醸成し、個性と活力のある大学を
創出。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策 

【１６２-１】 
①学長・副学長を補佐する各戦略室の
機能を充実させ、本部事務組織との
連携による戦略の立案・推進を強
化。 

 

 
Ⅲ 

 
新たに教育企画室、評価企画室を設置し、本部事務組織との連携によ

る戦略的施策の企画・立案とその実施体制を強化した。 
 

 
１ 

【１６２】 
①本部が担う法人全体としての経営
機能と、部局が担う教育研究に関
わる業務執行機能を分離。 

 

【１６２-２】 
②平成１６年度から導入した、全学・
部局別の｢年度重点施策方式｣を充
実させ、重点戦略課題の計画的かつ
着実な解決を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
部局別の｢年度重点施策｣に加え、理事・副学長ごとに｢担当別重点施策｣

を策定し、中期計画及び全学的な重点課題を迅速かつ着実に実現すべく、
優先順位・スケジュールを明確にして実施した。 

 
１ 

【１６３】 
②管理運営、教育研究等に係る事項
を分担し所掌させるため、原則と
して専任の副学長を置き、これら
の副学長を補佐し業務を執行する
体制を整備。 

 

【１６３】 
③戦略室及び事務組織による副学長
補佐体制を充実させ、管理運営、教
育研究等に関する企画推進力を強
化。 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【１６２-１】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【１６４】 
③調整官を置き、本部部内又は本部
部局間の連絡調整を実施。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

   

【１６５】 
④資源の配分、各部局の運営、教育
課程の編成、教職員人事及び学生
の身分の取扱等については、大綱
的な基準を本部で決定し、具体的
な基準の設定及びその運用につい
ては各部局の長の権限と責任にお
いて実施。 

 

【１６５】 
④業務改善推進本部(平成１７年度設
置)で策定した業務改善実施計画に
基づき、本部と部局の分担関係をよ
り明確化し、業務運営の効率化・迅
速化を推進。 

 

 
Ⅲ 

 
業務改善推進本部で策定した業務改善実施計画に基づき、本部と部局

の役割分担の明確化、業務の効率化を一層推進した。 
①共催及び後援の承認手続きについて、学長・副学長への事前説明を
省略するとともに、案件の性格に応じて、学長決裁を得るもの、総
務担当副学長の決裁によるもの、及び部局長等が専決処理するもの
に分けて柔軟に対応 

②１７年度に引き続き｢各研究科研究プロジェクト等支援経費｣を配分
し、博士課程研究科長に研究費の活用方法を付託 

 

 
１ 
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○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策 

【１６６】 
①法人としての意思決定を行うた
め、法定されるもの以外に運営会
議を置き、機動的な運営を図る。 

 
【１６７】 
②全学的審議機関として、法定され
る経営協議会及び教育研究評議会
を設置。 

 

【１６６,１６７】 
①役員会、経営協議会、教育研究評議
会、運営会議等各会議の付議・報告
事項の明確化を図るとともに、審議
の重点化・実質化を図る。 

 
Ⅲ 

 
  法定会議(役員会、経営協議会、教育研究評議会)においては、基本方
針や重点施策に関する柔らかい段階での実質的な方針審議をこれまで以
上に重視し、日常執行事項の決定を可能な限り担当理事・副学長や部局
長に委ねることとした。また、会議間の審議の重複を避けるべく、議題
設定の最適化を徹底した。 

 
１ 

【１６８】 
③本部と各部局間の意思疎通及び共
通理解を促進し、意見調整を図る
ため、本部・部局連絡会議を設置。 

 

【１６８】 
 ②学内における情報共有化の促進と、

率直な意見交換の機会を確保する
ため、本部と部局間の会議運営や対
話の仕組みの再構築を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
執行部と部局長の意思疎通・情報共有化を促進するため、学長・副学

長と博士課程研究科長が一同に会して率直な意見交換を行う博士課程研
究科長会議を新設した。 

 
１ 

【１６９-１】 
③業務改善実施計画に基づき、学長、
部局長等の権限を明確にし、意思決
定プロセスの効率化を推進。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【１６６，１６７】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【１６９】 
④学長、各部局の長等の権限を明確
にし、権限委譲や会議体の削減を
進めるなど、意思決定プロセスの
効率化を図る。 

 【１６９-２】 
 ④全学の重要会議について、年間審議

予定を可能な限り前もって明らか
にすることにより、計画的に課題を
解決するとともに、会議運営の効率
化を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
  人件費削減をはじめとする主要審議事項の付議時期をあらかじめ明確
化することにより、迅速・計画的な課題解決を促進した。 

 
１ 

【１７０】 
⑤附属学校教育局を附属学校の管理
機関とし、各附属学校の校長、副
校長、教職員の人事、教育課程を
管理。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
 

 
  教育長のリーダーシップの下、附属学校教育のあるべき姿と今後の財
政状況等に対応できる附属学校のあり方など、戦略的課題の解決に取り
組んだ。 

 
 

○研究科長等を中心とした機動的・戦略的な研究科等運営に関する具体的方策 

【１７１】 
①各部局の長が、全学的な運営方針
を踏まえ、その権限と責任におい
て機動的に当該部局を運営できる
よう、教員会議の審議事項を教員
会議で審議すべき事項と部局の長
の専決事項に整理。 

 

【１７１】 
①全学的な業務改善施策を各部局単
位でも推進することとし、教員会議
の審議事項の重点化を含む部局運
営の効率化を推進。 

 
Ⅲ 

 
全学的な業務改善方針に則った改善施策を部局単位でも実施し、教員

会議の審議事項のうち、部局長や運営委員会に付託する事項を増やすな
ど、部局運営の効率化を推進した。 

 
１ 
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【１７２】 
②部局の長が当該部局における重要
事項の企画立案等を行い、戦略的
な部局運営ができるよう、教職員
からなる部局の長の補佐体制を整
備。特に、博士課程研究科長は原
則として専任化。 

 

【１７２】 
 ②戦略的かつ組織横断的な部局運営

を推進するため、研究科長の補佐体
制や研究科戦略室等を適宜整備。 

 
Ⅲ 

 
  各組織においては、研究科長(部局長)のリーダーシップによる副研究
科長や研究科長補佐等の配置、研究科戦略室の設置、支援室を含む教職
員一体体制により、機動的な部局運営を実施した。 

 
１ 

【１７３】 
③部局の長及びこれを補佐する管理
職の教職員に対して、管理職研修
を実施。 

 

【１７３】 
 ③国大協等が主催するセミナーに参

加するとともに、学内においてもテ
ーマを設定して管理職研修を実施。

 

 
Ⅲ 

 
国立大学協会等が主催するセミナー(理事、管理職職員等１５名が参

加)や国立大学法人等部長級研修・課長級研修(部長級、課長級職員４名
が参加)に参加するとともに、学内においてアカデミック・ハラスメント
防止に対する意識の向上を図るため、役職教員、事務系幹部職員等を対
象としたアカデミック・ハラスメント防止講習会(約２２０名が参加)を
開催するなど、管理的業務を行う職員の能力向上に努めた。 

 

 
１ 
 

【１７４】 
④博士課程研究科長の下に支援室を
設置し、当該研究科及び関連する
学群等の教育研究等を支援。 

 

【１７４】 
 ④業務改善実施計画に基づき、研究科

等の効率的な運営、各支援室の事務
処理方法の見直し等についてきめ
細かな検討を行い、教育研究支援の
充実を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【１７１】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策 

【１７５】 
①事務等組織を副学長の業務部門に
対応する組織と研究科長等の部局
の長を支援する組織に再編。 

 
【１７６】 
②事務職員等は、副学長や部局の長
のスタッフとして専門的知識を活
かし、大学運営に係る企画立案等
に積極的に参画。 

 
【１７７】 
③教員及び事務職員等からなる副学
長及び部局の長の補佐体制を整
備。 

 

【１７５,１７６,１７７】 
副学長や研究科長等に対する補佐

業務の充実を図るため、教員・事務職
員等による一体的な運営をさらに促
進。 

 

 
Ⅲ 

 
学長室、評価企画室、教育企画室、キャリア支援室等の戦略室では、

教員と職員がその区別なしに議論を行うとともに、各研究科においても、
部局運営に関わる会議の議論に関係職員が参加するなど、教職員一体の
運営体制が機能した。 
さらに、博士課程研究科長会議では、本部事務組織の全部長と部局の

支援室長も参加させ、情報の共有化を促進することにより、教職員一体
の運営体制を強化した。 

 
１ 

○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策 

【１７８-１】 
①学内資源の戦略的かつ適切な配分
に資する組織評価システムを構築。

 

 
Ⅲ 

 
組織評価の基礎となる教員業績等に関するデータベースを整備し、デ

ータ登録及びその公開を促進した。 
 

 
１ 
 

【１７８】 
①組織の評価結果に基づく学内資源

(教職員定員、予算、スペース)配分
システムを導入。 

 【１７８-２】    
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②限られた研究資源を効率的かつ効
果的に活かし、研究の活性化を図る
ための新たな戦略的研究支援シス
テムを構築し、その具体的な施策の
着実な実施を図る。 

 

Ⅲ   新たな戦略的研究支援システムに基づく下記施策を実施した。 
①外部資金獲得要素も取り入れた積算方法による研究費配分システム 
②ロケットスタート支援(１４件・約４千万円) 
③産学連携推進プロジェクト(２２件) 

 

１ 

【１７９】 
②教職員定員については、学内教職
員定員の効率化や戦略的定員配分
を可能とするため、一定の教職員
定員流動化率を設定し、全体の戦
略及び各部局からの要求等を踏ま
え再配分。 

 

【１７９】 
③標準教職員数及び定員流動化率を
設定し、教職員の重点配置及び効率
的配置を行い、組織の活性化を図る
方途について検討。 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【２８０】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【１８０】 
③予算配分に当たり、運営費交付金
の一定率を大学全体の共通経費と
して留保するとともに、外部資金
のうち、間接経費は大学全体の共
通経費として留保。 

 

【１８０】 
④予算配分に当たり、運営費交付金の
一定率を大学全体の共通経費とし
て留保するとともに、外部資金獲得
に伴う間接経費は大学全体の共通
経費として留保。 

  

 
Ⅲ 

 
  間接経費(約７.５億円)は前年度に引き続き｢重点及び戦略的経費｣と
して研究者の研究環境改善等に活用した。また、新たに追加配分された
間接経費については、公的研究費の不正使用防止のための基盤整備にも
充てることとした。 

  さらに、１８年８月から導入した共同研究の間接経費(１０％)につい
ては、知的財産を取得・活用するための経費に充当した。 

 

 
１ 
 

【１８１】 
④一部の光熱水料、スペースについ
ては受益者負担の導入を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  総合研究棟及び共同研究棟に確保した共用スペースでは、使用料及び
光熱水料を利用者負担として徴収し、さらなる教育研究環境の改善に活
用した。 
※使用料の使途は年度計画【３２４】の『計画の実施状況』参照 
 

 

【１８２】 
⑤本部は、留保された予算や受益者
負担により得られた収入を、全体
の教育研究環境の維持向上及び戦
略的計画に投入するとともに、部
局に対する評価に基づき再配分。 

 

【１８２】 
⑤本部は、留保された予算を大学全体
の教育研究環境の維持・向上及び戦
略的計画に投入。 

 

 
Ⅳ 

 
１８年度事業費(施設整備補助金による事業費を除く)のうち、約３０

億円を学長のリーダーシップに基づき配分する経費｢重点及び戦略的経
費｣として確保し、教育研究環境の維持・向上及びプロジェクト事業の支
援並びに教育研究にかかる諸課題の推進に充当した。また、約４億円を
配分保留し、アスベスト撤去工事に伴う設備の移転経費等に充当した。 

 
２ 

○学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策 

【１８３】 
必要に応じて有資格者をコンサル

タントとして活用。 
 

【１８３】 
必要に応じて有資格者をコンサル

タントとして活用することについて
検討を継続。 

 
Ⅲ 

 
コンプライアンスの徹底や訴訟等への適切な対応を図るため、弁護士

と引き続き顧問契約を締結した。また、弁理士や弁護士を含む学外有識
者からなる｢利益相反アドバイザリーボード｣を設置し、利益相反マネジ
メントにおける客観性を向上させた。さらに、ＰＦＩを活用した附属病
院再開発事業の実施に向け、事業提案審査委員会委員に学外有識者を活
用した。 

 

 
１ 

○内部監査機能の充実に関する具体的方策 

【１８４】 【１８４】    
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監事を補佐するため監査室を設置
し、日常的、定期的に内部監査を実
施。 

 

平成１７年度に設置した監査室に
おいて、日常的・定期的に内部監査を
実施するとともに、監事が行う業務監
査との連携強化を図る。 

 

Ⅳ   内部監査については、内部監査計画に基づき、科学研究費補助金に関
する監査と会計業務定期監査を行うとともに、産学連携活動の現状と課
題等に関するテーマ監査を実施した。 

  監事監査については、監事監査計画に基づき、各部局との対話を通じ
た実地監査による業務監査と財務に関する監査を実施した。 

  これらの実施にあたり、監査室が学長の命により内部監査を行うとと
もに、監事監査においては監事を補佐し、両監査の連携を密にすること
により監査の実効性を高めた。 
なお、内部監査の独立性を学内外により明確に示すため、学内規程の

改正により、監査室を学長直属とし、学長の指揮の下で業務を処理する
こととした。 

【監査実施内容の詳細は特記事項及び資料４を参照】
 

３ 

○国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策 

【１８５】 
近隣の大学間等で事務職員等の人

事交流・職員研修等の充実。 
 

【１８５-１】 
①近隣の大学間等と計画的に人事交
流を実施。 

 

 
Ⅲ 

 
近隣の大学間等と人事交流を以下のとおり実施した。 
①高エネルギー加速器研究機構７名 
②筑波技術大学１５名 
③教員研修センター１名 

 

 
１ 

 【１８５-２】 
②職員の階層別研修について、高エネ
ルギー加速器研究機構、筑波技術大
学と共同で実施。 

 

 
Ⅲ 

 
筑波技術大学と階層別研修を共同で実施した。 
※実績は年度計画【２７８】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

○情報システムの整備 

【１８６-１】 
①情報化統括責任者(ＣＩＯ)は、情報
化統括責任者(ＣＩＯ)補佐官及び
情報化戦略室と連携し、情報基盤に
係る中長期的な整備方針と業務シ
ステムの効率化・合理化の方針につ
いて検討。 

 

 
Ⅲ 

 
ＣＩＯの指揮の下、情報化戦略室において、 
・学内の情報基盤に係る機能を一元化した情報環境機構の設置 
・情報リスクマネジメント体制の整備 
・コンピュータソフトウェアの適正なライセンス管理方策 
・情報キャンパスネットワーク、学生宿舎ネットワークの整備 
等について検討を行い、それぞれについて成果を得るとともに、１９

年４月の情報環境機構の設置に結びつけた。 
 

 
１ 

【１８６-２】  
②スーパーＳＩＮＥＴやつくばＷＡ
Ｎなどの学外の高速ネットワーク
との接続による情報通信基盤の整
備、論文引用度データベースやオン
ラインジャーナル等の学術情報サ
ービスの提供、電子図書館等の充実
により情報環境を整備。 

 

 
Ⅲ 

 
  スーパーＳＩＮＥＴとつくばＷＡＮのアップグレードに対応し、これ
らの高速かつ高品質な機能を最大限活用するための機器整備を行った。 
また、電子図書館システムの全面更新により、附属図書館所蔵の論文

や紀要の閲覧、蔵書検索、オンラインジャーナル等の提供について、利
便性を向上させた。 

１ 

【１８６】 
①全学的な情報ネットワークと情報
システム環境等の開発・整備を図
る。 

【１８６-３】 
③学内無線ＬＡＮの利便性の向上と

 
Ⅲ 

 
  学内ＬＡＮのうち学生宿舎の無線ＬＡＮについて接続性やセキュリテ

 
１ 
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セキュリティの確保を図る。 
 

ィレベルの調査を行い、接続性の向上とセキュリティの強化を目的とし
たネットワーク環境の整備方針を固めた。 

 
【１８７-１】 
④学務システムを教育に積極的に活
用させるため、機能を整備・拡充。

 

 
Ⅲ 

 
  学務システムについては、学群改組への対応を含むさらなる高度利用
に資するための維持・改善を行った。 

 

 
１ 

【１８７】 
②学務システム、研究助成システム、
学術情報サービス及び教員情報シ
ステムの機能向上を図る。 

【１８７-２】 
⑤研究者の活動情報を収集・管理・公
開する研究者情報システムのさら
なる強化・充実を図る。 

 

 
Ⅲ 

 
  研究者情報システムは、教員情報のデータ登録及びその公開率の一層
の向上を図るため、データ項目と公開範囲のルールを明確化し、主要な
データについては全て学外に公開した。 

 

 
１ 

【１８８】 
③給与、人事、会計等の業務システ
ムを包括した全学的な経営情報シ
ステムの開発・整備を図る。 

 

【１８８】 
⑥全学的な経営情報システムの整備
を推進し、財務会計システム、人
事・給与システム及び関連する業務
システムの改善を図る。また、職員
の事務手続きの簡素化、情報の共有
等事務処理の一層の合理化・効率化
を推進するためのツール整備の検
討に着手。 

 

 
Ⅲ 

 
財務会計システムを業務の効率性・迅速性・適正性の観点から全面的

に刷新し、１９年４月からの新システム運用開始につなげた。 
加えて、新人事・給与システムの構築に向けた基本設計の策定に着手

するとともに、レンタル中の事務用サーバーに代えて、新たな事務ドメ
イン管理サーバー、Webサーバー等を導入し、全学の業務システムの環境
整備を行った。 
 

 
２ 

 ウェイト小計 32 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 
中
期
目
標 

本学の基本的な目標に沿って、教育・研究組織がより柔軟にかつ機動的に運
営されるよう見直しを実施。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○教育・研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策 

【１８９】 
①本部は、中期計画、教育研究上の
目標、課題等を踏まえ、定期的に
実施する各組織の評価結果に基づ
き、組織の見直しを決定。 

 

【１８９】 
 ①教育・研究組織の編成・見直しに反

映しうる組織評価システムを構築。

 
Ⅲ 

  
  組織評価の基礎となる教員業績等に関するデータベースを整備し、デ
ータ登録及びその公開を促進した。 

 
１ 

【１９０】 
②各部局は、新たな教育・研究組織
の設置や整備、又は再編等につい
て本部に要求。本部は、教育研究
上の効果、財政負担、要求組織の
評価等を総合的に勘案し、意思を
決定。 

 

【１９０】 
②各部局は、新たな教育・研究組織の
設置や整備、又は再編等について本
部に要求。本部は、教育研究上の効
果、財政負担、要求組織の評価等を
総合的に勘案して意思を決定。 

 

 
Ⅲ 

 
  概算要求は、ヒアリング及び要求内容の精査等を学長主導で行うこと
により、大学としての統一的な方針の下、中期目標を踏まえた全学的な
方針に沿った要求を行った。特に、組織改組では、社会的要請、緊急性
等を考慮した要求を行うとともに、特別教育研究経費では、部局の積極
的な提案を促し、本部と部局が連携して提案内容を精選するとともにブ
ラッシュアップして要求を行った。 

 

 
１ 

【１９１】 
③教職員定員については、学内教職
員定員の効率化や戦略的定員配分
を可能とするため、一定の教職員
定員流動化率を設定し、全体の戦
略及び各部局からの要求等を踏ま
え再配分。 

 

【１９１】 
③標準教職員数及び定員流動化率を
設定し、教職員の重点配置及び効率
的配置を行い、組織の活性化を図る
方途について検討。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【２８０】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

○教育・研究組織の見直しの方向性 

【１９２】 
(Ａ－学群) 

学群ごとの教育方針やアドミッシ
ョン・ポリシーを明確にし、社会的
認知と評価を得るため、学士号の種
別、教育分野の特性等を考慮した学
群の改組再編を図る。特に、第一学
群、第二学群、第三学群を中心に具
体的な改組再編案を策定し実施を図

【１９２】 
(Ａ－学群) 

平成１７年度に策定した学群改組
計画に基づき、平成１９年度実施に向
けて運営体制の整備及び積極的な広
報活動の展開を図る。 

 
Ⅲ 

 
１９年４月の学群改組実施に向けて、運営体制、施設・設備、学内規則

等を整備するとともに、改組の趣旨や新学群・学類の編制、コンセプト等
を受験生や高校、社会に明確に伝えるべく、ホームページのリニューアル、
大学紹介ビデオの作成、広報誌の作成・配布等の広報活動を精力的に実施
した。 
これまでの教育改善の取組に加え、今回の改組による一層の教育の充実

と広報活動の強化を図った結果、新学群として行った最初の入学試験(個
別学力検査等)では、全国の国立大学の志願倍率が減少する中、本学は若

 
３ 
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る。 
その他所要の整備を図る。 
 

干であるが増加した。 
 

【１９３】 
(Ｂ－大学院) 
①当該教育研究分野の特性等に応じ
て、５年一貫の課程、区分制の課
程、前期２年の課程、後期３年の
課程等、多様な専攻の編制を図る。 

 

【１９３】 
①大学院研究科は、教育研究分野の特
性に応じて、修士課程研究科の一部
を博士課程研究科に改組再編統合
するほか、専門職学位課程や短期博
士コース等、多様な課程の編成を検
討。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【２１３，２１５，２３２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【１９４】 
②これまでの教育研究上の成果を踏
まえて、多様な分野に既存の専攻
や研究センターの転換等を含めて
専門職大学院の設置を図る。 

 

【１９４】 
②教員養成における専門職大学院の
設置を検討。 

 

 
Ⅲ 

 
  教育研究科において、教員養成ＧＰ｢高度な授業力育成のための授業開
発｣を獲得し、その成果を踏まえて新たな専門職大学院の設置の検討に着
手した。 

 
１ 

【１９５】 
③研究の進展や社会的要請等を踏ま
え、新たな領域に専攻の整備拡充
を図るとともに、既存の専攻につ
いても必要に応じて改組転換を図
る。 

 

【１９５】 
③研究の進展や社会的要請等を踏ま
え、必要に応じ、新たな領域に専攻
を整備拡充。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【２１３，２１５，２３２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【１９６】 
④筑波研究学園都市の研究機関等と
大学院における教育研究面での連
携の推進を図る。 

 
具体的には、以下のとおり。 

 

【１９６】 
 ④筑波研究学園都市の研究機関等と

大学院における教育研究面での連
携を推進。 

 
Ⅲ 

 
筑波研究学園都市等にある研究機関(３国立研究機関、１３独立行政法

人、８民間等研究機関)の研究者を教授(連携大学院)、助教授(連携大学院)
とし、最新の研究設備と機能を有する研究機関で学生の研究指導を行う連
携大学院方式を通じて、地域の研究機関との連携を推進している。 

 

 
１ 

Ｂ－１ 人文社会科学研究科(博士課
程) 

 

【１９７】 
・人文科学分野、社会科学分野の拡
充を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  １６年度に歴史・人類学専攻、社会科学専攻を拡充し、専攻の教育目
的に応じた人材育成を行っている。 

 

【１９８】 
・新たに地域研究又は国際学に関す
る博士の学位を授与する地域研究
分野の新たな教育研究体制の整備
を図る。 

 
【１９９】 
・上記に関連し、関係専攻の再編を
図る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  新たな地域研究分野の博士学位を授与する教育体制の整備計画を含
め、新たな社会的、学術的展開及び学群生の意向調査等を踏まえ、研究
科の改組に向けた準備を行った。 
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Ｂ－２ ビジネス科学研究科(博士課
程) 

 

【２００】 
・企業科学分野、経営システム科学
分野等の拡充を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
 

 
  １６年度に企業科学専攻を拡充し、専攻の教育目的に応じた人材養成
を行っている。 

 
 

【２０１】 
・ビジネス教育分野の新たな教育研
究体制の整備を図る。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
１７年度に法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻を設置し、専

攻の教育目的に応じた人材養成を行っている。 
 

 

【２０２】 
・新たにヒューマンサービスに関す
る修士及び博士の学位を授与する
ヒューマンサービス科学分野の新
たな教育研究体制の整備を図る。 

 

 
※２０年度に実施予定のため、１８年
度の年度計画なし 

  
  生涯発達システム科学分野の新たな専攻の設置に向けた具体的検討を
進めた。 

 

Ｂ－３ 数理物質科学研究科(博士課
程) 

 

【２０３】 
・数物分野、応物分野、物質分野等
の拡充を図る。 

 
【２０４】 
・物質・材料研究機構との連携によ
る、物質・材料工学分野等の専攻
の設置など、新たな教育研究体制
の整備を図る。 

 
【２０５】 
・上記に関連し、理工学研究科の一
部との統合を含めた専攻の再編を
図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
１６年度に、５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換と理工学

研究科の一部との統合及び連携大学院方式による物質材料工学専攻の設
置による研究科の整備を行い、専攻の教育目的に応じた人材養成を行って
いる。 

 

 

Ｂ－４ システム情報工学研究科(博
士課程) 

 

【２０６】 
・５年一貫制博士課程を区分制博士
課程に転換し、前期課程では、学
類からの一貫カリキュラムの整備
等によって専門教育を強化する。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
 

 
１７年度に、５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換による研

究科の整備を行い、専攻の教育目的に応じた人材養成を行っている。 

 
 

【２０７】 
・後期課程では、専攻を超えた目的
別研究グループを形成し、問題解
決型の人材育成を図る。特に、環
境工学、宇宙システム、国際・基
盤メディア、ＩＴ工学分野等の新

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

  
環境工学、宇宙システム、国際・基盤メディアの教育研究体制の整備計

画を推進した。 
また、｢先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム｣を獲得し、拠点

の基盤が形成された。 
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たな教育研究体制の整備を図る。 
 
【２０８】 
・上記に関連し、理工学研究科、経
営・政策科学研究科との統合を含
めた専攻の再編・拡充、また、筑
波研究学園都市の研究機関等との
連携強化を図ることにより、新た
な教育研究体制の整備を図る。特
に、経営政策科学研究科との統合
においては、民間および公共部門
における科学技術の展開軸を目指
し、ＭＢＡプログラム及びＭＰＰ
プログラムの整備を図る。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
１７年度に、５年一貫制博士課程から区分制博士課程への転換と経営・

政策科学研究科との統合及び理工学研究科の一部との統合による研究科
の整備を行い、専攻の教育目的に応じた人材養成を行っている。 

 

 

Ｂ－５ 生命環境科学研究科(博士課
程) 

 

【２０９】 
・生命科学分野、地球科学分野等の
拡充を図る。 

 

 
※｢生命科学分野の拡充｣については
１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
※｢地球科学分野の拡充｣については
１９年度に実施するため、１８年度
の年度計画なし 

 

 
 

 
１７年度に、構造生物科学専攻、情報生物科学専攻、国際地縁技術開発

科学専攻、生物資源科学専攻、生物機能科学専攻の改組再編を行い、専攻
の教育目的に応じた人材養成を行っている。 

   
地球環境科学専攻と地球進化科学専攻を５年一貫制博士課程から区分

制博士課程への転換するための準備を行った。 

 
 

【２１０】 
・新たに生命科学に関する博士の学
位を授与する生命産業科学分野の
新たな教育研究体制の整備を図
る。 

 
【２１１】 
・筑波研究学園都市の研究機関等と
の連携により農業生産技術科学分
野等の新たな教育研究体制の整備
を図る。 

 
【２１２】 
・上記に関連し、当該研究分野の特
性に応じ、５年一貫制博士課程か
ら区分制博士課程へ転換し、新た
な教育研究体制の整備を図り、併
せて前期課程の拡充を図る。さら
に理工学研究科の地球科学分野及
びバイオシステム研究科等との統
合を含めた専攻の再編を図る。 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
 

 
  １７年度に、生命産業科学専攻及び先端農業技術科学専攻を設置する
とともに、一部専攻を除く５年一貫制博士課程から区分制博士課程への
転換とバイオシステム研究科との統合及び理工学研究科の一部との統合
による研究科の整備を行い、専攻の教育目的に応じた人材養成を行って
いる。 
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Ｂ－６ 人間総合科学研究科(博士課
程) 

 

【２１３】 
新たに世界文化遺産学専攻、コーチ

ング学専攻、フロンティア医科学専攻
を設置。 
 

 
Ⅲ 

 
  新たに世界文化遺産学専攻(入学定員７人)、コーチング学専攻(入学定
員６人)、フロンティア医科学専攻(入学定員５０人)を設置した。 
 

 
１ 

【２１３】 
・医学分野、ヒューマン・ケア科学
分野、健康スポーツ科学分野等の
拡充を図る。 

 
※｢医学分野の拡充｣については１６
年度、｢ヒューマン・ケア科学分野
の拡充｣については１７年度に実施
済みのため、１８年度の年度計画な
し 

 

  
  １６年度に医学分野を拡充、１７年度にヒューマン・ケア科学分野を
拡充し、専攻の教育目的に応じた人材養成を行っている。 

 

 
※｢看護学に関する修士及び博士の学
位…｣は１９年度に実施するため、
１８年度の年度計画なし 

 

  
１９年度に新たに看護科学専攻を設置することとした。 
 
 

 【２１４】 
・新たに看護学に関する修士及び博
士の学位並びにカウンセリングに
関する博士の学位を授与する看護
科学分野、生涯発達カウンセリン
グ科学分野の新たな教育研究体制
の整備を図る。 

 

 
※｢カウンセリングに関する博士の学
位…｣は２０年度に実施予定のた
め、１８年度の年度計画なし 

 

  
生涯発達システム科学専攻の２０年度設置に向けた準備を行った。 

 

【２１５】 
・医科学研究科、体育研究科、教育
研究科のそれぞれの研究科の一部
との専攻の再編を図る。 

 

【２１５】 
上記に関連して、医科学研究科を廃

止。 

 
Ⅲ 

   
上記に関連して、医科学研究科を廃止した。 

 

 
１ 

【２１６】 
・芸術研究科との統合を含めた専攻
の再編を図る。 

 

 
※１９年度に実施するため、１８年度
の年度計画なし 

 

  
  ５年一貫制博士課程から区分制博士課程へ転換(芸術専攻)するととも
に、新たに世界遺産専攻を設置することとした。 

 

 

Ｂ－７ 図書館情報メディア研究科
(博士課程) 

 

【２１７】 
・知的コミュニティ基盤研究センタ
ーとの連携による図書館情報メデ
ィア分野の拡充を図る。 

 
【２１８】 
・情報・メディア分野の発展を目指
して、既設研究科との再編を図る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  １９年４月に設置する情報メディア創成学類に対応しうる大学院組織
の整備を踏まえた情報・メディア分野の再編成について検討を行った。 

 

Ｂ－８ 地域研究研究科(修士課程)  
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【２１９】 
・地域研究分野、国際日本学分野、
国際開発分野等への再編を図る。 

 
【２２０】 
・新たに日本語教育修士の専門職学
位を授与する日本語教育分野の新
たな専門職大学院の設置を図る。 

 

【２２１】 
・地域研究関連分野の発展を目指し
て既設研究科との再編を図る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  地域研究、国際開発、国際日本研究等の分野の整備を行うとともに、
人文社会科学研究科との再編のための準備を行った。また、上記整備に
併せて、日本語教育分野の充実について検討した。 

 

Ｂ－９ 教育研究科(修士課程)  

【２２２】 
・障害児教育分野、教科教育分野、
カウンセリング分野の拡充を図
る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
 

 
特別支援教育における新たな教職専門職大学院の設置について検討を

行った。 
資質の高い教員養成推進プログラム｢高度な授業力育成のための授業開

発｣を活用して、｢高度教育開発研究科｣への改組再編を視野に入れた研究
科の高度化を推進した。 

 

 
 

【２２３】 
・教育関連分野の発展を目指して、
既設研究科との再編等を図る。 

 

【２２３】 
新たにスクールリーダーシップ開

発専攻を設置。 

 
Ⅲ 

 
  新たにスクールリーダーシップ開発専攻(入学定員２０人)を設置し
た。 

 
１ 

Ｂ－１０ 経営・政策科学研究科(修士
課程) 

 

【２２４】 
・文理融合型高度専門職業人養成を
目指し、システム情報工学研究科
との統合を図り、ＭＢＡプログラ
ム及びＭＰＰプログラムの整備を
図る。 

 

 
※１７年度に研究科廃止のため、１８
年度の年度計画なし 

 
 

 
 

 
 

Ｂ－１１ 理工学研究科(修士課程)  
【２２５】 
・理工学諸分野の拡充を目指して、
システム情報工学研究科、生命環
境科学研究科、数理物質科学研究
科との再編を図る。 

 

 
※１７年度に研究科廃止のため、１８
年度の年度計画なし 

 
 

 
 

 
 

Ｂ－１２ 環境科学研究科(修士課程)  
【２２６】 
・環境系課題を循環環境学と国際地
域共生環境学に重点化し、新たな
教育研究体制の整備拡充を図る。 

 
※１９年度に実施するため、１８年度
の年度計画なし 

 

  
  生命環境科学研究科への統合と新専攻設置に向けた具体的検討を進め
た。 
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【２２７】 
・環境科学関連分野の拡充を目指し、
新たな教育研究体制の整備を図る。 

 

 

Ｂ－１３ バイオシステム研究科(修
士課程) 

 

【２２８】 
・バイオシステム分野、ポストバイ
オテクノロジー分野の拡充を図
る。 

 
【２２９】 
・生命環境科学研究科との再編を図
る。 

 

 
※１７年度に研究科廃止のため、１８
年度の年度計画なし 

 

 
 

 
 

 
 

Ｂ－１４ 医科学研究科(修士課程)  

【２３０】 
・基礎医科学分野、先端応用医科学
分野等の拡充を図る。 

 

 
※年度計画【２３２】に対応 

 
 

 
※年度計画【２３２】の『計画の実施状況』参照 

 

【２３１】 
・新たに医療福祉学に関する修士の
学位を授与する医療福祉学分野の
新たな教育研究体制の整備を図
る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

  
※人間総合科学研究科との再編に伴い、同研究科において１９年度から
実施 

 

【２３２】 
・人間総合科学研究科への統合を図
る。 

 

【２３２】 
人間総合科学研究科との再編と併

せて研究科を廃止。 
 

 
Ⅲ 

 
  人間総合科学研究科との再編と併せて研究科を廃止した。 

 
１ 

Ｂ－１５ 体育研究科(修士課程)  

【２３３】 
・コーチ学分野等の新たな専門職大
学院の設置を図る。 

 

 
※年度計画【２１３】に対応 

 

  
※年度計画【２１３】の『計画の実施状況』参照 

 

【２３４】 
・人間総合科学研究科への統合を図
る。 

 

 
※１９年度以降に実施するため、１８
年度の年度計画なし 

  
  人間総合科学研究科との再編のための準備を行った。 

 

Ｂ－１６ 芸術研究科(修士課程)  

【２３５】 
・美術分野、デザイン分野等の拡充
を図る。 

 

 
※中期計画【２３８】に対応 

 

  
※中期計画【２３８】の『計画の実施状況』参照 
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【２３６】 
・新たに世界遺産学に関する修士の
学位を授与する世界遺産の保護、
保存・修復分野の専攻を設置。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

   
  世界遺産専攻では、充実した教育成果をあげており、学外での修了研
究の発表等活発な活動を展開した。 

 

【２３７】 
・芸術文化の企画運営分野について
新たな教育研究体制の整備を図
る。 

 
【２３８】 
・人間総合科学研究科への統合を図
る。 

 

 
※１９年度に実施するため、１８年度
の年度計画なし 

 

  
  人間総合科学研究科の博士前期課程への転換に向けた準備を行った。 

 

Ｂ－１７ その他  

【２３９】 
・人文社会科学研究科及びビジネス
科学研究科の関連分野の見直しを
含め、新たに法務博士の専門職学
位を授与する法科大学院の設置を
図る。 

 
【２４０】 
・関連組織の見直しを含め、経営大
学院の設置を図る。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
 

 
１７年度に法曹専攻及び国際経営プロフェッショナル専攻を設置し、専

攻の教育目的に応じた人材養成を行っている。 
 

 
 

【２４１】 
・既設の教育研究拠点の転換による
大学経営分野の新たな教育研究体
制の整備を図る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

    
  大学研究センターの機能・役割の再整理及び同センターにおける大学
経営人材育成のための支援強化に向けた検討を行った。 

 

【２４２】 
・関連組織の見直しを含め、スクー
ルリーダーシップ開発分野の新た
な教育研究体制の整備を図る。 

 

【２４２】 
新たにスクールリーダーシップ開

発専攻を設置。 

 
Ⅲ 

 
  教育研究科に新たにスクールリーダーシップ開発専攻(入学定員２０
人)を設置した。 

 
１ 

【２４３】 
・その他所要の整備を図る。 
 

 
※１８年度の年度計画なし 

 

   

(Ｃ－学系)  

【２４４】 
①研究上の目的及び教育上の必要性
を考慮し、再編を図る 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  研究上の目的及び教育上の必要性を考慮し、分野別に学系の役割を明
確化するとともに、必要に応じ改組または再編を行うための検討に着手
した。 
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【２４５】 
②新たに看護科学系を設置 
 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
１６年度に新設した看護科学系では、看護研究、看護管理学、看護技術

学、高齢者看護学分野における教育研究上の機能を発揮している。 
 

 

(Ｄ－教育研究の拠点等)  

【２４６】 
Ｄ－１ 計算物理学分野の拡充と併せ

て関連分野との統合により全国共
同利用施設として、計算科学に関
する研究拠点を整備。また、その
成果を踏まえ、全国共同利用の附
置研究所に転換を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
 計算科学研究センターは、全国共同利用に相応しい体制を備え研究活動
を実施するとともに、その成果を踏まえ、附置研究所への転換も視野に入
れた検討を行った。 

 

Ｄ－２ 次のように教育支援及び研究
支援を目的とする学内共同教育研
究施設の統合を図る。 

 

【２４７】 
・国際交流・連携を一元化する方向
の下に、国際化教育、留学生関連
教育及びその支援等に関する機能
の統合を図る。 

 

 
※１９年度から実施するため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  国際交流・連携を担当する組織と留学生センターの連携を強化するた
めの仕組を検討した。 

 

【２４８】 
・学術情報処理と教育機器に関する
教育研究支援機能の統合を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  学術情報メディアセンターでは、情報技術による教育支援、メディア
情報発信の支援体制の整備を実施した。 

 

【２４９】 
・加速器、低温、アイソトープ、分
析、工作機器に関する教育研究支
援機能の統合を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

    
｢応用加速器｣、｢低温｣、｢アイソトープ｣、｢分析｣、｢工作｣各部門におい

て幅広い教育研究支援活動を展開した。 

 

Ｄ－３ 次のような分野について新た
な研究拠点を設置。 

 

【２５０】 
・先端医療分野 
 

 
 

  
  次世代医療研究開発・教育統合センターを設置した。 

 

【２５１】 
・国際・地域・環境に関する総合的
な研究分野 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  北アフリカ研究センターは、チュニジア共和国との研究交流により、
国際共同研究契約及び国際共同出願を行った。これらの成果を踏まえ、
同国に本学最初の海外拠点を１８年４月に設置した。 

 

 

【２５２】 
・特別支援教育に関する実践的教育
研究分野 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
特別支援教育研究センターが拠点となり、附属学校教育局、附属障害５

校と大学の心身障害学系との連携がより組織的に行われ、特別支援教育の
研究が一層推進された。 
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Ｄ－４ 次のような分野において研究
拠点の一層の整備を図る。 

 

【２５３】 
・先端学際領域で産学官の連携によ
りプロジェクト型研究を推進する
ため、学内共同教育研究施設の一
層の整備を図る。 

 
【２５４】 
・技術移転機関(ＴＬＯ)を活用した積

極的な技術移転分野及び大学発ベ
ンチャーの創出支援分野の整備を
図る。 

 
【２５５】 
・組換えＤＮＡ等の遺伝子実験、遺
伝子組換えモデル動物の開発、学
際物質科学、地球環境等に関する
分野について整備を図る。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

  
  先端学際領域研究センター、産学リエゾン共同研究センター、遺伝子
実験センター、学際物質科学研究センター、陸域環境研究センターでは、
学内関連組織及び学外関連機関と連携を図りつつ、研究活動及び研究支
援活動を順調に実施した。 

 

Ｄ－５ その他  

【２５６】 
・大学経営分野については、大学経
営を担う人材を育成する体制の整
備を図る。 

 

 
※中期計画【２４１】に対応 

 

  
※中期計画【２４１】の『計画の実施状況』参照 

 

 

【２５７】 
・遺伝子組換えモデル動物の作製に
関しては、全国への供給を目指し
て事業化を図る。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  遺伝子改変マウス等の受託作製・供給を行った。(遺伝子改変マウス作
製４２件、変異ＥＳ細胞作製６件) 

 

【２５８】 
・教育研究、国際貢献交流、地域貢
献交流及びその支援に関する所要
の整備を図る。 

 

 
※年度計画【３１９】に対応 

  
※年度計画【３１９】の『計画の実施状況』参照 

 

【２５９】 
・その他、教育研究に関する所要の
整備を図る。 

 

 
※１８年度の年度計画なし 

 

   

(Ｅ－附属学校) 
教育体制等の整備充実を図るとと

もに、障害教育５校の機能的な統合
を図る。 
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【２６０】 
Ｅ－１ 附属小学校 
・小・中学校間の制度的、教育実践
的研究を踏まえた小中高一貫教育
を推進。 

 

【２６０】 
  小・中・高の児童生徒を対象に先導
的な教科から公開授業を行うなど、カ
リキュラム開発に関する調査・研究を
実施。 

 

 
Ⅲ 

 
大学と附属小学校、附属中学校及び附属高等学校で組織する教育研究会

(４校研)において研究活動を推進し、算数・数学、体育、家庭科の公開授
業等を行った。 

 

 
１ 

【２６１】 
Ｅ－２ 附属中学校 
・小・中・高校間の制度的、教育実
践的研究を踏まえた小中高一貫教
育を推進。 

 

【２６１】 
小・中・高の児童生徒を対象に先導

的な教科から公開授業を行うなど、カ
リキュラム開発に関する調査・研究を
実施。 

 

 
Ⅲ 

 
大学と附属小学校、附属中学校及び附属高等学校で組織する教育研究会

(４校研)において研究活動を推進し、算数・数学、体育、家庭科の公開授
業等を行った。 

 

 
１ 

【２６２】 
Ｅ－３ 附属駒場中学校 
・社会のトップリーダーを育てる教
育を実験的に実践。 

 

【２６２】 
教養教育を土台に理数科教育を中

心とした高度な授業実践を通じて、ト
ップリーダーを育成。 

 

 
Ⅲ 

 
１４年度から実施している文部科学省指定スーパーサイエンスハイス

クール(ＳＳＨ)事業の５年間のまとめを行い、その成果を全国に発信し
た。 

 

 
１ 

【２６３】 
Ｅ－４ 附属高等学校 
・中・高校間の制度的、教育実践的
研究を踏まえた小中高一貫教育を
推進。 

 

【２６３】 
小・中・高の児童生徒を対象に先導

的な教科から公開授業を行うなど、カ
リキュラム開発に関する調査・研究を
実施。 
 

 
Ⅲ 

 
大学と附属小学校、附属中学校及び附属高等学校で組織する教育研究会

(４校研)において研究活動を推進し、算数・数学、体育、家庭科の公開授
業等を行った。 

 

 
１ 

【２６４】 
Ｅ－５ 附属駒場高等学校 
・社会のトップリーダーを育てる教
育を実験的に実践。 

 

【２６４】 
教養教育を土台に理数科教育を中

心とした高度な授業実践を通じて、ト
ップリーダーを育成。 
 

 
Ⅲ 

 
１４年度から実施している文部科学省指定スーパーサイエンスハイス

クール(ＳＳＨ)事業の５年間のまとめを行い、その成果を全国に発信し
た。 

 

 
１ 

【２６５】 
Ｅ－６ 附属坂戸高等学校 
・総合学科高等学校の研究校として
キャリア教育を実験的に実践。 

 

【２６５】 
総合学科における｢ＩＴ人材育成｣

の研究を推進。 
 

 
Ⅲ 

 
文部科学省指定｢ＩＴ人材育成プロジェクト｣事業を実施した。 

 

 
１ 

【２６６】 
Ｅ－７ 附属視覚特別支援学校 
・視覚障害教育の専門性を継承・発
展。 

 

【２６６】 
障害の特性に応じた特別支援教育

を実施・推進。 
 

 
Ⅲ 

 
特別支援教育研究センターと連携し、視覚障害教育の実践及び研究を推

進した。 
 

 
１ 

【２６７】 
Ｅ－８ 附属聴覚特別支援学校 
・聴覚障害教育の専門性を継承・発
展。 

 

【２６７】 
障害の特性に応じた特別支援教育

を実施・推進。 
 

 
Ⅲ 

 
特別支援教育研究センターと連携し、聴覚障害教育の実践及び研究を推

進した。また、その成果を第９回アジア太平洋地域聴覚障害問題会議にお
いて国内外に発信した。 

 

 
１ 

【２６８】 
Ｅ－９ 附属大塚特別支援学校 
・知的障害に関わる特別支援教育の
実践及び研究を推進。 

【２６８】 
障害の特性に応じた特別支援教育

を実施・推進。 

 
Ⅲ 

 
特別支援教育研究センターと連携し、知的障害に関わる特別支援教育の

実践及び研究を推進した。 
 

 
１ 
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【２６９】 
Ｅ－10 附属桐が丘特別支援学校 
・肢体不自由及び重度・重複障害教
育の実践及び研究を推進。 

 

【２６９】 
障害の特性に応じた特別支援教育

を実施・推進。 
 

 
Ⅲ 

 
  特別支援教育研究センターと連携し、肢体不自由及び重度・重複障害
教育の実践及び研究を推進した。 

 

 
１ 

【２７０】 
Ｅ－11 附属久里浜特別支援学校 
・自閉症者を対象とする教育の実践
及び研究を推進。 

 

【２７０】 
障害の特性に応じた特別支援教育

を実施・推進。 
 

 
Ⅲ 

 
特別支援教育研究センターと連携し、自閉症者を対象とする教育の実践

及び研究を推進した。 

 
１ 

【２７１】 
Ｅ－12 その他所要の整備を図る。 

 
※１８年度の年度計画なし 

 

   

  ウェイト小計 26 

 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
③ 人事の適正化に関する目標 

 
中
期
目
標 

教員の流動性を向上させるとともに、教職員の能力・業績を適切に反映させ
る評価システム、教員構成の多様性を推進する体制、柔軟で多様な人事制度、
事務職員等の専門性の向上を図る制度及び人員管理制度を構築。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○人事評価システムの整備、活用に関する具体的方策 

【２７２】 
①担当副学長を置き、教職員の人事
を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、教職員人事に関する事項を統括している。(具体的施策
は各項目に記載) 

 

【２７３-１】 
①平成１６年度に構築し、平成１７年
度に整備を進めてきた研究者情報
システムについて、入力・公開率の
向上によるさらなる充実を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【１８７-２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【２７３】 
②人事評価システムの整備を図り、
評価結果を昇任、配置換、給与等
に反映。 

【２７３-２】 
②平成１７年度に設置した大学教員
人事制度設計委員会で示された基
本方針に基づき、教員の教育研究活
動の活性化を目的とした新たな教
員人事制度の設計を推進。 

 
Ⅳ 
 

 
１８年度に設置した人事企画委員会において、学校教育法の一部改正に

伴う新たな教員組織体制への移行を機に、新たな教員組織、大学教員の職
務の級の弾力化、全組織へのテニュア・トラック制の導入についての取扱
いを盛り込んだ｢新たな教員組織への移行に伴う人事制度に関する基本指
針｣を策定するとともに関連規則を制定し、１９年度からの本格実施につ

 
２ 
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 なげた。 
この中で、教育研究活動のさらなる活性化を図る観点から、職名とそれ

に対応する級の弾力化を図ることにより、優れた実績のある教員をより柔
軟に上位の職に登用する新たな人事制度を創設した。 
 

【２７３-３】 
③職員については、能力・実績に基づ
く人事管理のための新たな評価制
度を整備。 

 

 
Ⅲ 
 

 
職員については、各省庁で試行的に実施された人事評価システムの実施

状況・導入状況を踏まえるとともに、本学職員の将来を担う新たな職員像
を検討し、１９年度からの評価制度導入に向けた基盤整備を行った。 
 

 
１ 

○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 

【２７４】 
教員の勤務時間、兼職・兼業の在

り方及びワークシェアリング、裁量
労働制等の多様な人事制度の導入を
検討。 

【２７４】 
勤務時間の弾力化やワークシェア

リング等、大学の業務実態や教職員の
ニーズに対応した柔軟な人事制度を
検討。 

 
Ⅲ 
 

 
大学の業務実態や教職員のニーズに対応した柔軟な人事制度を検討

し、以下のとおり実施した。 
①教員の社会貢献や国際交流、研究成果活用起業等、多様な活動を支援
するために制度運用を弾力化 

②仕事の生産性の向上と子育てなど職員のニーズに対応するため、時差
勤務等を可能とする準フレックス勤務を制度化し、１９年度導入を決
定 

 

 
１ 
 
 

○任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策 

【２７５-１】 
①テニュア・トラック制の導入及び任
期制の適用拡大を推進。 

 
Ⅳ 
 

 
  テニュア・トラック制の導入と任期制の適用拡大を可能な組織から逐
次実施するとともに、テニュア・トラック制については、全学的な導入
に向け規程等の整備を行った。 

 

 
２ 

【２７５】 
他大学等からの転任者の割合の高

い本学の特色を活かしつつ、公募制
人事の推進及び任期制導入組織の拡
大及びテニュア制の導入等、教員の
流動性向上を図る。 
 

【２７５-２】 
②公募制人事の推進により、教員の教
育研究活動の活性化及び流動性の
向上を図る。 

 

 
Ⅲ 

   
  公募制による教員人事を引き続き推進し、人事企画委員会の下に置か
れる任用部会での審査時等において、公募制による教員人事の確認をし
ている。 

 

 
１ 

○外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策 

【２７６】 
外国人教員や女性教員が働きやす

い勤務環境を整備するとともに、国
籍・性別を問わない人事を推進し、
平成１６年１月現在、外国人教員率 
(２．２％)、女性教員率(１０．４％)
の拡大を図る。 

 

【２７６】 
筑波キャンパスに事業所内保育所

を設置。 

 
Ⅲ 
 

 
  仕事と子育ての両立を支援するため、看護師の常駐など本学の特色を
活かした｢筑波大学ゆりのき保育所｣を１８年１２月に設置した。 
 

 
１ 

○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策 

【２７７】 
採用：平成１７年度以降の事務職員

等の採用については、競争試

【２７７】 
採用：事務職員等は、国立大学法人等

採用試験を活用した競争試験

 
Ⅲ 
 

 
採用：国立大学法人等採用試験合格者から３名を採用した。 

 

 
１ 
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験やその他能力の実証による
選考により採用者を決定。 

 

及び能力実証による選考で採
用者を決定。  

【２７８】 
養成：階層別研修及び業務分野に応

じた専門研修等を実施し、人
材を育成。 

 

【２７８】 
養成：階層別職員研修を実施するとと

もに、新たに専門研修として、
係長・主任級を対象とした目的
別研修(スキルアップ研修)及
び英語研修を実施。  

 

 
Ⅲ 
 

 
養成：階層別研修及び部門別研修を引き続き実施した。 
  〔１８年度実績〕 

中堅職員研修      参加者 ２２名 
主任級研修       参加者 ３１名 
係長級研修       参加者 ２１名 
課長補佐級研修     参加者 １７名 
職員スキルアップ研修  参加者 １８名 
英会話Ⅰ及びⅡ     参加者  ９名 
情報化研修９コース      参加者１７８名 

また、国際関係業務研修として、１名を海外研修に派遣した。 
 

 
１ 

【２７９】 
人事交流：他機関との人事交流を維

持。 
 

【２７９】 
人事交流：近隣の大学間等と計画的に

人事交流を実施。 
 

 
Ⅲ 
 

 
人事交流：年度計画【１８５-１】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

○中長期的な観点に立った適切な人員(人件費)管理に関する具体的方策 

【２８０】 
教職員の重点配置及び効率的配置

のため、本部において一定の教職員
定員流動化率を設定して、教職員定
員管理を実施。 

 

【２８０】 
標準教職員数及び定員流動化率を

設定し、定員管理を実施。 

 
Ⅲ 
 

 
教員については特定教員数に対する毎年５％、職員については特定職員

数に対する毎年６.５％の流動化率を設定し、各組織から流動化定員を拠
出するとともに、当該定員を人件費抑制と教職員の戦略的配置に活用し
た。 

 

 
１ 

 ウェイト小計 13 

 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
④ 総人件費改革に関する目標 

 
中
期
目
標 

｢行政改革の重要方針｣(平成１７年１２月２４日閣議決定)において示された
総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○総人件費改革に関する具体的方策 

【２８１】 
総人件費改革の実行計画を踏ま

え、平成２１年度までに概ね４％の

【２８１】 
 総人件費改革の実行計画を踏まえ、平
成２１年度までに概ね４％の人件費

 
Ⅳ 

 
①教職員定員の流動化、職員の採用抑制に加え、大学教員については空席
への後任補充を６カ月間凍結する｢人件費抑制のための緊急方策｣を策

 
３ 
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人件費の削減を図る。 
 

の削減を図るため、具体的計画を策定
し、実行に着手するとともに、平成１
８年度において０．６％程度の人件費
の削減を図る。 

 

定・実施した。 
②２２年度までの人件費削減目標を確実に達成するため、大学教員、附属
学校教員、事務・技術職員、附属病院職員それぞれの削減方策を明確化
した｢総人件費の削減・抑制方策｣を策定した。 

③上記に対する取組の結果、１８年度年度計画を上回る、約２.７％の削
減(対１７年度人件費予算相当額)を達成した。 

 

 ウェイト小計 ３ 

 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
⑤ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 
中
期
目
標 

事務等組織を再編制し、その機能の再構築を図り、業務の一層の合理化、効
率化に努めるとともに、企画立案機能の強化・充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○事務等組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策 

【２８２】 
①事務等組織を、本部管理部門、業
務部門、教育研究支援部門に再編
し、各担当副学長又は部局の長の
下に設置。 

 

【２８２】 
①課題に応じ事務等組織の見直しを
実施。 

 
Ⅲ 
 

 
コンプライアンスへの取組を含む法務機能の強化のため法務室を設置

するとともに、財務会計機能の強化を目的として決算課を設置した。 

 
１ 

【２８３】 
②事務等組織は、企画立案等に積極
的に参画し、学長、副学長、部局
の長を補佐する体制へと強化。ま
た、戦略的な課題に迅速に対応す
るためチーム制の導入を図る。 

 

【２８３】 
 ②業務を効率的に遂行していくため、

各組織内における協力体制のみな
らず、新たな戦略的課題に迅速に対
応するための組織横断的なチーム
制の導入を推進。 

 
Ⅲ 

 
  新財務会計システムや新人事給与システムの構築、大学ホームページ
の全面刷新、附属病院再開発の推進等の課題に対応するため、組織横断
的なチームを設置した。 

 
１ 

【２８４】 
③意思決定の迅速化・諸手続きの簡
素化・情報化の推進等により、会
議体組織数や資料作成業務の削減
など、既存業務の効率化を図るこ
とにより生じた資源を用いて、大
学としての戦略的企画業務、教育
研究の質の向上及び学生支援業務
への取り組みを強化。 

 

【２８４，２８５】 
 ③業務改善推進本部において策定し

た業務改善実施計画に基づき、業務
改善を本格的に推進するとともに、
実施状況のフォローアップ、未実施
施策の進め方の検討及び新たな施
策の検討。 

 

 
Ⅲ 
 

 
  １７年度に提案された５３８件の改善策のうち、１８年度以降に残さ
れた施策についてフォローアップを行い、約６割に目処をつけた。 
また、業務改善提案制度を創設し、教職員から多数の業務改善の提案や

実績報告を募集し、優れた提案と実績を表彰した。 

 
１ 
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【２８５】 
④各事務等組織が全体として円滑か
つ効率的に機能するよう調整官を
置き、事務等組織の業務について、
毎年度の自己点検・評価結果等に
応じて業務内容又は組織の見直し
を実施。 

 

○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策 

【２８６】 
事務職員等の採用試験、研修の企

画・実施等、共同業務処理の促進。 
 

【２８６】 
採用試験事務の一環として国立大

学等が共同で行う国立大学法人等採
用試験を活用。また、研修の企画・実
施等、共同業務処理を促進。 
 

 
Ⅲ 
 

 
  国立大学協会関東・甲信越地区及び東京地区支部研修の関東・甲信越
地区代表校として、東京地区代表校の東京大学と協力し、各種支部研修
の企画・立案等を行った。 
※事務職員等の採用については年度計画【２７７】の『計画の実施状況』
参照 

 

 
１ 

○業務のアウトソーシング等に関する具体的方策 

【２８７】 
①業務の性質、経費、人事管理等の
面から多角的に分析・評価し、効
率的で高いサービスが見込まれる
部門についてアウトソーシング導
入を図る。 

 

【２８７】 
①業務の性質、経費、人事管理等の面
から多角的に分析した上で、業務の
アウトソーシングを推進。 

 
Ⅲ 
 

 
給与支給事務におけるデータ入力業務、大学ホームページ全面刷新に際

してのデザイン業務など、アウトソーシングによるメリットが発揮される
業務について逐次実施した。 

 
１ 

【２８８-１】 
 ②平成１７年度に導入した運行業務

の外部委託による新たな学内交通
システムを充実。 

 

 
Ⅲ 
 

 
  学内交通システムについて、利用者が集中する時間帯の増便やバス停
の整備、利用証の販売形態の見直しを行い、アウトソーシングした業務
の質を充実させた。 

 

 
１ 

【２８８】 
②コア業務、非定型的業務、法令や
社会通念上外部委託に馴染まない
業務を除き、アウトソーシングの
推進を図る。 

 【２８８-２】 
 ③館山、石打、山中の各研修所につい

て、季節的な営業或いは業者委託等
営業方法の見直しを実施。 

 

 
Ⅲ 

 
  研修所管理業務について、石打研修所については全面外部委託、館山
研修所及び山中共同研修所については食事提供業務の外部委託を行うこ
ととし、いずれも１９年度からの実施につなげた。 

 

 
１ 

ウェイト小計 ７  
 ウェイト総計 76 

 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  本学においては、全ての項目において中期計画・年度計画を確実に達成すべく取組を行っているが、 
 その中でも特に、経営や教育・研究等において重要性の高い課題に高いウエイトを置いて取り組んだ。 
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（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 
 
１．特記事項 
 
（1）本学は法人化と同時に、それまでの事務局制の利点と課題を踏まえた上で、理

事・副学長と部局長が担当事務組織を所管する新たな運営体制に移行した。移
行当初は、理事・副学長や部局長と事務組織の関係、部門間のヨコ連携等にお
いて円滑さを欠く面もあったが、法人化三年目で、当初狙いとした運営体制を
定着させることができた。 

 
（2）上記運営の担い手として、職員に従来以上の役割を期待し、 

・上位役職への内部登用と交流人事による職員組織の活性化 
・ビジョン・戦略立案、教育企画、学生・キャリア支援、国際戦略、広報戦
略、評価システム設計等の業務において若手職員を積極的に活用 

・例えば、ホームページの全面リニューアルは、若手の教員(講師)、事務・
技術職員からなるチームに全面的に委ね、短期間に実現 

等を行いながら、課題解決型の職員組織への転換を図った。 
 
（3）学内資源配分については、法人化二年間の資源配分実績や決算データ等を最大

限活用し、学長のリーダーシップで配分する｢重点及び戦略的経費｣を対前年
29％(約 6.7 億円)増額し、増額分を教育研究の質の向上のための施策に充当し
た。 

 
（4）本年度から開始した人事企画委員会と博士課程研究科長会議を、教育研究評議

会を補完する執行部と部局長の対話の場とし、両者の密接な連携により、教員
定員の流動化、総人件費改革、新たな教員人事制度設計等の全学的施策におい
て、大きな成果をあげることができた。 

 
（5）良好な労使関係の構築が法人化後の運営の基盤であるとの考え方に基づき、労

働条件に係る施策については過半数代表者や労働組合に前広に説明し、理解協
力を得た上で、円滑な実現を図った。これらの取組を通じ、労使の信頼関係の
構築に努めた。 

 
（6）監事監査と内部監査については、法人評価における指摘を踏まえ、監事の補佐

機能と内部監査機能を担う監査室の独立性を確保し、ともに大幅な改善・充実
を図った。監事監査・内部監査とも、年度当初に監査計画を明確化し、計画ど
おり監査を実施するとともに、経営の改善に十分に資する監査報告書を取りま
とめ、学長に報告するとともに、その内容を全ての法定会議で説明した。 

 
２．共通事項に係る取組状況 
 
○ 戦略的な法人経営体制の確立とその効果的運用 
 
（1）重点戦略の立案と推進を担う目的で法人化と同時に設置した各室の機能強化や

再編・新設を行い、学長室及び教育企画、入学、学生生活、キャリア支援、研
究戦略、国際連携、評価企画、広報戦略、情報化戦略、施設計画、環境安全の
12室体制を整備した。 

 
（2）上記各室に教員のみならず職員も加え、関係事務部との連携を含め教職一体型

の運営体制を構築した。 
 
（3）法人化と同時に開始した学長による年度運営方針の明示を定着させ、本年度も

４月に法定会議や学内誌等様々な機会を捉えて学内に周知徹底した。 
 
（4）上記方針に基づき、理事・副学長は担当分野の重点施策、部局長等は当該組織

の重点施策を年度当初に明確化し、全学の年度重点施策とした。 
 
（5）本部と部局間の緊密な連携を促進するため、新たに博士課程研究科長会議を設

置し、学長・副学長と部局長のフランクな意見・情報交換の場とした。これに
より、本部と部局の一体感が格段に高まった。 

 
○ 法人としての総合的な観点から行われる戦略的・効果的な資源配分 
 
（1）財務内容の改善によって捻出した財源の活用により、｢重点及び戦略的経費｣

を対前年度約6.7億円増額し、優れた教育研究プロジェクト等に配分した。 
 
                               （単位：百万円） 

区   分 １７年度 １８年度 差額 伸び率(%) 

大学改革・改善推進経費 ７０１ ８５８ １５７ ２２．４ 

教 育 支 援 重 点 経 費 ２５４ ２９０ ３６ １４．２ 

研究環境等改善重点経費 ４６０ ７５２ ２９２ ６３．５ 

そ の 他 ９２５ １，１１３ １８８ ２０．３ 

合 計 ２，３４０ ３，０１３ ６７３ ２８．８  
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（2）教員定員の流動化(特定教員に対し年 5％)の実施により、前年度分を含め 28

ポストを確保し、一部を効率化に充てたうえで強化すべき領域に重点配置した。
 
（3）人事企画委員会を設置し、新たな教員人事制度の設計を推進するとともに、適

正な教員人事と人件費管理が行われる基盤を整えた。 
 
（4）同委員会において、学校教育法改正に伴う教員組織の見直しを行い、准教授・

助教を創設するとともに、テニュア・トラック制の全学導入に向けた指針を明
確化した。 

 
（5）総合研究棟3棟の 20％、共同研究棟3棟の全スペースを中心に、約32,800 ㎡

の全学共用スペースを確保し、活発な活動を行う教員や組織に優先配分した。 
 
○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価と評価結果に基づく見直し
 
（1）｢重点及び戦略的経費｣として配分している資金については、固定化を招かない

ように、費用区分を見直すとともに、プロジェクト経費については、継続案件
の中間評価を厳格に行い、費用配分にメリハリをつけた。 

 
（2）そのうち、学内プロジェクトについては、研究担当副学長の下で毎年度厳格な

評価を行い継続の可否を審査するとともに、ＴＡＲＡプロジェクトは、外部委
員を含めた中間評価・事後評価を実施した。 
また、厳格な評価に基づき5年の時限を付した｢特別プロジェクト｣を設置して
いる。 

 
（3）全学共用スペースについては、施設利用専門委員会で全スペースの利用状況評

価を行い、評価結果によって配分の見直しを行った。 
 
○ 業務運営の効率化 
 
（1）17 年度に設置した学長をヘッドとする業務改善推進本部の取組を強化し、538

件のうち17年度の111件に加え新たに123件を実施した。 
 
（2）本部から部局への権限委譲を進めるとともに、上位者から下位者への権限委譲、

各組織における課長補佐の役割の見直し等による縦階層の実質的圧縮を進め、
意思決定過程の短縮・効率化を推進した。 

 
（3）法定会議と他の全学会議間の審議の重複の解消を進め、それぞれの会議目的に

則した審議の実質化・重点化を推進した。 
 
（4）現場の教職員の提案等を踏まえ財務会計システムを大幅に改善した。これに併

せて、予算編成作業の短期化・早期化を進め、予算配分時期を前年より 2 カ月
前倒しした。 

 

○ 外部有識者の積極的な活用方策 
 
（1）教養教育について高い見識と実践経験を有する学外者を特任教授に任用し、教

育改革の企画立案に参画させた。 
 
（2）監査室長に登用した民間企業出身者の知識・経験を最大限活用し、監査業務の

みならず、業務改善などの重点施策の実施に参加させた。 
 
（3）産学連携に係る利益相反の発生を未然に防止するため、民間企業や他研究機関

の有識者で構成するアドバイザリーボードを設置した。 
 
（4）ＴＡＲＡセンターでは、運営協議会委員の6割を学外有識者により運営すると

ともに、プロジェクトの採択・中間評価、教員の再任審査について学外者を含
めて行っている。 

 
（5）専門家の活用として、弁護士と顧問契約を結ぶとともに、附属病院再開発事業

の事業提案審査委員会に学外有識者を活用した。 
 
○ 監査機能の充実 
 
（1）監事監査を以下のとおり実施し、監査業務の質をさらに充実・高度化するとと

もに、監査結果の法人経営への確実な反映を図った。 
①監事が年度当初に監査計画を策定し、当年度において重点的に監査すべき事
項・観点を明確化した。 

②上記計画に基づき、両監事が全部局を実地監査し、部局長以下教職員との対
話や現場視察を行うとともに、各担当理事に対しても面談等による業務監査
を実施した。 

③これらの監査と並行して、役員会等への出席を通じ、経営に対する意見・助
言を適宜行うとともに、三ヶ月に一回、学長・全理事と意見交換を行った。 

④以上の結果を当年度の業務監査報告書にまとめ、法定会議に報告するととも
に、法人経営の改善につなげた。 

 
（2）内部監査については、監査計画を策定し、当年度は科研費の監査、会計業務等

の監査に重点を置くとともに、テーマ監査として｢産学連携の現状と課題｣をと
りあげ、関係者との対話や業務実態の調査等により内部監査報告書を作成し、
学長に報告した。 

 
○ 従前の業務実績の評価結果の運営への活用状況 
 
（1）経営協議会の運営に関する評価を踏まえ、経営上真に重要な施策の重点審議、

資料事前送付による十分な討議時間の確保、学内視察等により、実質化・活性
化を図った。 

 
（2）監査のあり方に関する評価結果を踏まえ、上記のとおり監査の充実を図るとと

もに、監査室を学長直属とし、全組織からの独立性を確保した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善 
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

 
中
期
目
標 

研究活動の活性化を図るため、外部資金獲得の基本戦略を確立し、大型プロ
ジェクト経費をはじめとした外部資金の獲得をより一層推進。また、多様な収
入源の確保に努め、自己収入の増加を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○科学研究費補助金、受託研究、奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策 

【２８９】 
①担当副学長を置き、研究活動に関
する外部資金獲得全体について統
括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、研究戦略室の機能を活用しつつ、競争的研究資金を中
心とする外部資金獲得に関する事項を統括している。(具体的施策は各項
目に記載) 

 

【２９０-１】 
①研究戦略室及び新たな戦略的研究
支援システム検討委員会において、
外部資金獲得強化に向けた施策を
検討。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【１７８－２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【２９０】 
②平成１７年度を目処に外部資金獲
得の基本戦略を策定し、以後、毎
年度その見直しを図る。 

 

【２９０-２】 
②競争的資金等、外部資金獲得の奨励
活動を推進するとともに、より効果
的・効率的な事務サポート体制を確
立。 

 

 
Ⅲ 

 
科学研究費補助金の申請・採択率の一層の向上を図るため、全学シン

ポジウム並びにシニア研究者及び審査員経験者等による博士課程全研究
科ごとの説明会を、１８年度も継続して開催した。これにより、科学研
究費補助金全体の採択率が向上(45.1％、前年度比約3ポイント増)した。

 

 
１ 

【２９１】 
③外部資金情報の収集・提供を促進
するための研究助成情報システム
の拡充・整備。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
研究助成情報システムでは、競争的研究資金等獲得のため、引き続き

最新の助成情報の収集及び学内関係者への配信を行った。 

 

【２９２】 
④学内シーズの発掘、データベース
の構築、企業ニーズとのマッチン
グを推進する支援体制を確立。 

 

【２９２】 
③知的財産統括本部において、学内シ
ーズの発掘、企業ニーズとのマッチ
ングを推進することにより、共同研
究及び受託研究の件数の増加を図
る。 

 

 
Ⅳ 
 

 
  産学官共同研究支援を推進する一環として、企業等との共同研究、受
託研究の増大を図るため、技術移転マネージャー２名、ビジネス・イン
キュベーション・マネージャー１名、産学官連携コーディネータ１名、
シニア・コーディネータ(本学名誉教授等)８名を雇用・委嘱して、リエ
ゾン活動を推進する体制の整備を図った。 
また、研究交流会、研究成果出展、科学技術相談会等を２４回行った

結果、受託研究(２２９件、前年度比６件増)及び共同研究(２９０件、前
年度比３６件増)の増加をみた。 
 なお、中期計画期間における共同研究の累計は７３３件となり、中期
計画の目標数(４５０件)を達成した。 

 
２ 
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【２９３】 
⑤外部資金を獲得した教員へのイン
センティブの付与。 

 

【２９３】 
 ④外部資金を獲得した教員へのイン

センティブの付与について検討。 
 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【１７８-２】の『計画の実施状況』参照 

 

 
１ 

【２９４】 
⑥科学研究費補助金など、競争的外
部資金獲得のための申請率の全学
的引き上げを図る。 

 

【２９４】 
⑤科学研究費補助金については、特に
大型プロジェクトの獲得を積極的
に推進。 

 

 
Ⅲ 
 

 
  ステップ・アップ支援制度の実施等、大型種目への申請を促進する施
策への取組により、基盤研究(A)等への申請件数が大幅に増加(基盤研究
(A)新規６９件、前年度比２０件増)した。 

 

 
１ 

○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策  

【２９５】 
①学生の進路状況を踏まえた大学院
等の整備を図り、学生納付金を確
保。 

 

【２９５】 
①学群及び大学院において魅力ある
教育を推進するとともに、大学院に
ついては、研究科・専攻別に志願者
及び定員充足状況を的確に把握し、
入学者を常に安定確保することに
より、安定した収入を維持。 

 

 
Ⅲ 
 

 
システム情報工学研究科のリスク工学専攻と構造エネルギー工学専攻

において、志願状況等を勘案し、社会的要請に応えるため、入学定員の見
直しを実施した。 
また、前年度の入学者選抜実施結果を踏まえ、学生定員充足を促進する

ため、教育担当副学長を主査とする｢大学院定員充足ワーキンググループ｣
を設置し、具体的施策の検討に着手した。 

 
１ 

【２９６】 
②附属病院については、必要な医療
分野の整備・高度化、サービスの
改善、施設整備、手術及び入院体
制の整備・改善により診療報酬の
増収を図る。 

 

【２９６】 
②附属病院は、病床稼働率を維持しつ
つ、平均在院日数の短縮化に取り組
み、病床回転数の向上等に伴う診療
単価の上昇による病院収入の確保
を図る。 

 

 
Ⅳ 
 

 
附属病院においては、診療報酬の改定(▲３.１６％)にもかかわらず、

病床稼働率の９０％台の維持、手術件数の増、平均在院日数の短縮等によ
り、対前年度比約５５５百万円の収益増を達成した。 

 

 
２ 

【２９７】 
③多様な競争的資金の獲得について
組織的な取り組みを強化。 

【２９７】 
③競争的資金等、外部資金獲得の奨励
活動を推進するとともに、より効果
的・効率的な事務サポート体制を確
立。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【２９０-２】の『計画の実施状況』参照 

 
 

 
１ 

【２９８】 
④教育研究成果の社会還元等、国立
大学法人の業務の範囲内で多様な
活動を展開し、増収を図る。 

 

【２９８】 
 ④教育研究成果の社会還元等、国立大

学法人の業務の範囲内で多様な活
動を展開し、増収を図る。 

 
Ⅲ 

 
知的財産の活用により、特許等実施契約２件(７０万円)、譲渡契約５件

(３１０万円)、秘密情報開示契約１件(５０万円)、成果有体物の提供契約
(国内企業と２件〔１０万円〕及び外国企業と３件〔無償〕)を行い、増収
を図った。 
また、自動販売機設置に伴い生じる利益の一部還元について委託業者と

合意し、１９年度以降、学生生活支援を目的に還元されることが決定した。
 

 
１ 

 ウェイト小計 11 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善 
② 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標 

教職員の意識改革を図るとともに、事務、事業、組織等の見直し、アウトソ
ーシングの推進、競争入札や入札業者の多様化による調達コストの削減により、
経費の合理化・効率化を図る。 
また、管理業務の簡素化を図るとともに、管理運営費及び業務に要する経費

の節減を図る。 
 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○管理的経費の抑制に関する具体的方策 

【２９９】 
①担当副学長を置き、財務関係全体
を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、経費の抑制や資産の運用管理等の財務に関する事項を
統括している。(具体的施策は各項目に記載) 

 
 

【３００】 
②大学運営の業務について、各部局
毎にコスト分析を実施。 

・人件費については、業務の見直し・
電算化、アウトソーシングにより
効率化を推進。 

・光熱水料については、施設の一斉
休業等による節減対策を図る。 

・物品調達については、全学一元的
大量購入の実施等により経費の効
率化を推進。 

・支払い事務の一元化及びファーム
バンキングシステムの導入により
銀行振込手数料の軽減化並びに資
金管理の効率化を図る。 

 
【３０１】 
③上記方策を実施することにより、
管理的経費(新規事業分を除く。) 
の毎事業年度１％の効率化を進め
る。 

 

【３００,３０１】 
  管理経費の抑制については、複数年
契約の拡充等これまでの合理化方策
の一層の推進を図るとともに、業務の
改善等による新たな経費抑制策の検
討に着手する。 

 

 
Ⅲ 
 

 
省エネルギーの推進による設備の改修や契約方法の改善に伴う節減化

方策を実施するとともに、新たな発注方式の実施、定期刊行物の購入部
数等の精査を行い、更なる経費の抑制を図った。具体的には以下のとお
りである。 

①冷暖房用ボイラの更新にあたり、重油タイプからガスタイプにする
ことにより省エネを推進(18年度節減額5,260万円) 

②東京地区等の電気需給契約について、２年間の複数年契約の締結(18
年度節減額400万円) 

③複写機の賃貸借契約において競争可能な物件について、昨年度に引き
続き、一般競争契約を実施(18年度節減額320万円) 

④継続的な物品供給及び役務の提供に係る契約について、昨年度に引き
続き複数年契約を実施(18年度節減額610万円) 

⑤定期刊行物の購入部数の見直し、諸規則等追録の見直しを実施(18年
度節減額720万円) 

⑥共通仕様による全学一括購入の拡大を図るため、新たに宅配便の契約
実績を調査し、単価契約の実施に向けて検討を開始 

⑦インターネットを利用した発注方式による事務用品等の購入拡大を
図るとともに、コーポレートカードを活用した購入方式を採用し事務
処理体制を整備 

 

 
１ 
 
 

 ウェイト小計 1 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善 
③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 
中
期
目
標 

施設を有効に活用できるよう効率的かつ体系的な管理体制の整備充実を図
る。また、資産の効率的・効果的運用を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策 

【３０２】 
①学長を総括管理者として効率的な
管理を徹底するため、管理区分及
び責任を明確にした管理体制を整
備。 

 

【３０２】 
①資産の管理・有効利用については、
その効率的・効果的運用を図るため
の方策を引き続き検討及び実施。 

 
Ⅲ 
 

 
資産の効率的・効果的運用を図るため以下の施策を実施した。 
①資産の適正な管理体制について、より一層明確にするための措置を検
討 

②筑波技術大学及び高エネルギー加速器研究機構と職員宿舎の相互利
用を実施 

③資産の有効活用を図るため、職員宿舎を近隣機関(物質・材料研究機
構)に貸付を実施。また、新たに茨城大学への貸付を検討 

 

 
１ 

【３０３】 
②保有資産のデータベース化と管理
運用体制の改善。 

 

【３０３】 
②保有資産の管理運用上のデータベ
ース化の確立。 

 
Ⅲ 
 

 
減損会計を実施するにあたり、建物等の利用状況調査時に登録情報の

再確認を行い、保有資産の管理運用上のデータベース化を完了した。 
 

 
１ 

【３０４】 
③余剰資金の効率的運用。 
 

【３０４】 
③運用規則に基づき余剰資金の効率
的運用を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
余裕金の運用に関する細則及び取扱要項を定め、安全かつ効率的な余

裕金運用の実施体制を確立するとともに、余裕金の短期運用を継続的に
実施し運用益１，１００万円を確保した。 
 

 
１ 

ウェイト小計 ３ 
 

ウェイト総計 15 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  大学の財務に重要な影響を及ぼす、外部資金の増加、附属病院の収入増加に高いウエイトを置いて取り組んだ。 
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１．特記事項 
 
（1）総人件費改革への取組にあたり、開学時の大量採用層が定年を迎えるまでの間、

職員の大幅な人員減が見込めないという本学固有の状況を踏まえ、職員の採用抑
制、教員の後任補充期間の6カ月間凍結等の緊急対策により、足元の人件費削減を
実現した。  

   また、22年度までの人件費の長期シミュレーションを行い、大学教員、附属学校
教員、事務・技術職員、附属病院職員それぞれの削減方策を明確化した｢総人件費
の削減・抑制方策｣を策定した。 

 
（2）学生納付金を中心とする収入の安定確保と競争的資金、受託研究・受託事業等の

外部資金の獲得増を全学あげて取り組んだ。 
   

①学生納付金については、博士課程後期の定員充足問題を最優先課題とし、教育担
当副学長の下にＷＧを編成し、後期課程学生の質的・量的確保に向けた総合的な
対策を検討した。 

 
  ②競争的資金については、教育研究経費の配分を科研費獲得額に連動させ、科研費

獲得に向けたインセンティブにするとともに、公募型教育支援プログラム等の採
択に向けた組織的な取組を強化した。 

  
  ③受託研究・受託事業等の獲得増の成果については右記(2)参照。 
 
（3）附属病院における取組と成果については右記(3)参照。 
 
（4）決算情報における主要経営指標の改善動向は下表のとおり。(詳細は右記参照) 
 
                                  （単位：千円） 

  １７年度 １８年度 差 

人 件 費 41,288,881 40,770,109 
○ 518,772 ( 1.3%) 

人件費比率(対業務費) 60.5% 60.4% 
○ 0.1p   

 人件費比率(対経常収益) 57.0% 55.2% 
○ 1.8p   

一般管理費 2,763,639 2,879,694 
× 116,055 ( 4.2%) 

  一般管理費比率(対業務費) 4.0% 4.3% 
× 0.3p   

外 部 資 金 3,006,105 3,923,202 
○ 917,098 (30.5%) 

  外部資金比率(経常収益) 4.1% 5.3% 
○ 1.2p   

雑 益 1,123,023 1,193,215 
○ 70,192 ( 6.3%) 

附属病院収益 15,610,839 16,166,024 
○ 555,185 ( 3.6%) 

  診療経費率 65.3% 58.9% 
○ 6.4p   

差欄中の○は改善、×は悪化を示す 

 

 
２．共通事項に係る取組状況 
 
○ 財務内容の改善・充実 
 
（1）経費節減については、人件費削減の取組強化を中心に、業務費において対前年733

百万円(1.1%)の削減を行った。 
 

①人件費については、対前年度519百万円(1.3%)削減し、人件費比率を対業務費0.1
ポイント、対経常収益1.8ポイント改善することができた。  
また、承継職員ベースでは年度計画 0.6%を大幅に上回り、5 ヶ年で 5％の削減目
標に対し、初年度において5割を超える進捗(2.7%削減)を実現した。 

 
②一般管理費は、116 百万円(4.2%)増加したが、アスベスト対策に係る改修及び保
育所新設、学群改組に伴う広告活動強化等の結果であり、日常的な経費節減は進
捗している。 

 
（2）外部資金については、全学的に受託研究・受託事業等の獲得強化を推進し、全体

で917百万円(30.5%)増加させた。これによる外部資金比率は対経常収益5.3%とな
り、対前年度1.2ポイント改善した。    

   また、P/L 上の雑益についても、科研費の間接経費等の増により、対前年比 70
百万円(6.3%)増加させた。 

 
（3）附属病院については、診療報酬(▲3.16%)の改定にも関わらず、病床稼働率 90%台

の維持、手術件数の増、平均在院日数の短縮等により、対前年度555百万円の収益
増を達成した。    

   また、診療経費については、会計基準の実務指針改訂に伴う計上移動による減を
除いても271百万円の削減を行い、診療経費率を58.9%とし、対前年度6.4ポイン
ト改善した。 

 
（4）上記(1)～(3)をはじめとする財務内容の改善活動において、過去 2 年の決算デー

タ等を活用し、人件費管理や病院収入の目標設定等の日常的な活動に結びつけた。 
   また、資産管理データを活用し、大型設備の稼働年数等の洗い出しを行い、老朽

対策費として１億円の設備予算を１９年度の｢重点及び戦略的経費｣に計上した。 
 
（5）入札・契約については、500万円以上の随意契約をさらに限定・厳格化し、一般競

争入札を拡充(14 件)するとともに、500 万円未満の少額随意契約に関しても、160
万円以上の契約については大学のホームページに掲載し見積競争の公告を行った。 

   また、500万円以上の随意契約の結果をホームページに掲載するとともに、本学独
自に一般競争契約の結果も掲載し、さらなる情報公開を図った。 

 
○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通じ
た人件費削減の取組 

 
人件費削減に関する評価結果を踏まえ、左記 1.(1)を中心とした取組により、大幅

な削減を達成した。 
 

 

（２）財務内容の改善に関する特記事項等 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び情報提供 
① 評価の充実に関する目標 

 
中
期
目
標 

透明性と公平性を備え、社会に対して説得力ある評価システムと、その評価
結果を活用するシステムを構築し、教育研究の質的向上を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○自己点検・評価の改善に関する具体的方策 

【３０５】 
①担当副学長を置き、自己点検・評
価全体について統括。 

 

【３０５】 
①担当副学長の下に評価に関する業
務を企画立案する評価企画室を設
置し、自己点検・評価の充実を図る。
 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【３０６】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【３０６】 
②教育研究の活性化、競争的環境の
醸成を目指す新たな評価システム
を導入。 

 

【３０６】 
 ②教育研究の活性化を目指し、自己点

検・評価項目の見直しとそれに基づ
く組織評価及び個人評価システム
を構築。 

 

 
Ⅲ 

 
１８年４月に評価企画室を設置し、１９年度に全学一斉に試行を実施

することを決定した。また、組織評価及び大学教員業績評価の基礎とな
るデータベースを整備し、データ登録及びその公開を促進した。 

 
１ 

【３０７】 
③個人及び組織の評価に係るデータ
ベースの維持管理を行う組織を設
置。学内外の教育研究情報、環境
情報を収集・分析・改善する組織
を設置。 

 

【３０７】 
③評価企画室の設置に伴い、同室にお
いて、個人及び組織の評価に係るデ
ータベースの維持管理を行うとと
もに、学内外の教育研究情報や環境
情報を収集し、分析・改善に活用。

 

 
Ⅲ 

 
  評価企画室において、研究者情報システムの入力・公開率向上策を企
画・推進するとともに、本学及び他大学の教育研究情報や評価関連情報
等を収集した。 

 
１ 

○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策 

【３０８】 
組織に関する評価結果を組織の見

直しに活用するシステムを構築し、
組織及び運営の改善に活用。 
 

【３０８】 
教育・研究組織の編成・見直し及び

学内資源配分に反映しうる組織評価
システムを構築。 
 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【３０６】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

 ウェイト小計 ４ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び情報提供 
② 情報公開等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標 

情報公開法に基づく情報開示の適切な運用に努める。 
また、広報刊行物・ホームページ等を活用した大学情報の積極的な発信に努

め、入学・学習機会、卒業後の進路、教育研究状況及び大学の運営実態等につ
いて、受信者の視点に立った広報活動の充実を図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○大学情報の積極的な公開・提供に関する具体的方策 

【３０９】 
①情報公開法に基づく適切な情報公
開を行うとともに、個人情報の保
護に努める。 

【３０９】 
情報公開法及び個人情報保護法に

基づく円滑かつ適切な情報開示を実
施。 

 
Ⅲ 
 

 
情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求に対し円滑かつ適切

な情報開示を行った。 
  〔１８年度実績〕 
    情報公開法に基づく開示請求     ３件 
    個人情報保護法に基づく開示請求  ３５件 

    (※いずれも全部開示又は一部開示により対応) 
 

 
１ 

【３１０】 
②組織の評価結果を公表。 
 

 
※１９年度以降に実施するため、１８
年度の年度計画なし 

 

  
※年度計画【３０６】の『計画の実施状況』参照 

 

 

○大学情報の積極的な広報に関する具体的方策 

【３１１】 
①情報発信拠点としての体制を整
備。 

 
【３１２】 
②既存広報誌の見直し及び学内外の
ニーズを捉えた新たな広報誌の創
刊を図る。 

 

【３１１，３１２】 
①広報戦略に基づく積極的な広報活
動の展開を図ることとし、特に以下
の施策について重点的に推進。 
・平成１８年度竣工予定の総合交流
会館内に新広報拠点を設置 

・マスコミを活用した大学の教育研
究情報の社会への一層の発信 

・フィルムライブラリー、広報情報
ライブラリーの充実 

・つくばサイエンスツアーの機会を
活用したＰＲの強化 

・学内外のニーズを捉えた新たな
｢学外向け広報誌｣の検討 

・外国語版ホームページのコンテン
ツの充実を図るとともに、研究科
等学内組織のホームページの充
実を促進 

 

 
Ⅲ 
 

 
広報戦略に則り、特に以下の施策について重点的に推進した。 
①総合交流会館の竣工を機に、同会館を含む大学会館エリアに学内の
各種展示物を集約するなど、同エリアを本学の情報発信・交流の拠
点とすべく整備事業を推進 

②定例・臨時記者会見及び記者説明会(計２２回)、雑誌社等の取材対
応(３００件)により積極的な情報発信を実施 

③開学当初から撮りためた貴重なフィルム２００本程度を厳選し、フ
ィルムライブラリーとして保存・公開に供するべく整備を実施 

④科学の振興と本学の広報活動を目的として｢朝永振一郎・湯川秀樹生
誕１００年記念特別展示｣を開催するとともに、本学をつくばサイエ
ンスツアーのコースに設定 

⑤大学ＨＰリニューアルにあわせて外国語版のコンテンツを充実させ
るとともに、学内各組織のＨＰについても積極的にリニューアルを
実施 

 
１ 
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【３１３】 
③教員情報システムの公開。迅速な
情報発信と内容更新。 

 

【３１３】 
②研究者の活動情報を収集・管理・公
開する研究者情報システムのさら
なる強化・充実を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【１８７-２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

ウェイト小計 ３ 
 

ウェイト総計 ７ 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 



筑波大学 

 41

 
 
 

 

１．特記事項 
 

（1）開学以来継続している年次報告書に法人化以降導入した年度重点施策方式を加
え、理事・副学長が推進責任を担う全学重点施策と組織別重点施策による目標
管理制度を定着・充実させた。 

 

（2）大学の活動のベースは教員の教育研究業績であり、それらは公開されるべきも
のであるとの認識を全学的に改めて徹底し、研究者情報システムの入力情報の
充実とデータ公開をさらに推進した。(18年度において約8割の教員の業績を公
開済み) 

    
また、上記データベースの整備に続き、教員評価システムの基本設計を完了し、
19年度に全学で試行実施することを教育研究評議会において決定した。 

   

（3）教員の個人業績に加え、本学の活動を広く公開・発信し、社会の理解を深める
ため、本年度は特に以下の施策に重点的に取り組んだ。 

 
①大学と受験生・社会をつなぐ最も重要な媒体であるホームページを学外専門
家も参画させて全面リニューアルし、コンテンツの充実とアクセサビリティ
を向上させた。(19年 3月末に全面切り替え完了) 

 
②前身校や附属学校を含む本学の歴史・業績と現在の活動成果を学内外に広く
公開することを目的に、30周年基金による総合交流会館建設と大学会館改修
を行い、筑波大学ギャラリーの新設等、情報発信の拠点とした。 

 
③講義内容とその関連情報をインターネット上の公開する｢筑波大学ＯＣＷ｣を
開設し、公開を開始した。 

 

（4）筑波大学の歴史及び現在の活動状況を広く学外に公開するため、18年 7月竣工
の総合交流会館を含む大学会館エリアを広報や社会との交流の拠点とするため
の整備をした。 

 

（5）広報の質の向上と適時公開の徹底、情報公開に関する全学的な意識向上等を進
めるため、広報課職員のプロフェッショナル化と全学の広報連絡体制の強化に
取り組んだ。後者については、19 年度導入の｢広報コミュニケーター｣制度につ
なげた。 

 

 
２．共通事項に係る取組状況 
 
○ 情報公開の促進についての取組 
 

広報担当の理事・副学長の下に、広報戦略室、広報課、全学広報委員会を一元
化し、これらの緊密な連携の下に情報公開と社会とのコミュニケーションを活発
化させた。 

 
（1）情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求に対し、円滑かつ適切な情報

開示を行った。 
 
（2）学長による定例記者会見(月 1回)や記者懇談会を実施するとともに、公開すべ

き事項について報道機関等に対する適時開示を実施した。(臨時記者会見及び記
者クラブへのリリースは計39回) 

 
（3）情報公開を質・量ともに充実させるとともに、学外からのアクセサビリティの

向上を図るべく、ホームページを全面リニューアルした。 
 
（4）教員の活動業績は公のものであるという認識を改めて確認し、研究者情報シス

テムに入力したデータの公開を徹底した。 
 
○ 自己点検・評価の実施と評価結果の活用 
 
（1）開学以来 30 年を超えて継続してきた年次報告書を中心とする本学独自の自己

点検・評価に、国立大学法人評価委員会による業務実績評価を加え、それらを
教育研究活動の質的向上と経営改善に積極的に活用した。 

 
（2）法人評価において指摘された事項については、以下のとおり具体的な改善につ

なげた。 
①経営協議会の運営については、経営上真に重要な施策の重点審議や学内視察
等により、実質化・活性化を図った。(具体的内容は32ページ参照) 

②監査機能については、監査室の独立性を確保するとともに、監事監査・内部
監査を大幅に充実・強化した。(具体的内容は32ページ参照) 

③人件費削減については、全学的な取組を強化し、当初計画を大幅に上回る削
減を達成した。(具体的内容は37ページ参照) 

 

 

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等 



筑波大学 

 42

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他の業務運営に関する重要事項 
① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 
中
期
目
標 

施設設備の定期的な点検評価を実施するとともに、教育・研究組織の転換及
び施設設備の老朽・狭隘等に計画的かつ効率的に対応し得る維持管理と整備を
図る。 

 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○教育研究等の質の向上について必要となる施設設備の整備に関する具体的措置 

【３１４】 
①担当副学長を置き、施設設備の維
持管理及び整備を統括。 

【３１４】 
①全学的視野に立った施設運営・維持
管理や弾力的・流動的スペースの確
保等の施設マネジメントを推進す
る。このため現有施設の利活用につ
いて基本方針を策定し、効率的な運
用を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
１６年度に設置した施設計画室を中心に、全学的視点に立った施設運

営・維持管理や弾力的・流動的スペースの確保等、施設マネジメントの
推進に取り組んだ。主たる取組みは以下のとおり。 
①全学の施設を対象に｢施設利用状況調査｣を実施(毎年度実施)し、こ
の調査結果をデータベース化して整備計画の立案や施設マネジメン
トに活用 

②弾力的・流動的に利用できる共用スペースを約 32,800 ㎡(教育研究
スペースの８%)確保し、公募により利用者を決定の上、プロジェク
ト研究等に有効活用 

③共用スペースの利用者から使用料を徴収し、教育研究施設の改善等
に活用 

④全学の施設管理やエネルギー使用の状況をまとめた｢筑波大学施設
管理｣を作成し学内に公表、施設利用や省エネルギーに関する理解を
促進。また、夏と冬に省エネキャンペーンを実施(冬のキャンペーン
からは、全学の学生代表者会議も省エネ点検等により協力・参加) 

 

 
１ 

【３１５】 
②先端的研究分野の施設設備の整備
を図る。 

【３１５】 
②先端的研究分野の施設整備を図る。
 

 
Ⅲ 
 

 
計算機開発プロジェクト及びナノ・材料、ライフサイエンス、環境等

の研究プロジェクトのための共同研究スペース整備を目的に、計算科学
研究センター新営及び改修工事を行った。この整備により、全国共同利
用施設として必要な学外の共同研究者・利用者の研究環境を確保した。 
また、バイオテクノロジー開発技術研究組合より｢組換えトマトを利用

したミラクリン製造の基礎技術開発｣について研究委託を受け、同研究費
により遺伝子実験センターに特定網室温室を設置した。 
 

 
１ 

【３１６】 
③老朽化施設の改善整備を図る。 

【３１６】 
③老朽化した施設の改善計画を推進。
 

 
Ⅳ 
 

 
キャンパスリニューアル計画を踏まえ、老朽化した施設の具体的な改

善計画を策定し、以下のとおり実施した。 
①診断が必要な建物の耐震診断の完了(326棟 43万㎡) 
②アスベスト対策工事の完工(年度計画【326】に詳述) 
③本学初の校舎の大型改修(体芸中央棟、第一学群講義棟) 

 ④中央機械室の高温水ボイラの更新 

 
２ 



筑波大学 

 43

 
【３１７】 
④大学院の拡充に伴う施設設備の整
備を図る。 

 

 
※年度計画【３１４】に対応 

  
※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

 

【３１８】 
⑤先端医療や地域医療に対応するた
め、附属病院の施設設備の整備を
図るとともに、国の財政措置の状
況を踏まえ、大学用地内での再開
発計画の推進を図る。 

 

【３１８】 
④附属病院の再開発整備計画を推進
し、早期の実現を図る。 

 
Ⅳ 
 

 
１７年度に実施した附属病院の再開発基本設計及びＰＦＩ導入可能性

調査の結果に基づき概算要求を行い、１９年度予算において再開発の着
手が認められた。 
国立大学病院初となるＰＦＩ事業の着実な実施に向けて、病院内に部

門別に２０のＷＧを設け、より精度の高い計画の検討を行い、１９年２
月にＰＦＩ法に基づく｢事業の実施方針｣を公表した。 

 

 
２ 

【３１９】 
⑥その他、教育研究及び学内外との
幅広い交流を目的とする施設設備
等の整備を図る。 

 

【３１９】 
⑤教育研究及び学内外との幅広い交
流を目的とした総合交流会館の整
備を図る。 

 

 
Ⅳ 
 

 
本学の開学３０周年記念事業として、募金により総合交流会館を整備

した。発注にあたっては、国立大学初のデザイン・ビルド方式(設計・施
工一括方式)を採用し、民間技術の活用とコスト縮減を図った。 
また、総合交流会館を含む大学会館エリア全体を交流・情報発信・広

報拠点とするために、大学会館の改修に着手し、朝永記念室、白川記念
室、体育スポーツ資料室及び石井コレクション常設展示室等の整備を開
始した。 

 

 
１ 

○必要となる施設設備の新たな整備手法に関する具体的措置 

【３２０】 
①生命科学動物資源センターの施設
整備等事業については、ＰＦＩ事
業として確実に推進する他、他の
施設においても民間資金導入によ
る整備、外部資金による整備等の
導入を図る。 

 
【３２１】 
 ②ＰＦＩを活用した附属病院再開発

事業の実施に向け必要な手続き等
を着実に行う。 

 
【３２２】 
③リース方式による整備を図る。 
 

【３２３】 
④地方自治体等との連携による施設
設備の整備を図る。 

 

【３２０，３２１，３２２，３２３】 
①産業界・地方自治体との連携、寄
付・自己収入・ＰＦＩ・リース方式
の活用など、自助努力に基づいた新
たな整備手法による整備を推進。 

 
Ⅲ 
 

 
自助努力に基づく新たな整備手法により、以下の施設整備を推進した。
①つくば市や筑波学園ガスと連携し、効率的なエネルギー供給の事業
化について調査研究 

②他大学のボイラのリユースや日本ガス協会の補助金交付等の自助努
力により、高温水ボイラを天然ガス焚きボイラに転換 

③２１世紀職業財団の建設助成金を活用し、ゆりのき保育所を整備 
④生命科学動物資源センターＰＦＩ事業を継続し、既存棟改修を完了
(18年 9月) 

⑤附属病院再開発にＰＦＩ事業を活用するため実施手続きを開始 
⑥学生宿舎改善にリース方式又は割賦方式等による整備・運営を検討
し、民間業者等のヒアリングを実施 

 

 
１ 

【３２４】 
⑤スペース利用の受益者負担等によ
り確保された資金に基づく整備を

【３２４】 
②共用スペース利用者からの使用料
により確保された資金による施設

 
Ⅲ 
 

 
総合研究棟及び共同研究棟の共用スペースの使用料１，７４７万円を

使用して、教育研究施設の改善工事を実施した。 

 
１ 
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図る。 
 

整備を実施。  

○施設設備の有効活用及び維持管理に関する具体的方策 

【３２５-１】 
 ①施設設備の共用化を推進。 
 

 
Ⅲ 

 
共用スペースとして約32,800㎡（教育研究施設の８％）を確保してい

るが、より一層のスペースの有効活用を図るため、部局ごとの実態調査
を公表し、施設利用の見直し・スペースの再配分の促進を図った。 

 

 
１ 

【３２５】 
①既存施設設備の利用状況調査によ
る現状把握を平成１６年度中に実
施。その結果に基づき施設設備の
共用化を推進。 

 【３２５-２】 
 ②教育研究環境を確保するため、現有

施設の利活用について基本方針を
策定し、効率的な運用を推進。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

 

 
１ 

【３２６】 
②良好なキャンパス環境の維持管理
を行うための経費を確保し、既存
施設設備の劣化度調査の実施、老
朽化施設設備の改修改善の計画策
定・実施等を図る。 

 

【３２６】 
③平成１７年度補正予算のアスベス
ト対策工事等の速やかな実施を図
る。 

 
Ⅲ 
 

 
１７年度の調査により施設等の吹き付けアスベスト等の使用が確認さ

れた９２棟、８万㎡の対策工事にあたっては各組織と綿密な打合せを行
い、教育研究や入学試験等への影響を極力低減する工程計画を立て、除
去工事を実施し遅滞なく完了した。 

 
２ 

【３２７】 
③可能な限り総合研究棟方式を採用
し、老朽化施設の改善整備、大学
院の整備に伴う施設設備の整備を
図る。 

 
【３２８】 
④総合研究棟等を中心に２０％以上
の学内共用スペースの導入を図
り、スペースの流動化と受益者負
担等により確保された資金を通じ
施設を効果的に活用。 

 

【３２７,３２８】 
④総合研究棟への移転後の跡スペー
スも共用スペースとして確保し、施
設・設備の有効活用を推進。 

 
Ⅲ 
 
 

 
※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 
 

○その他施設設備に関する特記事項 

【３２９】 
①段階的な取得を行っている大学用
地、宿泊施設用地について、長期
借入金を活用して一括して取得す
る。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
 

 
 

 
 

【３３０】 
②財団等からの用地借り入れに際し
ては、既存利用用地の見直しを実
施。 

 

 
※年度計画【３３３】に対応 

  
※年度計画【３３３】の『計画の実施状況』参照 
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【３３１-１】 
①教職員宿舎等の効率的運用を図る。

 
Ⅲ 
 

 
職員宿舎の有効活用を図るため、物質・材料研究機構への貸付を実施

するとともに、新たに茨城大学への貸付を検討している。 
 

 
１ 

【３３１】 
③学生宿舎及び教職員宿舎等の効率
的な運用を図る。特に、学生宿舎
については、その管理体制の見直
しを図る。 

 
【３３１-２】 
 ②学生宿舎のリニューアル計画を策

定・実施するとともに、学生宿舎の
管理体制の見直しを検討。 

 

 
Ⅲ 

 
以下により学生宿舎のリニューアル計画を策定・実施した。 
①学生宿舎改善計画ＷＧで、リース方式又は割賦方式等による整備・
運営について検討。このＷＧには全学の学生代表者会議の参加を得、
学生宿舎のあり方や受益者負担のあり方等について活発な議論を行
い、改善計画を策定 

②同計画に基づきモデルルームを整備し実地検証を行うとともに、事
業化に向けて周辺の民間アパートの実態調査及び民間事業者等のヒ
アリングを実施 

③学生宿舎の改善に学生の意向を反映させるため、大規模なアンケー
トを実施するとともに、学生に幅広く参加を呼びかけ、学生宿舎改
善と寄宿料の値上げ等に関するワークショップを開催 

 

 
１ 

【３３２】 
④東京キャンパスについて、施設設
備の整備を図るとともに、所有用
地の見直しを含めた高度な有効利
用を図る。 

 

【３３２】 
③筑波大学東京キャンパス将来計画
検討チームにおいて、全学的見地か
ら施設及び保有資産の有効活用方
策を総合的に検討。 

 

 
Ⅲ 
 

 
東京キャンパスにおける施設利用状況の詳細を把握するとともに、当

面の立地・活用方針及び中長期的な方向性について検討を行っている。 

 
１ 

【３３３】 
⑤特に必要がある場合は、学外の商
用施設等についても積極的に活用
を図る。 

 

【３３３】 
 ④秋葉原ダイビルの賃借スペースを、

本学の東京における拠点のひとつ
として有効活用するための方策を
引き続き検討。 

 

 
Ⅲ 
 

 
法科大学院(夜間)を置く秋葉原ダイビルの賃借スペースを本学の東京

における重要な拠点に位置づけ、授業がない昼間に、大学院説明会、フ
ォーラム、シンポジウム、公開講座を開催するなど、空スペースを有効
に活用した。 

 

 
１ 

 ウェイト小計 18 

 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他の業務運営に関する重要事項 
② 安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標 

全学及び学内各組織における安全管理体制及び危機管理体制を構築し、修
学・職場環境を整備するとともに、教職員及び学生の安全管理、事故防止等を
推進。 
また、学外への安全配慮、倫理的配慮を含めた関係法令や指針等の遵守を徹

底。 
 

中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由(計画の実施状況等) 

ウェ

イト

○安全管理・事故防止に関する具体的方策 
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【３３４】 
①担当副学長を置き、安全管理全体
を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

  
  担当副学長は、環境安全管理室の機能を活用し、教職員及び学生の安
全管理に関する事項を統括している。(具体的施策は各項目に記載) 

                       【資料８参照】

 

【３３５】 
②安全・環境管理等に関する業務を
一元的に管理する新たな体制を整
備。 

 

【３３５】 
①安全・環境管理における放射性物質
管理の重要性に鑑み、担当副学長が
環境安全管理室とアイソトープ総
合センターを一元的に統括する管
理体制を整備。 

 

 
Ⅲ 
 

 
１８年４月１日にアイソトープ総合センターを設置し、放射性同位元

素等の全学的な管理体制を整備した。 
 

 
１ 

【３３６】 
③労働安全衛生法等の関係法令及び
学内規定に基づく安全管理体制並
びに修学・職場環境の整備を図る。 

 

【３３６】 
②本部と部局との安全衛生・環境管理
に関する情報の共有化や連携の強
化を進め、職場環境の安全と職員の
健康保持を徹底。 

 

 
Ⅲ 
 

 
月１回の安全衛生委員会を中心に、職場環境の改善と職員の健康保持

に関する取組の定着を図った。特に、職員の健康管理やメンタルヘルス
に関する対策を強化し、全学の教職員を対象に健康管理講演会を実施し
た。(参加者８０名) 

 
１ 

【３３７-１】 
③安全衛生マニュアル(web サーバ)を
より一層充実させ、安全衛生におけ
るコンテンツの充実を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
安全衛生マニュアル(web サーバ)に、化学物質等安全データシートの

適用法令・応急処置情報を新たに掲載した。 
 

 
１ 

【３３７】 
④安全管理の実効性を確保するた
め、安全管理巡視、安全管理教育、
防災訓練等を実施するとともに、
事故防止等マニュアルの整備を図
る。 

 
【３３７-２】 
④安全衛生ビデオを制作し、安全衛生
マニュアルと一体的に、職員及び学
生の安全衛生教育に活用。 

 

 
Ⅲ 

 
  ｢環境保全ビデオ～生物・生化学編～｣を制作し、実験系授業に用いる
とともに安全衛生マニュアルに掲載するなど、安全衛生教育の充実に活
用した。 

 
１ 

【３３８】 
⑤学外への安全配慮、倫理的配慮を
含めた、組換えＤＮＡ実験、動物
実験、クローン実験等に関する関
係法令や指針等の遵守を徹底。 

 

 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
 

 
毎年度新たに遺伝子組換え実験に従事する予定の教職員及び学生等に

対し受講を義務づけている講習会を開催し、同実験に関する法令や基礎
技術、研究用微生物等の安全な取扱い等について講義を行った。 

 
 

○学生の安全確保等に関する具体的方策 

【３３９-１】 
①安全衛生マニュアル(web サーバ)を
より一層充実させ、安全衛生におけ
るコンテンツの充実を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【３３７-１】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【３３９】 
①安全管理教育の実施、事故防止等
マニュアルの整備等、学生の安全
確保を図る。 

 
【３３９-２】 
②安全衛生ビデオを制作し、安全衛生
マニュアルと一体的に、学生の安全
衛生教育として活用。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【３３７-２】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 
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【３３９-３】 
③学生担当教員制度、クラス制度、フ
レッシュマンセミナー等を活用し
た安全教育を充実。 

 

 
Ⅲ 
 

 
｢フレッシュマン・セミナー参考資料集｣に大学周辺における｢ハザード

マップ｣や架空請求、カルト及び消費生活上のトラブルを防止する情報等
を掲載するとともに、新入生オリエンテーション時に｢あなたのためのセ
ーフティライフ｣を配付し、学生の防犯意識の向上を図った。 
また、学生の安全確保及び事件・事故防止を目的とする｢安全のしおり｣

を作成・配付するとともに、防犯・安全運転講習会や安全ポスター展を
開催し、学生の安全に対する意識の向上を図った。 
 

 
１ 

【３３９-４】 
④学生生活における予期しがたい事
件・事故等のトラブル防止及び安全
意識の涵養を図ることを目的とし
た冊子、刊行物を配付し、継続的な
注意喚起を実施。 

 

 
Ⅲ 
 

 
※年度計画【３３９-３】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【３３９-５】 
 ⑤セーフティプロジェクト活動を一

層活性化し、学内での事件事故の防
止に努めるとともに、大学関係者の
安全に対する意識の向上を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
１６年度に設置した学生・教職員協働組織のセーフティプロジェクト

において、夜間パトロール、広報活動に加え地域の防犯組織との連携や
自転車、バイク等の交通安全指導を行った。 

 

 
１ 

【３４０-１】 
⑥課外活動施設の管理体制の向上を
図るため、機械警備の導入を検討。

 

 
Ⅲ 

 
  １７年度から導入した学生宿舎のセキュリティシステムの実用性を
高め、入居者の安全対策の向上を図った。 

 
１ 

【３４０】 
②学内諸施設への積極的な機械警備
の導入等による監視体制の整備を
図り、学生生活の安全を確保。 

 【３４０-２】 
⑦機械警備の一層の推進を図るため、
学生証のＩＣカード化によるセキ
ュリティ向上を検討。 

 

 
Ⅲ 

 
※年度計画【３４０-１】の『計画の実施状況』参照 

 
１ 

【３４１】 
③学内におけるペデストリアンデッ
キや駐車場の整備等、交通環境の
整備を図る。併せて、交通安全マ
ニュアルの作成・配布等を通じた
交通安全教育の充実を図る。 

 

【３４１】 
⑧学生の交通安全教育及び啓発のた
め、交通安全対策委員会と連携し、
｢学生の交通安全のために｣を作
成・配布。 

 
Ⅲ 

 
｢学生の交通安全のために｣を作成・配付し、学生の交通安全の教育・

啓発を図った。 

 
１ 

○附属学校の安全管理に関する具体的方策 

【３４２-１】 
①安全対策マニュアルを引き続き検
証し、必要に応じて内容を改訂。 

 

 
Ⅲ 
 

 
附属全１１校で防犯訓練を実施するとともに、安全対策マニュアルの

確認・見直しを行った。 
 

 
１ 

【３４２】 
幼児児童生徒の安全確保及び附属

学校の安全管理の徹底を図る。 
特に幼児児童生徒の安全確保のた

めに、警備員の配置、監視カメラの
設置等を図る。 

【３４２-２】 
②児童の通学途上における安全確保
の徹底を図る。 

 

 
Ⅲ 
 

 
通学路の安全点検を実施し、｢子ども１１０番の家｣との連携を図ると

ともに、前年度に引き続き防犯アラームを配布(貸与)した。 
 

 
１ 
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いじめ防止のための講演会及び食中毒防止に関する講習会を開催し、

安全管理・衛生管理の徹底を図った。 
 

 

○危機管理に関する具体的方策 

【３４３】 
危機管理システムの整備充実のた

め、防災マニュアルを作成するととも
に、緊急時の対応体制・学生の安否確
認システム導入について検討。 
 

 
Ⅲ 
 

 
本学において想定される危機の洗い出し・体系的整理を行い、想定さ

れる危機ごとの危機管理システムの整備状況の総点検を行った。 
また、防災マニュアルを作成するとともに、安全・安心に係る情報の

提供や安否確認等、携帯メールを活用した学生との情報連絡システムの
検討に着手した。 
 

 
１ 

【３４３】 
安全管理の整備と併せて、全学的

な危機管理体制の一層の整備充実を
図る。 
 

 
 

  
｢公的研究費の管理・監査体制検討委員会｣において、不正の未然防止

を図るため研究費等の管理・監査のあり方について検討し、１９年度か
ら以下の対策を講じることとした。 

  ①教員等に発注権限を付与し、物品等の購入に関する責任体制を明確
化 

  ②納品検収所を設置し、納品検収体制を強化 
  ③適正な科学研究費補助金等の経理体制、旅費の支給体制を整備 
 

 

   

 
大学の研究活動への信頼を確保するため、｢研究の公正な推進のための

研究者行動規範｣を制定し、研究者倫理の重要性について学内外に示すと
ともに、｢研究公正規則｣を制定し、不正行為の申立窓口の設置、事実の
認定、措置等について定めた。 
 

 

ウェイト小計 15 
 

ウェイト総計 33 

 
 〔ウェイト付けの理由〕 
 
  既存施設の改善、附属病院再開発、アスベスト対策工事に高いウエイトを置いて取り組んだ。 
 



筑波大学 

 49

 

（４）その他の業務運営に関する重要事項の特記事項等 

 
 
１．特記事項 
 
（1）開学から 30 年以上を経過し、一斉に老朽化が進むとともに、教育研究に係る

組織の変更や質の高度化に伴う施設環境整備が求められるなか、限られた予算
と人的資源のなかで効果的に施設の維持・改善業務を行った。 

 
①初めての校舎の大型改修(体芸中央棟・第一学群講義棟)、総合交流会館の建
設と大学会館の改修、アスベスト対策工事の完工(92 棟 8 万㎡)、先端的研究
分野の施設整備等の工事を安全・円滑かつ計画的に実施完了させた。 

  ②老朽化が著しい高温水ボイラを、他大学のボイラのリユースや日本ガス協会
の補助金交付等の自助努力により、省エネ効果の高い天然ガス焚きボイラに
転換した。 

  ③上記のボイラ更新に加え、きめ細やかなエネルギーコントロールや全学的な
省エネ推進活動により、エネルギー消費量を3.9％、二酸化炭素排出量を6.6％
削減した。また、その結果を｢筑波大学施設管理｣として冊子化し、全学に周
知した。 

  ④｢キャンパスリニューアル計画｣に基づき、その具体化を図るため、筑波キャ
ンパス校舎再生計画、基幹整備計画、学生宿舎計画等を立案し推進した。 

  ⑤全学の施設を対象に利用状況調査を実施するとともに、共同利用スペース約
32,800 ㎡(全教育研究スペースの 8％)を確保し、公募によりプロジェクト研
究等に有効利用した。 

  ⑥国立大学の附属病院としては初のＰＦＩ事業となる再開発計画について概算
要求を行うとともに、事業の確実な実施に向けて20のＷＧを設け、より精度
の高い計画検討を行い、ＰＦＩ法に基づく｢事業の実施方針｣を公表した。 

 
（2）大学の活動において想定される危機の洗い出しと体系化を改めて行い、危機の

種類ごとに発生時の連絡・対応体制の整備状況を確認するとともに、実際に生
じた小さな事例に対処するなかで役職員の危機対応能力の育成を果たした。 

 
（3）公的研究費の適正使用を確実なものとするため、管理・監査体制のあり方を検

討し、19年度からの対策実施につなげた。 
   
（4）大学の研究活動への信頼を確保するため、｢研究の公正な推進のための研究者

行動規範｣を制定し、研究者倫理の重要性について学内外に示すとともに、｢研
究公正規則｣を制定し、不正行為の申立窓口の設置、事実の認定、措置等につい
て定めた。 

 

 
２．共通事項に係る取組状況 
 
○ 施設マネジメント等の適切な実施 
 

施設担当副学長の下に、施設計画室と施設部が一体となって、キャンパスリニ
ューアル計画の推進、施設の維持・改善、施設設備の有効活用、省エネの推進等
の総合的な施設マネジメントを推進した。 

 
（1）キャンパスリニューアル計画に基づき、建物の耐震診断など施設改善の要否を

調査し、校舎再生、基幹設備、学生宿舎等の整備・改善計画を立案し推進した。
 
（2）上記計画を予算確保できたものから順次実行し、校舎の大型改修、学生宿舎の

改善、高温水ボイラの更新等を実施した。また、計算科学等、本学の特色を活
かした先端的研究分野の施設整備を行った。 

 
（3）全学の施設を対象にした｢施設利用状況調査｣を実施(毎年度)し、データベース

化し web 上で公開するとともに、それに基づき、共用スペースの有効・弾力的
活用を促進した。 

 
（4）エネルギー消費に関するデータを可視化するとともに、それに基づき全学的な

省エネ対策を推進し、エネルギー消費量3.9％削減を実現した。 
 
（5）国立大学の附属病院としては初のＰＦＩ事業による再開発計画の概算要求を行

うとともに、19年度予算化の決定を受けて、再開発の実施手続きに着手した。
 
○ 危機管理への適切な対応策 
 
（1）本学において想定される危機の洗い出し・体系的整理を行い、想定される危機

ごとの危機管理システムの整備状況の総点検を行った。 
また、防災マニュアルを作成するとともに、安全・安心に係る情報の提供や安
否確認等、携帯メールを活用した学生との情報連絡システムの検討に着手した。

 
（2）安全衛生マニュアルの内容をさらに充実させるとともに、安全衛生委員会にお

いて定期的に研究室・実験室の巡視を行い、安全面で課題がある場合は改善を
勧告するとともに、改善状況の確認を行った。 

 
（3）｢公的研究費の管理・監査体制検討委員会｣において、不正の未然防止を図るた

め研究費等の管理・監査のあり方を検討し、以下の対策を講じることとした。 
   ①教員等に発注権限を付与し、物品等の購入に関する責任体制を明確化 
   ②納品検収所を設置し、納品検収体制を強化 
   ③適正な科学研究費補助金等の経理体制、旅費の支給体制を整備 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 教育に関する目標 
① 教育の成果に関する目標 

 

中
期
目
標 

(学群) 
広い視野、豊かな人間性及び確かな学力を備えた人材を育成するため、教

養教育、専門基礎教育及び専門教育のバランスに配慮した教育を推進。 
(大学院) 

深い専門性に裏付けられた独創性と柔軟性を兼ね備えた研究者と、グロー
バルな視野と専門的実務能力を併せ持つ高度専門職業人を養成。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

(学群) 
○教育の成果に関する具体的目標の設定 

【１】 
教養教育では、主として自主的学

習能力、コミュニケーション能力、
豊かな心や健やかな身体を自ら育む
能力及び国際的な活躍に必要な能力
を涵養し、専門基礎教育及び専門教
育では、主として専門分野に関する
確かな学力を育成。これらを総合し
た教育目標とその達成方法を表示す
る枠組みを｢筑波スタンダード｣とし
て設定。 

 

【１】 
  教養教育、専門基礎教育及び専門教
育における総合的な教育目標とその
達成方法を表示する枠組みである｢筑
波スタンダード｣について、平成１８
年度末を目途に設定。 

 

 
教養教育、専門基礎教育及び専門教育における総合的な教育目標とその達成方法を

表示する枠組みである｢筑波スタンダード｣について、策定に関する基本的な考え方と
盛り込むべき内容を固め、｢筑波スタンダード｣の基本フレームを設定した。 

 
 

○卒業後の進路等に関する具体的目標の設定 
【２-１】 
①卒業後の進路は、社会の各分野にお
いて指導的役割を担う人材として
企業、国・地方自治体・各種団体等
の公的セクター及び専門職への就
職、並びに大学院への進学を目標と
し、その目標達成に向け、キャリア
支援室において学生の進学、就職を
支援。 

 

【２】 
社会の各分野において指導的役割

を担う人材として、企業、国・地方
自治体・各種団体等の公的セクター
及び専門職への就職、並びに大学院
への進学。 
また、専門職に係る各種資格試験

等については、合格率の一層の向上
を図る。 
特に医師国家試験については合格

率９０％以上を維持。 

 

【２-２】 
②キャリア教育、ＦＤ等によるキャリ
ア支援及び就職情報提供システム
の改善、就職ガイダンス等による就
職支援事業の充実を図る。 

 

 
１６年度に設置したキャリア支援室を中心に、学群学生に対する進学・就職の支援

を以下のとおり行った。 
①キャリア支援室開設の総合科目｢未来の自分―自己発見―｣を実施するとともに、
新入生必修のフレッシュマン・セミナーの内容にキャリア教育を組み込んで実施

②現代ＧＰ｢専門教育と融合した全学生へのキャリア支援｣の一環として、学年進行
に応じたキャリア科目の導入、本学独自の｢キャリアポートフォリオ｣制度の導入

③就職ガイダンス(企業等１７回、教養講座６回、教員１０回、公務員２１回)、Ｏ
Ｂ・ＯＧ懇談会(３１２社)に加え、東京キャンパスの社会人大学院生と筑波地区
学生との就職支援交流会を実施 

④各種試験対策として、採用模擬試験(教員６回、公務員１回)及び公務員試験対策
講座(７月から翌年３月)を実施 

⑤会社訪問を円滑に実施するため、ＯＢ・ＯＧデータベースをさらに充実 
⑥キャリア教育・進路指導のためのＦＤを２回実施 
⑦卒業生・修了生進路の捕捉率を向上させるため、｢進路状況把握ネットワーク｣
を構築するとともに、｢就職情報提供システム｣の進路登録区分を整理・明確化 
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【２-３】 
③全学のキャリア支援システムに加
え、各学群・学類においては、それ
ぞれの特色を活かしたキャリア支
援の取り組みを強化。 

 
【２-４】 
④専門職に係る各種資格試験につい
ては、ガイダンスや模擬試験を実施
するなど合格率の一層の向上を目
指す。 

 

⑧１８年１月に設置した｢つくばインターンシップ・コンソーシアム(ＴＩＣ)｣にお
いて、参加企業の開拓や参加学生の募集を行い、マッチングからインターンシッ
プ実施へと活動を展開 

 

【２-５】 
⑤特に、医学類では医師国家試験合格
率９０％以上を維持。また、看護・
医療科学類では第１回生(平成１８
年度卒業)の国家試験合格率目標
(看護学主専攻９０％、医療科学主
専攻８０％以上)を達成すべく教育
内容と学生支援体制のさらなる充
実を図る。 

 

 
医学類では、医学教育企画評価室におけるカリキュラム等の立案、実施、各種評価

及び成績不良者に対しての個別指導の強化などの取組により、１８年度医師国家試験
の合格率は９１．８％を達成した。 
また、看護・医療科学類では、以下のとおり国家試験合格率目標を達成した。 
看護学主専攻 ９９．２％(看護師、保健師、助産師) 
医療科学主専攻９１．４％(臨床検査技師) 

 

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 

【３】 
①社会に分りやすい｢筑波スタンダ
ード｣を設定し、それに基づき教育
の成果を検証。 

 

【３】 
①｢筑波スタンダード｣に基づく教育
の成果の検証方法の検討を継続。 

 

 
１８年度に設定した｢筑波スタンダード｣の基本フレームを基に、教育の成果の検証

方法について検討を行った。 

【４】 
②卒業生の追跡調査等、多様な方法
により、教育の効果を客観的に検
証。 

 

【４】 
②教育の効果の客観的な検証方法を
検討。 

 

 
教育の効果の客観的な検証方法の一つとして、１８年度卒業生に対し、学習環境、

授業内容、学生生活及び進路等に関するアンケート調査を実施した。今後、アンケー
ト調査を継続実施し、データを蓄積・分析するとともに、これらを活用した客観的な
検証を実施することとした。 

 
(大学院) 
○修了後の進路等に関する具体的目標の設定 
【５】 

大学等で学問の継承発展を担う研
究者、産業界等で研究に携わる研究
型高度専門職業人及び社会の各分野
で指導的役割を果たす実務型高度専
門職業人等、多様な進路に応じて国
際的に幅広く活躍しうる人材の育

【５-１】 
①修了後の進路は、国際的に幅広く活
躍できる研究者、高度専門職業人等
を目標とし、その目標達成に向け、
キャリア支援室において学生の就
職を支援。 

 

 
キャリア支援室を中心に、大学院生に対する進学・就職の支援を以下のとおり行っ

た。 
①１８年１月に設置した｢つくばインターンシップ・コンソーシアム(ＴＩＣ)｣にお
いて、参加企業の開拓や参加学生の募集を行い、マッチングからインターンシッ
プ実施へと活動を展開 

②就職ガイダンス(企業等１７回、教養講座６回、教員１０回、公務員２１回)、Ｏ
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【５-２】 
②キャリア教育、ＦＤ等によるキャリ
ア支援及び就職情報提供システム
の改善、就職ガイダンス等による就
職支援事業の充実を図る。 

 

Ｂ・ＯＧ懇談会(３１２社)を実施 
③卒業生・修了生の会社訪問を円滑に実施するため、ＯＢ・ＯＧ訪問のための名簿
のデータベース化を推進 

④大学院学生の就職支援として、本学に企業の人事担当者などを招き、大学院生自
らが研究内容をプレゼンテーションして採用に結びつける｢逆求人セミナー｣を
実施 

⑤キャリア教育・進路指導のためのＦＤを２回実施 
⑥卒業生・修了生の進路を特定するための｢進路状況把握ネットワーク｣を作成する
とともに、｢就職情報提供システム｣に登録する進路区分の明確化を図った。また、
各研究科支援室と連携し｢支援室用進路内定入力システム｣を導入して進路特定
作業の充実を図った。 

 

成。 
 
 

【５-３】 
③全学のキャリア支援システムに加
えて、各研究科においては、それぞ
れの特色を活かした独自のキャリ
ア支援の取り組みを強化。 

 
生命環境科学研究科では、キャリアデザインルームを活用したキャリア支援を引き

続き実施するとともに、教員を志望する学生の実力向上のため、附属学校にインター
ンシップとして学生を派遣する事業を開始するなど、研究科において独自のキャリア
支援の取組を行った。 

 

○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 

【６】 
①新しい評価システムの導入による
教育組織の活動の客観的評価と大
学院生の論文発表・口頭発表に対
する外部からの評価を基に、教育
の成果を検証。 

 

【６】 
①教育の成果については、修士論文・
博士論文の厳正な評価、授業評価、
学位授与状況、学生の公表論文数や
学会発表数等により検証。 

 

 
研究科ごとに学位授与状況及び学生の公表論文数や学会発表数などを把握し、教育

の成果を検証した。また、これら学生の国内外における研究成果発表や海外研究活動
等をさらに推奨するため、優秀論文や業績に対する顕彰を積極的に行った。 

 

【７】 
②企業・公的機関・大学・学会等に
おける修了生の評価、活躍状況等、
多様な方法により調査し、教育の
効果を客観的に検証。 

 

【７】 
②教育の効果については、修了生の追
跡調査、修了生への評価・活躍状況
等の調査を開始するなど、客観的に
検証。 

 

 
１８年度修了生に対し、学習環境、授業内容、学生生活及び進路等に関するアンケ

ート調査を実施した。今後、アンケート調査を継続実施し、データを蓄積・分析する
とともに、これらを活用した客観的な検証を実施することとした。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 教育に関する目標 
② 教育内容等に関する目標 

 

中
期
目
標 

(学群) 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

教育目的と社会的要請を考慮しつつ、それぞれの分野の教育内容に応じ
て、志願者の多様な資質や能力を多面的に評価するとともに、入学後の能
力の伸長も見据えた入学者選抜を実施。 

○教育課程、教育方法、成績評価等に関する基本方針 
広い視野と豊かな人間性を養う教養教育的な科目と、専門分野の確かな

学力を養う専門教育的な科目を有機的に連携させたカリキュラムを編成。
また、学問分野の特性、教育目的に合わせた適切かつ多様な授業形態を採
用することにより学習の効率化を図るとともに、適切な成績評価を実施。

(大学院) 
○アドミッション・ポリシーに関する基本方針 

学問分野の特性と、研究者養成、研究型高度専門職業人養成、実務型高
度専門職業人養成の目的に応じた入学者選抜を実施。 

○教育課程、教育方法、成績評価等に関する基本方針 
研究科の教育目的に応じて各学問分野ごとにカリキュラムを編成し、適

切な授業形態と論文指導体制、適切な成績評価と学位審査により修了生の
質を確保。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

(学群) 
○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

【８】 
①担当副学長の下で入学者選抜全体
を企画し、各学群において実施。
実施結果を評価し、次年度に反映。 

 
 

【８】 
①担当副学長の下で入学者選抜全体
を企画するとともに、各学群におい
ては多様な選抜方法により選抜を
実施。また、実施結果を評価し次年
度に反映。 

 

 
個別学力検査、推薦入学、アドミッションセンター入試、帰国生徒・社会人等のた

めの特別選抜等１４種類の入試を実施した。 
また、学群改組に伴う入学試験実施体制の整備や合格者の利便性向上に配慮した入

学手続きの改善等を行った。 
 

【９-１】 
②入学者選抜における２段階選考の
一部廃止について検討。また、日本
留学試験を活用した私費外国人留
学生の選抜における渡日前入学許
可の早期導入を推進。 

 

 
２段階選抜の一部廃止を１９年度より順次行うこととし、第２学期推薦入学試験及

び２０年度学群編入学試験における２段階選抜の廃止を決定した。 
また、日本留学試験を活用した私費外国人留学生の選抜における渡日前入学許可の

実施については、各教育組織の実状に考慮しつつ、導入を可能とする諸条件の検討･
整備を行った。 

 

【９】 
②一般入学試験、推薦入学試験、ア
ドミッションセンター入学試験等
の多様な選抜方法を工夫・実施す
るとともに、選抜方法によっては
小論文、面接、実技等を効果的に
活用。 

 【９-２】 
③個別学力検査等における大学入試
センター試験と本学学力検査等の
配点比率の妥当性について検討。 

 
個別学力検査における大学入試センター試験と本学学力検査等の配点比率の妥当

性について検討を行い、その結果に基づき、一部学類において選抜方法の見直しの検
討を行うこととした。 
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【１０】 
③入学者選抜の実施及び調査研究等
のための学内共同教育研究施設を
設置。 

 

【１０】 
④アドミッションセンターにおいて
は、アドミッションセンター入学試
験及び入学者選抜方法等の調査研
究等を実施し、その結果を入学者選
抜方法の改善に資する。 

 

 
アドミッションセンターにおいて、入試実施結果を分析評価し、｢筑波大学におけ

る入学者選抜に関する調査・報告研究書｣にまとめ、次年度以降の改善検討の基礎資
料とした。 

 

【１１】 
④受験生の説明会を全国及び地区別
に毎年度３０回程度開催し、本学
が求める学生の確保を図る。 

 

【１１】 
⑤本学が求める学生確保のため、全国
及び地区別に開催される受験生の
ための説明会に５０回程度参加す
るとともに、一層の学生確保のた
め、学外における大学説明会の自主
開催を検討。 

 

 
アドミッションセンター教員及び入試課職員が６３回の説明会に参加するととも

に、大学入試センターとの共催を含む学外における説明会の開催に向けた検討を行っ
た。 

 

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 

【１２】 
①各教育組織の目標に応じて、教養
教育的な科目と専門教育的な科目
のバランスを考慮しながら、１年
次から専門課程を履修するくさび
型のカリキュラムを編成。 

 

【１２】 
①担当副学長の下で全学の学群教育
の基本に関する企画・立案等を実
施。 
総合科目、国語、外国語、体育等の
教養教育的な科目と専門教育的な
科目のバランスを考慮しながら、１
年次から専門課程を履修するくさ
び型のカリキュラムを編成・実施。

 

 
教育の質の向上に向けた取組を強化するために教育企画室を設置し、教養教育の再

構築、学群コアカリキュラムの改善、授業評価の充実等、教育改革に向けた施策を推
進した。 

【１３】 
②広い視野と豊かな人間性を養う教
養教育的な科目として、総合科目、
国語、外国語、体育等を開設。 

 

【１３】 
②広い視野と豊かな人間性を養う教
養教育的な科目について、より充実
した内容を目指し総合的に検討。 

 

 
本学の教養教育の中核である総合科目のあり方を根本的に見直し、新たな方針の

下、１９年度開設に向けた１４４科目(うち８０科目が新規)を編成した。 
 

【１４】 
③国際的な活躍に必要な能力(ＩＴ
技術力、英語運用能力、国際理解
力)を集中的な教育により強化。 

 

【１４】 
③ＩＴ技術力、英語運用能力及び国際
理解力を養うための教育の見直し
について検討を継続。 
なお、上記全学レベルの検討と並行
して、各学群・学類においては、そ
れぞれの特色を活かしたカリキュ
ラム編成、学類・大学院一貫語学教
育など、個別の施策を推進。 

 

 
１年次から専門科目を履修するくさび型のカリキュラムを編成・実施するととも

に、各学類の特色を活かし、ＩＴ技術力、英語運用能力及び国際理解力等を養うため
の工夫・改善を以下のとおり行った。 

①１年次生全員にUNIX系のOSを用いた情報教育を実施 
②産業界からの講師による実践的IT授業科目の開講 
③国際的コミュニケーション力を向上させる学類・大学院一貫語学教育の実施 
④外国人専任教員等による実践的な語学授業・TOEIC講座・TOEFL講座の実施 
⑤ドイツ語、中国語及びロシア語の実践的な能力を身につけるため、海外協定校に
おける研修コースを実施 

⑥国際理解力向上を目的とした国際機関との連携によるインターンシップの実施 
 

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策 
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【１５】 
①学問分野の特性、教育目的に応じ
て、講義、演習、実験、実習等、
適切な授業形態を組み合わせ、さ
らにマルチメディア機器の活用
等、多様な学習指導法による教育
を実施。 

【１５】 
①学問分野の特性、教育目的に応じ
て、講義、演習、実験、実習等、適
切な授業形態を組み合わせ、さらに
マルチメディア機器の活用等、多様
な学習指導法による教育を実施。 
具体的には、各学群・学類において
それぞれの特色を活かし、フィール
ドワーク実習、実践授業及び実験授
業など、個別の施策を推進。 

 

 
各学群・学類では、実社会と科学技術の関係を学習するための工場見学、WebCTに

よる授業科目のe-ラーニング化の試行など多様な学習指導法による教育を実施した。
 

【１６】 
②少人数のセミナー等きめ細かい指
導を行う科目を充実。 

 
 

【１６】 
②少人数によるセミナー、チュートリ
アル方式の授業、個人差に応じたチ
ューターの配置とその活用などを
積極的に推進。 

 

 
各学群・学類では、少人数によるセミナー、チューター制による専門語学教育、少

人数チュートリアル方式による授業科目の充実など少人数による教育を積極的に実
施した。 

○教育の改善のための具体的方策 

【１７】 
授業の改善と質的向上を図るた

め、全ての部局においてＦＤ(授業評
価を含む。)を実施。 

 

【１７】 
  教育方法の改善のため、ＦＤの全学
的な推進を図るとともに、授業改善の
ための系統的なＦＤシステムを検討
する。また、学務システムによる授業
評価の改善・充実を図る。 

  具体的には、各学群・学類において
それぞれの特色を活かし、授業評価結
果・改善策の公開と現場へのフィード
バックを進めるほか、専門科目に授業
評価を拡張するなどの取り組みを強
化。 
 

 
ＦＤ活動を一層充実させるため新たに設置した全学ＦＤ委員会の下で、教職員及び

学生参加によるＦＤ研修会を実施するとともに、全学的なＦＤ推進のための指針作
成、全学ＦＤワークショップの開催、ＦＤ研究プロジェクトの推進など、新たなＦＤ
活動の展開に向けた検討を進めた。 
また、授業評価アンケートに学務システムとマークシート方式を併用することによ

り回答率を上昇させるとともに、専門科目授業評価の拡大や一部学類における授業評
価結果の公開など、授業評価の取組を強化した。 

 

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

【１８-１】 
①学生に対してあらかじめ学習目標、
授業方法・計画、評価基準などをシ
ラバスに明示し、日常の学生の授業
への取り組みと成果を考慮した多
元的な基準により、適切な成績評価
を実施。 

 

 
各学群・学類は分野の特性に応じ、試験結果のほか、授業の出席状況、発表、プレ

ゼンテーション、レポートの提出状況により成績評価を行った。 
特に、生物学類では、過去数年分の評点分布情報を全教員で共有したうえで、カリ

キュラム委員会を中心に｢成績評価基準ガイドライン｣を策定し学生に公開した。 
また、JABEE の認定を受けている工学システム学類では、JABEE の基準を満たす厳

格な成績評価を行った。 
 

【１８】 
①学生に対してあらかじめ学習目
標、授業の方法及び計画並びに評
価基準をシラバス等に明示の上、
単位制の趣旨を踏まえた適切な成
績評価を実施。 

 

【１８-２】 
②シラバスには、上記に加え体系的履
修モデルやオフィスアワーの情報
を明示するなど、さらなる内容の充
実を図る。 

 

 
シラバスには、学習目標、授業の方法及び計画並びに評価基準に加え、体系的履修

モデルやオフィスアワーの情報等を明示するなど、学生の利便性を高めるための改善
を行った。 
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【１９】 
②学習効果を高めるため、学期ごと
に成績評価を実施。 

 

【１９】 
③学習効果を高めるため、学期完結型
授業を拡大するなど、学期ごとの成
績評価を実施。 

 

 
各学群等は、学習効果を一層高めるため、学期完結型授業へのカリキュラムの移行

を推進し、学期ごとの成績評価を実施した。 
 

【２０】 
③学生の理解度に応じたきめ細かな
アフターケアを実施。 

 

【２０】 
④年間修得単位１５単位未満の学生
に対する指導、同一科目の複数授業
の開講など、学生の理解度に応じた
きめ細かなアフターケアを実施。 

 

 
学生の理解度に応じたアフターケアを充実させるため、年間修得単位１５単位未満

の学生に対するクラス担任による面接・指導や専門基礎科目を対象に学習支援室やＴ
Ａを活用した補習教育などを実施した。 

 

(大学院) 
○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

【２１-１】 
①各研究科において入学者選抜を企
画・実施するとともに、実施結果を
評価し、次年度に反映。 
また、前年度の実施結果を踏まえ、
必要な研究科は選抜時期・回数等を
変更して実施。 
 

【２１】 
①担当副学長の統括の下、各研究科
において企画・実施。実施結果を
評価し、次年度に反映。 

【２１-２】 
②大学院を取り巻く厳しい状況を踏
まえ、アドミッション・ポリシーを
積極的に広報するため、説明会・ホ
ームページ・パンフレット等の改
善・充実を図る。 

 

 
前年度の入学者選抜実施結果を踏まえて、以下のとおり改善を行った。 
①人文社会科学研究科歴史・人類学専攻では、例年の２月期の実施に加え１０月期
にも実施 

②生命環境科学研究科生物科学専攻では、例年の８月期の実施に加え１０月期につ
いて実施 

③生命環境科学研究科構造生物科学専攻及び情報生物科学専攻において、博士前期
課程からの進学制度を明確化して実施 

④図書館情報メディア研究科においては新たに推薦入試を実施 
⑤生命環境科学研究科生物資源科学専攻では、JICA との連携により途上国におい
て農村開発に従事する実務者を対象として上級技術指導者を養成する目的で学
生募集を実施(８月入学) 

⑥研究科・専攻(部局等)が主体となって、入学試験が実施できる体制を検討 

【２２】 
②一般入学試験、推薦入学試験等を
行うとともに、小論文、面接及び
社会的活動や実務経験等を評価す
るなど多様な選抜方法を実施。 

 

【２２】 
③各研究科において、小論文、面接及
び社会的活動や実務経験等を評価
するなど、多様な選抜方法を企画・
実施。 

 
 

 
各研究科は、それぞれのアドミッション・ポリシーに基づき、一般入学試験、推薦

入学試験などを実施するとともに、小論文、面接の他、一部の研究科では社会活動や
社会人としての経験を踏まえた評価を行うなど、多様な入学者選抜を実施した。 
また、社会人の大学院教育に対する期待に応えるため、社会人特別選抜を９研究科

４３専攻で実施した。 
 

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 

【２３】 
①学問分野の特性や養成する人材像
に応じて、５年一貫の課程、区分
制の課程、前期２年の課程、後期
３年の課程等、多様な専攻編制に
よる大学院の整備を図る。 

 

【２３-１】 
①学問分野の特性や養成する人材に
対応し、区分制または５年一貫制等
の多様な専攻編制による大学院を
整備するとともに、教育目的に応じ
たカリキュラムを編成。 

 

 
教育研究科にスクールリーダーシップ開発専攻(修士課程)、人間総合科学研究科に

フロンティア医科学専攻(修士課程)、コーチング学専攻(３年制博士課程)、世界文化
遺産専攻(３年制博士課程)を新設し、その趣旨を生かしたカリキュラムを編成・実施
した。 
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【２３-２】 
②教育研究科にスクールリーダーシ
ップ開発専攻(修士課程)、人間総合
科学研究科にフロンティア医科学
専攻(修士課程)、コーチング学専攻
(３年制博士課程)、世界文化遺産専
攻(３年制博士課程)を新設し、その
趣旨を生かしたカリキュラムを編
成。 

 
【２４】 
②これまでの教育研究の成果を踏ま
え、今後、社会的需要を考慮しつ
つ様々な分野において専門職大学
院の整備を図る。 

 

【２４】 
③教員養成における専門職大学院の
設置について検討。 

 
※年度計画【１９４】の『計画の実施状況』参照 

 
 

○授業形態、学習指導法等に関する具体的方策 

【２５】 
①学問分野の特性、教育目的に応じ
て、講義、演習、実験、実習等、
適切な授業形態を組み合わせ、さ
らに、セミナー、討論、プレゼン
テーション、事例研究、現地調査、
論文指導等、多様な学習指導法に
よる教育を実施。 

 

【２５】 
①学問分野の特性、教育目的に応じ
て、講義、演習、実験、実習、セミ
ナー、討論、プレゼンテーション等、
適切な授業形態を組み合わせ、実
施。 
具体的には、各組織においてそれぞ
れの特色を活かし、リサーチプロポ
ーザルの実施、学生が積極的に研究
に参加できる体制作りなどを推進。

 

 
各研究科は、それぞれの特性・教育目的に応じて、適切な方法・形態を組み合わせ

て授業を実施した。特に、｢公募型教育支援プログラム｣を活用したプロジェクト型実
習授業などコースワークを充実するとともに、リサーチプロポーザルの実施などに取
り組んだ。 

 

【２６】 
②研究者養成においては、論文指導
を重視。高度専門職業人養成にお
いては、事例研究、現地調査、実
習等、実践的で多様な授業を展開
し、実務に必要な学習量を確保。 

 

【２６】 
②研究者養成においては、研究指導を
重視し、高度専門職業人養成におい
ては、事例研究、現地調査、実習等、
実践的で多様な授業を展開。 
具体的には、各組織においてそれぞ
れの特色を活かし、インターンシッ
プの積極的な導入や学生の研究成
果発表を奨励。 

 

 
各研究科では、それぞれの特色を活かして実践的で多様な授業を展開し、特に複数

の研究科において積極的にインターンシップを取り入れた。 
 

【２７】 
③マルチメディア機器やコンピュー
タ・ネットワークの整備により、
授業形態、学習指導法等の多様化
を図る。 

 

【２７】 
③マルチメディア機器やコンピュー
タ・ネットワークの整備により、授
業形態、学習指導法等の多様化を図
る 

 
最先端のマルチメディア技術を教育現場に応用するための e-ラーニングシステム

の運用を開始するとともに、教育計算機システムの更新による時代のニーズに合った
計算機環境の整備を行った。 

 

【２８】 
④専攻分野の特性に応じて、複数教

【２８】 
④専攻分野の特性に応じて、複数教員

 
各研究科では、アドバイザリーコミッティ制度などの複数教員による教育研究指導
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員による論文指導体制の充実を図
る。 

による教育研究指導を推進。 
 

体制を充実させた。 
 

【２９】 
⑤国際化に対応して、英語による授
業の充実を図る。 

 

【２９】 
⑤国際化に対応した英語による授業
の充実を図る。 

 

 
各研究科では、英語による授業の拡充を一層推進し、ＴＯＥＦＬ講座やネイティブ

の教員による｢英語による発表技術｣を開設するなど、英語によるコミュニケーション
能力の育成を図った。 

 

○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

【３０】 
①大学院生に対してあらかじめ学習
目標、授業の方法及び計画、並び
に評価基準をシラバス等に明示の
上、単位制の趣旨を踏まえた適切
な成績評価を実施。 

 
【３１】 
②大学院生の授業に対する日常的な
取組み、内外の研究集会における
研究発表、研究論文の出版等を成
績評価対象として重視。 

 

【３０，３１】 
  学生に対してあらかじめ学習目標、
授業の方法及び計画、並びに評価基準
をシラバス等に明示の上、課題への対
応状況、日常の学生の授業への取り組
み状況及び各種発表活動を考慮した
適切な成績評価を実施。 

 
 

 
各研究科は、大学院生に対してあらかじめ学習目標、授業の方法及び計画、並びに

評価基準をシラバス等に明示した上で、研究の進捗状況、講義の出席状況、レポート
の提出状況、学会発表及び学会誌への成果発表を考慮した適切な成績評価を実施し
た。 

 

 
 
Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 教育に関する目標 
③ 教育の実施体制等に関する目標 

 
中
期
目
標 

学群においては、個性豊かな学群教育を実現するための全学的な体制を整備
するとともに、弾力的な転換が可能となる教育組織を編制。 
大学院においては、各研究科の教育目標に対応した教育研究を円滑かつ効果

的に遂行できる組織を編制。 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○基本的な組織の編制方策 

【３２】 
①時代の進展や社会的要請の変化に
柔軟に対応するため、不断に組織
編制の見直しを図る。 

 

【３２】 
①時代の進展や社会的要請の変化に
柔軟に対応するため、不断に組織編
制の見直しを図る。 

 
※年度計画【１９２～１９５】の『計画の実施状況』参照 

 

【３３】 
②学校教育法第５３条ただし書に基
づき、学部に代わる組織として学
群及び学系を設置。 

 

【３３，３４】 
②別表のとおり学群、学類を設置。 

 

 
別表のとおり 
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【３４】 
③学群は、広い視野、豊かな人間性
及び確かな学力を備えた人材の育
成を目的として設置。 
学系は、専門的な学問分野を同じ
くする教員で構成され、研究科等
からの要請による教員審査、個人
及び組織の業績評価を行うほか、
必要に応じ大学の発展に資する企
画提言機能を発揮する組織として
設置。 

 

  

【３５】 
④深い専門性に裏付けられた独創性
と柔軟性を兼ね備えた研究者等の
養成を目的として、大学院博士課
程研究科を設置。 

 
【３６】 
⑤高度専門職業人の養成を目的とし
て、大学院修士課程研究科を設置。 

 
【３７】 
⑥専門職大学院の設置を図る。 

 

【３５，３６，３７】 
③大学院博士課程及び修士課程の各
研究科に別表のとおり専攻を設置。

 
別表のとおり 

 

○適切な教職員の配置等に関する具体的方策 

【３８】 
①各学群、各研究科の特質と学生定
員を踏まえ、必要な教職員を配置。
さらに、本部の戦略的計画に基づ
き、教職員を追加配置。 

 

【３８】 
①各学群、各研究科の特質と学生定員
を踏まえ、教職員配置の見直しを実
施。特に、定員流動化率の設定によ
り留保した配置枠を活用し、重点分
野について戦略的再配置を図る。 

 

 
※年度計画【２８０】の『計画の実施状況』参照 
 

 

【３９】 
②授業形態、受講者数等に応じ、教
育の効果をあげるため、また、大
学院生に教育経験の機会を提供す
るため、ＴＡの効果的な配置を図
る。 

 

【３９】 
②授業形態、受講者数等に応じ、教育
の効果を上げるため、また、大学院
生に教育経験の機会を提供するた
め、ＴＡを拡充して効果的に配置。

 

 
教育効果のさらなる向上と大学院生支援の観点から、ＴＡ制度の運用状況を検証

し、経費の配分方針を見直して制度の充実を図るとともに、１９年度の予算増額(前
年比約３千万円増)にむすびつけた。 

 

○教育に必要な設備、図書館、情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 

【４０】 
①学内共同利用の教育研究施設を設
置して、教育に必要な設備を整備
し効果的に利活用。 

 

【４０】 
①学術情報メディアセンターにおい
て、情報技術による積極的な教育支
援及びメディア情報発信の支援体
制を整備。 

 
学術情報メディアセンターにおいて、 
①基幹ネットワークの老朽化を踏まえた新しいネットワークの構想・設計に着手 
②前年度に導入した統一認証システムの安定運用と機能強化を推進 
③教育組織と連携し、最先端のマルチメディア技術を含む各種の e-ラーニングシ
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 ステムを導入 
など、情報技術による積極的な教育支援及びメディア情報発信の支援体制の整備を

行った。 
 

【４１】 
②中央図書館のほか、体育・芸術、
医学、図書館情報学及び大塚の専
門図書館を設置して、図書、雑誌、
電子媒体等を系統的に収集整備し
提供を図るとともに、電子化の推
進により図書館利用形態の多様化
を図る。 

【４１】 
②図書館は、図書、雑誌、電子媒体等
を系統的に収集整備し提供すると
ともに、電子化の推進により電子的
に発信される学術情報を拡充し、和
装古書等の遡及入力を計画的に推
進。 
また、平成１７年度に設置した附属
図書館研究開発室を中心に、先駆的
図書館サービスの実現に向けた研
究開発を推進。 

 

 
附属図書館において、主として以下の取組を行った。 
①教育と研究の質の向上に資するため、教育用図書(2,980冊)、研究用図書(8,804
冊)、参考図書(900冊)、図書館情報学図書館における図書整備経費特別図書(430
冊)等、総計25,586冊の図書を整備。また、従来の雑誌・電子的資料タイトルを
継続して提供するとともに１９年度以降の安定的提供に向けて購入タイトルの
見直しを実施 

②学内生産情報資源として博士学位論文全文(108件、累計1,438件)、学位論文審
査報告書(論文の要旨及び審査の要旨)(377件、累計5,962件)、学内収集資料と
して貴重書等を電子化したほか、本年度予定していた和古書・漢籍の遡及入力
(18,168冊)を遂行 

③研究開発室において、電子図書館システム・学術機関リポジトリ・情報リテラシ
ー教育等を中心課題に先進的図書館サービスのあり方に関する研究開発活動を
開始し、ホームページの改訂・ナビゲート機能の最適化等を推進 

 
【４２】 
③コンピュータリテラシー教育推進
のため、学内ＬＡＮ及び端末室等
情報教育基盤設備の整備充実を図
る。 

 
 
 

【４２】 
③従来の教育用計算機と春日地区の
メインシステムを統合した教育用
等計算機システムの本格運用を開
始。また、学内各所に置かれる分散
サテライトから、コンピュータの利
用状況データを収集管理するシス
テムを開発し、問題点の整理と利用
の促進を図る。 

 

 
※年度計画【４０】の『計画の進捗状況』参照 
 

 
 

【４３】 
④情報ネットワーク等を利用した遠
隔教育・ｅ－ラーニングの導入を
図る。 

 

【４３】 
④ｅ-ラーニングの推進を図るため、
平成１６年度から試験的に運用し
ている教材管理配信システムの本
格運用を開始するとともに、新たに
設置するマルチメディア教材作成
編集室による教材開発体制を構築。

 

 
※年度計画【４０】の『計画の進捗状況』参照 

 

【４４】 
⑤その他、学群、大学院の発展の基
礎となる教育に必要な設備の整備
を図る。 

 

【４４】 
⑤施設の老朽化、狭隘の計画的解消を
図るため、施設マネジメントをさら
に推進。 

 

 
学群教育の質の維持・向上のため、｢学群教育用設備整備費｣として１億円の財源を

確保し、講義用設備の高度化、老朽化した実験器具等の更新、先端的な実習設備の整
備等を行った。 
 
※施設マネジメントについては年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

 

○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策 
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【４５】 
①各組織及び各教員に関する評価シ
ステムを全学的に導入するととも
に、評価結果をカリキュラムの再
編成、教育方法の改善等に結びつ
けるシステムを整備。 

 
【４６】 
②担当副学長の下に教育方法等の改
善のための組織を置き、全学及び
部局ごとに教育改善を推進。 

 
【４７】 
③教育活動の評価に当たっては、組
織的な教育活動に対する評価及び
個々の教員の教育活動に対する評
価の両面から実施。 

 

【４５，４７，４８-１，４９】 
①各教員・教育組織の教育活動の検証
とその質の改善に資する評価シス
テムを構築。 
そのため、平成１６年度に構築し、
平成１７年度に整備を進めてきた
研究者情報システムについて、入
力・公開率の向上によるさらなる充
実を図る。 

 

 
※評価システムについては年度計画【３０６】の『計画の実施状況』参照 
 
※研究者情報システムについては年度計画【１８７－２】の『計画の実施状況』参
照 

 
 
 

【４８】 
④各組織及び各教員が行う自己評
価、教員相互のピアレビュー、学
生による評価、第三者機関による
評価、卒業生に対する職場や社会
等の外部からの評価等、多角的に
教育活動を検証。 

 
【４９】 
⑤優れた教育活動を行なっている教
員に対する顕彰等、インセンティ
ブを付与するシステムを構築。 

 

【４６，４８-２】 
②学群教育室を発展・充実し、学群教
育、大学院教育、学群・大学院一貫
教育に関する企画立案組織として
教育企画室を設置。これにより、教
育方法改善についての企画立案と
全学的なＦＤ活動を強化するとと
もに、学務システムを活用した学生
による授業評価システムの改善・充
実を図る。 

 

 
学群教育室を改組し新たに教育企画室を設置し、教養教育の再構築など学群教育の

質の向上と大学院教育の高度化・実質化に向けた全学的な取組を強化した。 
 

○教材、学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策 

【５０】 
①教員相互の授業参観、教材・授業
方法等についての研究会、新任教
員研修会等の実施体制を整備。 

 
【５１】 
②学内でプロジェクトを組織し、教
授法開発のための研究を推進。 

 

【５０，５１】 
  ＦＤの全学的・組織的推進を指向す
るとともに、相互研修型ＦＤを実施。

 

 
※年度計画【１７】の『計画の進捗状況』参照 

 

○学内共同教育等に関する具体的方策 

【５２】 
①学内共同利用の教育研究施設を設
置して、外国語、保健体育、留学
生支援等に関する業務を一元的に
実施。 

【５２】 
①外国語、保健管理、体育、留学生支
援等を全学共通的に実施する専門
のセンターでは、以下の取り組みを
実施。 

 
外国語、保健管理、体育、留学生支援等の業務については、各センターにおいて主

に以下の業務を全学共通的に実施した。 
(外国語センター) 

①平成１９年度の学群改組に向けた、全学共通科目のカリキュラム調整を行っ
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 〔外国語センター〕 
・平成１９年度の学群改組に向けた、
全学共通科目のカリキュラム調整 

・テープライブラリーの開館時間延長
による利用環境の改善 

〔保健管理センター〕 
・カウンセリング機能及び修学相談等

学生生活全般の支援機能を充実 
〔体育センター〕  
・集中授業のカリキュラムについて
中・長期的視野から検討 

・大学体育支援システムの開発研究推
進 

〔留学生センター〕 
・短期留学希望の学生に対する支援強

化 
・留学生相談室及び相談サービスの周

知、広報の充実 
 

た。 
②非常勤職員を雇用してテープライブラリーの開館時間を延長し利用環境を改
善した。 

(保健管理センター) 
年度計画【６２，６５】の『計画の進捗状況』参照 

(体育センター) 
１０年後の集中授業についてアンケート調査を行い、現状の問題点を教員・希

望者数・経費・開講形態・開講時期等から見直し、実施可能性のある集中授業に
ついて検討した。引き続き、教員からの聞き取り調査や学生のニーズ調査等を実
施する予定である。 

(留学生センター) 
年度計画【６８～７０】の『計画の進捗状況』参照 
 

 

【５３】 
②全学共通科目として外国語、体育
等のほかに、広い視野から学問へ
の関心を高める目的で、学生の所
属学群の区別なく履修できる総合
科目を開設。 

 

【５３】 
②全学共通科目として外国語、体育、
情報処理等の科目を開設する他、学
群・学類の教育目的に沿った教養的
科目として、学生の所属学群の区別
なく履修できる総合科目を開設。 

 

 
※年度計画【１３】の『計画の進捗状況』参照 

 

○学群、大学院の教育実施体制等に関する特記事項 

【５４】 
①担当の副学長を置き、学群、大学
院における教育を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
担当副学長は、教育・学生支援機構の機能を活用しつつ、学群及び大学院教育に関

する事項を統括している。(具体的施策は各項目に記述) 
 

【５５】 
②幅広い分野に基礎を置く学群と特
定の専門分野に基礎を置く学群を
設置。 

 
【５６】 
③学群と大学院は異なる編制により
設置。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 
 

 
※年度計画【３２】の『計画の進捗状況』参照 

 

【５７】 
 ④物質・材料研究機構との連携によ

る物質・材料工学分野の専攻設置
など、筑波研究学園都市を中心に
各種研究機関との連携による専攻
を整備し、順次その拡大を図る。 

 

【５７】 
  筑波研究学園都市の研究機関との
連携による専攻の整備を継続。 

 

 
※年度計画【１９６】の『計画の実施状況』参照 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 教育に関する目標 
④ 学生への支援に関する目標 

 
中
期
目
標 

社会人、外国人及び障害者等を含めた多様な学生が快適で充実した学生生活
を送れるように、学生相談体制の充実及び学生生活関係施設等の整備充実を図
るなど、学生生活支援体制を強化。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策 

【５８】 
①担当副学長が学生への支援業務を
統括。 

 

【５８】 
※１７年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
担当副学長は、教育・学生支援機構の機能を活用しつつ、学生支援に関する事項を

統括している。(具体的施策は各項目に記述) 
 

【５９-１】 
①学務システムを教育に積極的に活
用させるため、機能を整備・拡充。

 

 
※年度計画【１８７-１】の『計画の実施状況』参照 

 
 

【５９】 
②各種相談等の初期相談窓口の一元
化と学務システムの充実改善を図
る。 

 【５９-２】 
②学生生活支援室と各教育組織との
密接な連携のもとに、各種相談の初
期相談窓口の一元化構想の検討に
着手。 

 

 
学生生活支援とキャリア支援をさらに充実させるため、これらの機能を学生のアク

セス向上に配慮しつつキャンパス中央部の一ヶ所に集約し｢Student Plaza｣として、
１９年度設置を決定した。これを機に、学生の各種相談窓口は、各教育組織に置かれ
たクラス担任教員や保健管理センター等との緊密な連携のもと、｢Student Plaza｣へ
一元化していくこととした。 

 
【６０】 
③心身に障害を持つ学生のための学
習環境の改善。 

 

【６０】 
③全学的体制の下、障害を持つ学生に
対する支援の企画、立案、啓発、実
施。 

 

 
全学の障害学生支援委員会の下、学習補助者(チューター)の配置、学習支援技術者

を養成する講習会の実施、学習のための物的支援を行うとともに、同委員会と各教育
組織が連携し、障害に応じた支援活動を企画・実施した。これらの活動をより迅速か
つ効果的に行うため、１９年４月に同委員会の機能を発展・充実させた障害学生支援
室の設置を決定した。 

 
【６１】 
④その他、学習相談・助言・支援体
制の充実。 

 

 
※１８年度の年度計画なし 

 

 
   

○生活相談・就職支援等に関する具体的方策 

【６２】 
①学生のメンタルヘルス、生活相談、
進路相談等学生生活全般を支援す
る体制の充実。特に精神衛生相談、
学生相談については、学内共同教

【６２】 
①全学的な学生生活の支援組織であ
る学生生活支援室を拡充するとと
もに、学生のメンタルヘルス、学生
生活相談、進路相談、修学相談等を

 
学生支援のうち、精神衛生相談、学生相談、保健管理等については保健管理センタ

ーで一元的に対応し、特に、学生のメンタルヘルスの重要性を踏まえ、精神科医師(教
員２名、非常勤１名)、心理カウンセラー(教員３名、非常勤２名)による精神衛生相
談及び学生相談に取り組んだ。 
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育研究施設に専門スタッフ(平成
１６年度６名)を配置し、土日祝日
を除く通年期間、カウンセリング
対応をしている現体制の質的充実
を図る。 

 

含む、学生の総合的な支援組織とし
ての学生総合支援センター(仮称)
の設置に向けた検討に着手。 
特に、保健管理センターでは、学生
の心と身体の健康管理に対する専
門的支援を充実。 

 

 
※学生の総合的な支援組織については年度計画【５９－２】の『計画の進捗状況』
参照 

 
 

【６３-１】 
②学群学生については、各学類等のク
ラスに置かれるクラス担任教員が、
学生の学修その他学生生活全般に
対する指導助言を実施。また、全学
的な学生組織である全学学類・専門
学群代表者会議等との意見交換の
さらなる充実と意見の反映を図る。

 

 
学生の学修その他学生生活全般に対する指導・助言を充実させるために、クラス担

任教員に対するＦＤを実施した。 
また、学長と学生代表者及び担当副学長と学生代表者との対話の場を充実させ、学

生参加型の運営を促進した。 
 

【６３】 
②指導・助言及び意向反映制度であ
るクラス制度を根幹とした学生組
織の活性化・強化を図る。 

 

【６３-２】 
③大学院生については、学生支援をよ
り効果的に行う全学的な仕組みに
ついて検討を継続するとともに、各
研究科における学修・生活支援に関
する相談体制を充実。 

 

 
大学院生の支援を効果的に行う仕組みを検討し、１９年度には、各研究科に新たに

学生担当教員を配置し学生生活支援を充実するとともに、大学院生と役員・教職員等
との対話の場を充実させることとした。 

 

【６４】 
③キャリア教育、インターンシップ、
就職ガイダンス、模擬試験等を充
実させ、就職相談体制を強化。特
に、学生からニーズの 高い就職
ガイダンス(毎年度３０回以上開
催・参加者総数延べ ４，０００
名以上)については、更に充実を図
る。 

【６４】 
④全学的な取り組みとして、キャリア
教育、ＦＤ等によるキャリア支援及
び就職情報提供システムの改善、就
職ガイダンス等による就職支援事
業の充実を図る。 
また、各組織においては、インター
ンシップの充実、専門の進路指導員
による就職相談室の常設などの取
り組みにより、キャリア支援を充
実。 

 

 
各学群・学類においては、就職内定者や大学院生による就職・進学ガイダンスの開

催、｢キャリアデザイン入門｣の開設等によりキャリア支援を充実させた。 
また、生命環境科学研究科・第二学群キャリアデザインルームを設置し、キャリア

ガイダンスや進路相談員による就職相談等を実施した。 
 
※全学的なキャリア支援については年度計画【２，５】の『計画の進捗状況』参照

 

【６５】 
④学生及び教職員の心身の健康の保
持増進とカウンセリングのための
学内共同教育研究施設を設置。 

 

 
※年度計画【６２】に対応 

 
※年度計画【６２】の『計画の進捗状況』参照 

○経済的支援に関する具体的方策 

【６６】 
経済的理由により納付が困難であ

り、かつ、学業が優秀な学生に対す
る入学料、授業料及び寄宿料減免制
度等の創設を図る。併せて、本学独

【６６】 
  本学独自の奨学金制度の創設につ
いて、学生生活支援室の奨学生等選考
部会を中心に検討を継続。 

 

 
本学独自の奨学金制度創設に向けて、財源確保、制度設計に関する検討を行った。

その結果、寄附金を財源とした｢筑波大学研究教育振興助成基金｣を創設し、その中に
新たな奨学金制度を位置づける方針を決定した。 
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自の奨学金制度を創設する方向で検
討。 

 

 

○社会人・留学生等に対する配慮 

【６７-１】 
①大学院においては、社会人に対し、
入学試験における社会人特別選抜
制度や授業の昼夜開講制を実施。 

 

 
社会人の大学院教育に対する期待に応えるため、９研究科４３専攻で社会人特別選

抜を実施するとともに、引き続き昼夜開講制による授業を実施した。 
 

【６７-２】 
②学生納付金の特例的な取扱いを含
めた短期在学制度の創設を検討。 

 

 
社会人のための博士後期課程早期修了プログラムを３研究科(ビジネス科学研究

科、数理物質科学研究科、システム情報工学研究科)において導入決定し入試を実施
した。 

 

【６７】 
①社会人の生活スタイルに配慮した
授業形態の設定。学生納付金の特
例的な取扱いを含めた短期及び長
期在学制度の創設を図る。 

 

【６７-３】 
③法曹専攻に導入した長期在学制度
については、制度の有効活用に資す
る方策を引き続き検討。 

 

 
長期履修制度について、申請方法や認定方法・受入体制を整備し、本制度を有効に

活用しうる体制を整えた。 
 

【６８】 
②留学生の渡日前入学許可の推進。 

【６８】 
④日本留学試験を活用した私費外国
人留学生の選抜における渡日前入
学許可の早期導入を推進。 

 

 
  ※年度計画【９-２】の『計画の進捗状況』参照 

【６９】 
③授業及び生活面において、日本語
修得の不十分な留学生に対する英
語による支援。 

 

【６９-１】 
⑤チューターや指導教員のためのハ
ンドブックを改訂し、相談指導体制
を充実。 

 
【７０】 
④留学生(外国人学生を含む)に対す
る宿舎の確保等の各種支援、日本
語教育、相談指導、地域社会との
交流、短期交換留学等の充実とそ
の支援のための学内共同教育研究
施設の設置。 

 

【７０】 
⑦留学生センターにおける、留学生
(外国人学生を含む)に対する宿舎
の確保等の各種支援、日本語教育、
各種相談指導、地域社会との交流、
短期交換留学支援等を充実。 

 

 
留学生センターが各教育組織と連携し、留学生に対する相談・指導を充実させると

ともに、同センターにおける各種留学生支援・日本語教育等を充実させた。 
また、留学生交流を拡充するため、１９年４月から、国際連携担当の副学長の下で

国際連携と留学生施策を一体的に推進する体制を整備した。 
 

 
 

【６９-２】 
⑥各教育研究組織の英文(その他の言
語)でのwebを充実。 

 

 
１９年４月の大学ホームページリニューアルにあわせ、外国語版(英、中、韓)のコ

ンテンツについても、常時最新の状態に更新する体制を整えるとともに、各教育研究
組織では、webサイトの英文によるコンテンツを充実させた。 

 

○キャンパスライフの充実 

【７１】 
①豊かなキャンパスライフの実現を
目指すため、課外活動(平成１５年

【７１－１】 
①課外活動連絡会等の活用により大
学と学生との意思疎通を深め、ま

 
課外活動連絡会(年３回)や課外活動団体リーダー研修会を実施し、学群学生の約７

割が参加する課外活動のさらなる活性化を推進した。 
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た、課外活動団体リーダー研修会を
継続して実施し、課外活動を活性
化。 

 

 度活動団体数２０７、学生加入率
５３％)の活性化及び課外活動施
設の整備・充実。 

 
【７１-２】 
②課外活動関連施設の整備について、
管理体制を含め検討を継続。 

 

 
※年度計画【２８８-２】の『計画の実施状況』参照 

 

【７２-１】 
③学生宿舎では、平成１７年度に導入
した静脈認証システム等のセキュ
リティ対策をさらに充実。 

 

 
※年度計画【３４０-１】の『計画の実施状況』参照 

 
 

【７２】 
②福利厚生施設(食堂・喫茶等)並びに
学生宿舎の整備・充実。 

【７２-２】 
④学生宿舎のリニューアル計画を策
定・実施。 

 

 
※年度計画【３３１-２】の『計画の実施状況』参照 

 
 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(2) 研究に関する目標 
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 
中
期
目
標 

国内外から高い評価が得られる研究成果を産み出すことにより、学術文化の継
承と発展及び新しい科学技術の創造に寄与。また、研究成果の公開と社会への還
元を通じて世界に貢献。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○目指すべき研究の方向性 
【７３】 

｢教育・文化立国｣、｢科学技術創造
立国｣を目指す我が国の諸施策を踏
まえつつ、新しい学問領域を拓く研
究及び社会・経済・文化の発展に貢
献できる研究を推進。 
 

【７３】 
  ｢教育・文化立国｣、｢科学技術創造
立国｣を目指す我が国の諸施策を踏ま
えつつ、新しい学問領域を拓く研究及
び社会・経済・文化の発展に貢献でき
る研究を推進。 

 
 

 
１７年度より整備を進めている｢新たな戦略的研究支援システム｣の下で、研究者や

研究テーマの成長ステージに応じたメリハリのある研究支援を実施し、新しい学問領
域を拓く研究及び社会・経済・文化の発展に貢献できる研究を推進した。さらに、世
界最高水準の拠点形成を推進する｢戦略イニシアティブ推進機構｣の創設に向けた検
討を行った。(同機構の詳細は年度計画【７４】の『計画の進捗状況』参照) 

 

○大学として重点的に取り組む領域 

【７４】 
①２１世紀の科学技術の在り方を視
野に入れ、国内外の社会的課題に
対応した研究を重点的に推進。 

 

【７４】 
①本学の特色及び強みを生かした領
域の研究活動を一層推進するとと
もに、２１世紀ＣＯＥプログラムに
採択されている拠点について、プロ
グラム終了後の在り方等将来構想

 
本学の特色及び強みを生かした領域において、国際的かつ多様なフィールドで活躍

できる人材の育成と高度な学術的成果の持続的創出を促進し得る新たな教育研究シ
ステムを確立するため、｢戦略イニシアティブ推進機構｣を１９年度に創設し、２１世
紀ＣＯＥプログラムの成果を継承・発展させつつ、世界最高水準の拠点形成を強力に
推進することとした。 
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について検討し、その実現のための
具体的方策の実施を図る。 

 

 

【７５】 
②新しい法則・原理の発見、独創的
な理論の構築、学術文化の発展的
伝承につながる質の高い基礎研究
を一層推進。また、新たな研究領
域を創出。 

 

【７５】 
②産学官の連携による新たな研究領
域で、質の高い基礎研究を推進する
ためのプロジェクト提案を募集し、
厳格な審査の上実施。 

 
 

 
産学官の連携を重視して、新しく重要な基礎研究領域を拓き発展させるＴＡＲＡプ

ロジェクトを学内公募し、１８年度は２２件のプロジェクトを強力に推進した。１７
年度終了のプロジェクトは世界トップクラスの成果を生み出し、公開の成果報告会を
行った。また、学外者を含む審査員による１７年度プロジェクトの中間評価と１９年
度プロジェクトの選考を行った。 

 

○成果の社会への還元に関する具体的方策 

【７６-１】 
①知的財産統括本部を構成する各組
織、産学リエゾン共同研究センター
を中心に、積極的な技術移転及び大
学発ベンチャー創出を支援。 

 

 
産学リエゾン共同研究センターを中心に、技術移転機関を活用した積極的な技術移

転及び大学発ベンチャー創出を支援した結果、８社の筑波大学発ベンチャーが新たに
設立され、国立大学としてはトップクラスの累計６２社となった。 

 

【７６】 
①技術移転機関(ＴＬＯ)を活用して
の積極的な技術移転及び大学発ベ
ンチャーの創出の支援を推進する
ため、学内共同教育研究施設を設
置。同施設において、技術移転、
ベンチャー設立の可能性の高い共
同研究に対して、中期目標期間中
累計３６件程度を学内公募プロジ
ェクト方式により、研究スペース
等を提供。 

 

【７６-２】 
②産学リエゾン共同研究センターが
技術移転、ベンチャー設立の可能性
の高い共同研究を支援する学内公
募プロジェクトは、全学プロジェク
トの位置づけとして支援体制を強
化し、年間１０件以内を採択して支
援。 

 

 
技術移転、ベンチャー設立の可能性の高い共同研究等に対し、学内公募プロジェク

ト方式により、共同研究プロジェクト５件、創業支援プロジェクト１件、ベンチャー
支援プロジェクト３件の計９件を新規採択した。(継続課題を含め２２件) 
このうち、共同研究と創業支援の両プロジェクト１５件には総額３，６００万円の

研究費を、ベンチャー支援プロジェクト６件には研究スペースを提供し研究活動を支
援した。(件数には継続課題を含む) 
また、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーにおける事業の見直しを行い、１８年

度から学内公募方式により、ＶＢＬ研究プロジェクト及びＶＢＬ教育支援プログラム
を立ち上げ、ＶＢＬ研究プロジェクト８件、ＶＢＬ教育支援プログラム９件を採択し、
研究経費及びスペースの支援を行った。 

 
 
【７７-１】 
③研究者の活動情報を収集・管理・公
開する研究者情報システムのさら
なる強化・充実を図る。 

  また、研究成果の効果的な発信の方
策について検討。 

 

 
※研究者情報システムについては年度計画【１８７－２】の『計画の実施状況』参
照 

また、研究成果の発信による学術文化の振興・普及と教育水準向上への貢献等に資
するため、１９年度に出版会を設立することを決定し、準備を開始した。 

 

【７７】 
②学内学術情報基盤の整備を図る。
また、研究成果の内外への発信体
制を整備し、教員情報システム、
学術論文データベース等研究情報
の受発信の促進を図る。 

【７７-２】 
④附属図書館において、学術論文デー
タベース等研究情報の受発信を促
進。 

 
国立情報学研究所の委託事業｢次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業｣により、学

位論文等の学内の研究成果等に関するデータ整備を行い、これを学術機関リポジトリ
(つくばリポジトリ)として再構築し、学術コンテンツの整備・拡充並びに学内外から
の視認性の向上を図った。 

 

○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策 

【７８】 
①各研究者・研究組織の研究水準・

【７８，７９】 
  各研究者・研究組織の研究の水準・

 
※年度計画【３０６，１８７－２】の『計画の実施状況』参照 
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成果に関する具体的事項、数値に
関する目標を定め、全学の推進体
制のもとに外部評価を組み入れた
新たな評価システムを整備。 

【７９】 
②各研究者・研究組織の情報の収
集・管理を行うシステムの構築を
図り、客観的データを基に評価を
行うとともに、評価結果を各研究
者・研究組織にフィードバック。 

 

成果の検証と研究活動の活性化に資
する評価システムを構築。 
そのため、平成１６年度に構築し、

平成１７年度に整備を進めてきた研
究者情報システムについて、入力・公
開率の向上によるさらなる充実を図
る。 
 

 

 
 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(2) 研究に関する目標 
② 研究実施体制等の整備に関する目標 

 
中
期
目
標 

世界的に評価されている研究及び成果が期待できる萌芽的研究に資源を重点
配分して、研究面の個性化を図る。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○適切な研究者等の配置に係る具体的方策 

【８０】 
①各研究科の学生定員を踏まえ、必
要な教職員を配置。さらに、本部
の戦略的計画に基づき、必要に応
じて学内研究拠点(センター、プロ
ジェクト等)に教職員を配置。教員
定員の一部については任期制と
し、その拡大を図る。 

 

【８０】 
①各学群、各研究科の学生定員等を踏
まえ、教職員の配置の見直しを実
施。また、各組織の教育・研究の特
性を踏まえつつ、テニュア・トラッ
ク制の導入及び任期制の適用拡大
を推進。 

 

 
※年度計画【２７５-１】の『計画の実施状況』参照 

 

【８１】 
②日本学術振興会特別研究員等の受
入れ及び外部資金による若手研究
者の雇用を積極的に促進。 

 

【８１】 
②日本学術振興会特別研究員等の受
入れ及び外部資金による若手研究
者の雇用を積極的に促進。 

 

 
日本学術振興会特別研究員への申請を奨励し、その受け入れを積極的に行った。 
〔18年度雇用実績〕 

      日本学術振興会特別研究員   ４３名 
   産学官連携研究員       ６６名 
   研究員(科学研究)       ３４名 
   研究員(COE)          ３９名 
   研究員            ４６名 
 

【８２】 
③研究の活性化及び若手研究者の育
成を目的として、ＲＡ等を効果的

【８２，８３】 
③ＲＡや博士特別研究員等を効果的
に配置。 

 
ＲＡや博士特別研究員等は、研究指導に効果的に活用するため、重点研究分野を中

心に配置した。また、ＲＡ雇用に係る取扱い(外部資金による雇用を含む。)を整備し、
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に配置。 
 

【８３】 
④研究の必要に応じ、博士特別研究
員、科学技術振興研究員等の非常
勤研究員を効果的に配置。 

 

 
 

より効果的な雇用のための仕組みを整えた。 
〔18年度雇用実績〕 

      ＲＡ                    １０４名 
      博士特別研究員        ４５名 
      研究機関研究員        １１名 
 

○研究資金の配分システムに関する具体的方策 

【８４】 
①研究資金が運営費交付金等の基盤
的研究資金と外部からの競争的研
究資金によるデュアルサポートシ
ステムであることを前提に、大学
として基盤的研究資金の十分な確
保と競争的研究資金の更なる獲得
増を図る。 

 

【８４】 
①競争的資金等、外部資金獲得の奨励
活動を推進するとともに、より効果
的・効率的な事務サポート体制を確
立。 

 
 

【８５】 
②基盤的研究資金については、学内
的に研究評価に基づく配分システ
ムを確立し効果的に配分するとと
もに、萌芽的研究や新規研究分野
の育成等のため、戦略的に配分。 

【８５】 
②限られた研究資源(研究資金・人
員・スペース)を効率的かつ効果的
に活かし、研究の活性化を図るため
の新たな戦略的研究支援システム
を構築し、その具体的な施策の着実
な実施を図る。 

 

 
※年度計画【１７８-２，２９０】の『計画の実施状況』参照 

 
 

【８６】 
③間接経費等大学全体の共通経費
を、大学全体の研究環境及び研究
支援環境の改善や戦略的計画に投
入するとともに、評価に基づき研
究組織への再配分を実施。 

 

【８６】 
③間接経費等大学全体の共通経費は、
大学全体の研究環境及び研究支援
環境の改善や戦略的計画に投入。 

 

 
※年度計画【１８０，１８２】の『計画の実施状況』参照 

 

【８７】 
④研究スペースの一部について受益
者負担による有料化を導入し、研
究スペースの流動性を確保すると
ともに、得られた収入を研究環境
の維持向上等に充当。 

 

【８７】 
④総合研究棟、共同研究棟及び総合研
究棟の移行跡地等における全学共
用スペースを効率的に運用すると
ともに、共用スペース利用者からの
使用料により確保された資金によ
る施設整備を実施。 

 

 
※年度計画【３２４，３２５-１】の『計画の実施状況』参照 

 

○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策 

【８８】 
①大学として重点を置く研究分野及
び競争的研究資金を獲得した研究
分野に対応する研究設備を中心に
整備を図る。 

【８８】 
①大学として重点を置く研究分野及
び競争的研究資金を獲得した研究
分野に対応する研究設備を中心に
整備。 

 
教育研究用設備の有効活用及び整備等の促進のため、設備整備の現状、課題及び今

後の取組みのあり方等に関する｢筑波大学教育研究用設備整備に関するマスタープラ
ン｣を取りまとめた。 
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  ※重点及び戦略的経費については年度計画【１８２】の『計画の実施状況』参照 
 

【８９】 
②高度な情報処理基盤等、学内共同
利用の研究基盤の整備を図る。 

 

【８９】 
②高度な情報処理基盤等、学内共同利
用の研究基盤の整備を図る。 

 

 
※年度計画【１０２～１０４】の『計画の進捗状況』参照 

 

【９０】 
③老朽化した基盤的研究設備の整備
を図る。 

 

【９０】 
③施設の老朽化、狭隘の計画的解消を
図るため、施設マネジメントをさら
に推進。 

 
※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

   

【９１】 
④設備の共同利用等、有効利用の促
進と設備管理システムの整備を図
る。 

【９１】 
⑤総合研究棟、共同研究棟及び総合研
究棟の移行跡地等における全学共
用スペースを効率的に運用。 

 
  ※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

【９２】 
⑤研究設備の陳腐化を避ける等の目
的でリース方式及びレンタル方式
を活用。 

 

【９２】 
④リース方式の整備について導入を
検討し、可能なものについて実施を
図る。 

 

 
設備のリース方式による整備を検討し、１９年度に行う基幹ネットワークに係る機

器整備においてリース方式を活用することとした。 
 

【９３】 
⑥総合研究棟等を中心に全学共用研
究スペースを設置し、研究スペー
スの流動化を図るなど研究環境を
整備。 

 

 
※年度計画【３１４】に対応 

 
  ※年度計画【３１４】の『計画の実施状況』参照 

○知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策 

【９４】 
①知財統括本部を置き、技術移転機
関(ＴＬＯ)との連携及び外部専門
家の活用による知的財産の適切な
管理・活用を推進。中期目標期間
中に累計３００件程度の発明届出
を目指す。 

 

【９４】 
①知的財産統括本部において、知的財
産の創出・取得・管理・活用までを
一体的に行い、知的財産の活用を通
じて研究成果を社会に還元。 

 

 
１９年３月３１日現在、１３２件の発明届に対し、知的財産統括本部が技術移転機

関(ＴＬＯ)と連携して審査・評価を行い、６９件を大学帰属の特許として権利を承継
した。なお、中期計画期間における発明届の累計は３６６件になり、中期計画の目標
数(３００件)を達成した。 

   
※知的財産の活用に伴う収入については、年度計画【２９８】の『計画の実施状況』
参照 

 
【９５】 
②知的財産の効率的かつ効果的な管
理・活用を目指し、新たな職務発
明規則の制定及び発明補償制度を
創設し、平成１６年度から実施。 

 

【９５】 
②知的財産統括本部において、利益相
反マネジメントに配慮しつつ、積極
的な技術移転及び大学発ベンチャ
ー創出を支援。 

 

 
※年度計画【７６－１】の『計画の進捗状況』参照 

○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策 

【９６】 
①各組織及び各教員に関する評価シ

【９６，９７，９８，９９】 
  各研究者・研究組織の研究の水準・

 
※評価システムについては年度計画【３０６】の『計画の実施状況』参照 
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ステムを導入。 
 
【９７】 
②評価基準、評価手順を明確化し、
評価プロセスの透明化を図る。 

 
【９８】 
③各組織及び各教員が行う自己点
検・評価及び学外者による評価等、
多角的に研究活動を検証。 

 
【９９】 
④評価に基づく組織転換システム、
教職員定員・研究費・スペース等
の資源配分システムの整備。 

 

成果の検証と研究活動の活性化に資
する評価システムを構築。 
そのため、平成１６年度に構築し、

平成１７年度に整備を進めてきた研
究者情報システムについて、入力・公
開率の向上によるさらなる充実を図
る。 
 

 
※研究者情報システムについては年度計画【１８７-２】の『計画の実施状況』参
照 

 
 

○全国共同研究に関する具体的方策 

【１００】 
①全国共同利用施設として物理学を
中心とする計算科学と計算機科学
の応用に関する先進的研究を行う
ための計算科学研究センターを設
置し、研究推進に必要な高度計算
設備及び施設の整備を図る。全国
共同利用施設においては、その設
置目的に照らして、学外の研究機
関から招聘する共同研究者に対し
ても学内者と同等の研究環境を保
証。 

 

【１００】 
①計算科学研究センターにおいて全
国共同利用施設に相応しい研究を
推進するとともにそれに必要な体
制を整備。 

 

 
特別教育研究経費(拠点形成)による｢計算科学による新たな知の発見・統合・創出｣

事業は、２年目を迎え、本事業の中心となる超並列クラスタ計算機PACS-CSの開発が
順調に進められた。 
PACS-CSは、１８年７月には部分的に稼動を開始し、８月の基本試験を経て９月か

らは素粒子分野、物質生命分野、気象分野を中心とする実計算を開始するとともに、
共同利用を実施するための検討を行い、１９年度には共同利用体制を整備することと
した。 

【詳細は資料１０参照】

【１０１】 
②国内外の研究機関との連携を深
め、共同研究等の推進を図る。特
に、プラズマの研究に関しては、
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構核融合科学研究所との連携
を強めて、双方向型共同研究等を
推進するとともに、全国共同利用
研究のための整備を図る。 

 

【１０１】 
②プラズマ研究センターにおいて、大
学共同利用機関法人自然科学研究
機構核融合科学研究所との連携を
強めて双方向型共同研究等を拡
充・推進。 

 

 
１７年度に締結した本学と自然科学研究機構間の協定書に基づく双方向型共同研

究を具体化すべく、１MW級の大電力ジャイロトロンの共同開発・供給を開始した。 
また、世界最大のタンデムミラー型プラズマ閉じ込め装置ガンマ１０を用いて、電

位・電場生成によるプラズマの高閉じ込め・高温化の実証、電場シアーによるプラズ
マ安定閉じ込めの研究等を着実に推進し、飛躍的な成果を得るとともに、これらの成
果を学会誌、国際会議で発表し、国内外から高い評価を受けた。 

 

○学内共同研究等に関する具体的方策 
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【１０２】 
①学内共同教育研究施設として、先
端的学際研究分野、ＤＮＡ解析等
遺伝子実験に関する研究分野、大
学の機能や国際的教育開発に関す
る総合研究分野等に研究施設を設
置。さらに、分野等の特性に応じ
て、国際、国内、地域の各レベル
で関係機関等との連携を図る。 

 

【１０２】 
①先端学際領域研究センター、遺伝子
実験センター、大学研究センター、
教育開発国際協力研究センター、北
アフリカ研究センター、学際物質科
学研究センター等、学内共同教育研
究施設において学内関連組織及び
学外関連機関との連携を図り、それ
ぞれの領域の研究を一層推進。 

 
【１０３】 
②産学官共同研究支援、学術情報サ
ービスに関する分野等に学内共同
教育研究施設を設置。 

 

【１０３】 
②産学リエゾン共同研究センター、学
術情報メディアセンター、研究基盤
総合センターにおいては、それぞれ
の役割に応じた研究支援活動を一
層推進。 

 
【１０４】 
③先端医療分野、国際・地域・環境
に関する総合的な分野等、本学の
特色となる研究分野について研究
体制の一層の整備を図る。 

【１０４】 
③教育開発国際協力研究センターに
おいては、関係組織と連携した国際
教育研究活動を一層推進。 

 

 
学内共同教育研究施設は、学内関連組織及び学外関連機関と連携を図りつつ、研

究活動及び研究支援活動を以下のとおり推進した。 
【先端学際領域研究センター】   

１８年度に新たに５つのプロジェクトを加え、２２件のＴＡＲＡプロジェクトに
よる研究を実施するとともに、特別教育研究経費による｢先端学際領域研究創出事
業｣を推進 

【遺伝子実験センター】 
  遺伝子組換えユーカリの隔離圃場試験(産学連携)を継続実施するとともに、外部
資金により遺伝子組換え植物育成・栽培・試験用の新たな隔離圃場１場及び特定網
室１棟を設置し共同利用を開始 

【大学研究センター】 
大学改革に資する研究を行うとともに、高等教育に関する話題や研究上の課題に

ついて学外の研究者等を招いて公開研究会を２回実施 
【教育開発国際協力研究センター】 
  年度計画【１２５-１】の『計画の進捗状況』参照 
【北アフリカ研究センター】 
  年度計画【１２６】の『計画の進捗状況』参照 
【学際物質科学研究センター】 
  物質創成、融合物性、ナノ制御の三分野のそれぞれ２つのコアによる研究を実施
するとともに、特別教育研究経費による｢学際的連携融合による物質科学研究創出
事業｣及び｢アトミックテクノロジー創出事業｣を推進 

【産学リエゾン共同研究センター】 
  年度計画【７６】の『計画の進捗状況』参照 
【学術情報メディアセンター】 
  年度計画【４２，４３】の『計画の進捗状況』参照 
【研究基盤総合センター】 

応用加速器部門、低温部門、分析部門、工作部門において、幅広い学内教育研究
支援活動を展開するとともに、特別教育研究経費による｢高度制御量子ビーム応用
研究創出事業｣を推進 

【アイソトープ総合センター】 
放射性同位元素及びエックス線装置等の管理について、全学的に指導・助言・支

援及び放射線障害の防止に関する安全教育を実施するとともに、生物及び理・工学
系の幅広い研究者が放射性物質や放射線を取り扱う共同利用施設として維持・管理
を実施 

 

○大学院・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項 

【１０５】 
①担当副学長を置き、研究実施体制
を統括。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
担当副学長は、研究戦略室の機能を活用しつつ、研究実施体制の整備・充実に関す

る事項を統括している。(具体的施策は各項目に記載) 
 

【１０６】 
②学術上の要請や社会的要請が強い
分野について、期限付き課題設定
型の特別プロジェクト研究組織を
設置。 

 

【１０６，１０７】 
①期限付き課題設定型の特別プロジ
ェクト研究や各種プロジェクト研
究による研究費・研究スペースの重
点配分等の方法により、研究を推
進。 

 
学内プロジェクト研究として個性的で優れた研究(３１課題)、及び特別プロジェク

ト研究として、本学が特に推進すべき大型の融合領域研究３組織に対し、研究費・ス
ペース等を重点配分し、効果的な支援を行った。 
〔特別プロジェクト研究組織〕 
ナノサイエンス特別プロジェクト(H14～H18年度) 
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【１０７】 
③学内ＣＯＥとなるべき拠点を育成
するために、特別プロジェクト研
究や学内プロジェクト研究等の各
種プロジェクト研究等について
は、全学からの公募制による選考
と一定期間後の研究成果の評価を
実施。 

 

獲得性環境因子の生体応答システム特別プロジェクト(H14～H18年度) 
比較市民社会・国家・文化特別プロジェクト(H15～H19年度) 

 

【１０８】 
④新設する計算科学研究センターに
ついては、全国共同利用の附置研
究所への転換を図る。 

 
【１０９】 
⑤特に優れた研究実績を挙げ、国内
的・国際的な研究拠点となりうる
学内共同教育研究施設について
は、全国共同利用施設や附置研究
所への転換を視野に入れた整備拡
充を図る。 

 

【１０８，１０９】 
②計算科学研究センターにおいて全
国共同利用の附置研究所への転換
に向け検討。 

 

 
計算科学センターは、全国共同利用の附置研究所への転換を視野に入れ、科学技

術・学術審議会における全国共同利用の位置づけ等に関する審議を踏まえた検討を行
うとともに、１６年度の改組以降の活動について、外国人委員を含む評価委員会によ
る第三者評価を１９年度に受けることとした。 

 

【１１０】 
⑥研究科等からの要請による教員審
査、個人及び組織の業績評価を行
うほか、大学の発展に資する企画
提言機能を必要に応じて発揮する
組織として学系を設置。学系は、
専門的な学問分野を同じくする教
員で構成。 

 

【１１０】 
③研究科等からの要請による教員審
査、個人及び組織の業績評価を行う
ほか、大学の発展に資する企画提言
機能を必要に応じて発揮する組織
として学系を設置。学系は、専門的
な学問分野を同じくする教員で構
成。 

 

 
学系は、研究科等からの要請による教員審査、個人及び組織の業績評価、必要に応

じて大学の発展に資する企画提言などの機能を発揮している。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(3) その他の目標 
① 社会との連携、国際交流等に関する目標 

 
中
期
目
標 

有為な人材の育成や研究成果の創出等、教育研究を通じて社会に貢献するこ
とに加え、国際社会、地域社会、産業界との連携により、知的成果を積極的に
社会へ還元。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策 

【１１１】 
①地元自治体との連携・協力体制を
構築し、自治体のニーズに応じた
各種事業の充実。(高大連携、出前
授業、審議会委員の派遣等) 
特に地元つくば市とは、医療・福
祉・スポーツ等を中心に、過去５
年間で１６０件を超す連携活動を
更に充実・発展。 

 

【１１１】 
①包括協定を締結している茨城県及
びつくば市を中心とした自治体と
の連携・協力体制を活用し、新たな
ニーズや意見の収集に努めるとと
もに、地域連携推進体制を整備し、
積極的な情報収集及び発信を行い、
地域貢献事業を一層推進。また、茨
城県で開催される第１８回全国生
涯学習フェスティバル｢まなびピア
いばらき 2006｣の各種事業に参加
し、協力・支援等を行う。 

 

 
１８年８月に地域連携室を設置し、地域連携推進体制の強化を図るとともに、主と

して以下の地域連携事業を行った。 
①包括協定を締結している茨城県及びつくば市と定期的に協議会及び連携担当課
長会議を開催し、連携事業を推進 

②茨城県、つくば市、筑波研究学園都市に立地する研究機関や企業など116機関で
構成する筑波研究学園都市交流協議会の会長に学長が就任し、筑波研究学園都市
の活性化に向けた取組を強化 

③生涯学習体験教室、文教施設セミナー及び学園祭を｢まなびピアいばらき 2006｣
の参加事業に位置づけ、生涯学習の普及・推進に協力 

④教職員が行う社会貢献活動を全学的に支援するため、16年度に導入した社会貢献
プロジェクト制度を継続し、学内公募により、16件に対し合計約8百万円の支援
を行った。 

 
 

人間総合科学研究科において｢睡眠医学寄附講座｣(１７年４月～)、図書館情報メデ
ィア研究科において｢図書館流通センター寄附講座｣(１８年４月)を開設した。また、
人間総合科学研究科において、１９年度から｢ＪＡ茨城県厚生連生活習慣病学寄附講
座｣を開設することを決定した。 

【１１２-１】 
②特定の領域の教育研究を推進する
ために寄附講座を設置。 

 

 
【１１２-２】 
③社会のニーズを捉えた公開講座を
実施。 

 

 
公開講座は社会のニーズを捉えた５８の講座を実施した。 

  〔18年度実施状況〕 
   ・一般公開講座(スポーツ教室、芸術教室、健康保健教室、教養講座) 
      ２６講座実施  受講者   ８０３名 

・現職教育講座 
      ３２講座実施  受講者 ２，１３９名 
 

【１１２】 
②社会のニーズを捉えた公開講座の
開設等、社会サービスを積極的に
推進。 

  
全国の小・中・高校生を対象に、自然や科学への関心と芽を育むことを目的として、

朝永振一郎博士生誕１００年記念｢科学の芽｣賞を実施した。 
また、本学を主会場とする｢物理チャレンジ2007｣及び｢第 20回国際生物学オリンピ

ック大会(IBO2009)｣の開催に向けた準備を行った。 
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【１１３】 
③附属図書館や体育施設などの地域
開放を推進。 

 

【１１３】 
④図書館における学外者に対する閲
覧、複写サービスの提供。また、展
示会など図書館公開事業を実施。体
育センターにおいては、地元自治体
やスポーツ団体等に施設を積極的
に開放。 

 

 
附属図書館においては、学外者に対する閲覧、貸出、文献複写等のサービスを行っ

た。また、公開事業として、企画展｢中国三大奇書の成立と受容｣(入場者１，８００
人)及び常設展を企画した。        
また、地元自治体やスポーツ団体等に対し施設を積極的に開放(２３施設３５０件)

するとともに、全日本大学女子選抜駅伝を誘致し、筑波研究学園都市のＰＲとスポー
ツ振興に貢献した。 

 

○産学官連携の推進に関する具体的方策 

【１１４】 
①キャンパス・インキュベーション
や企業との共同研究を促進するた
め、専用施設の整備と共同研究資
金確保のための学内システムの整
備を図り、共同研究、受託研究件
数の増加を図る。(中期目標期間
中：共同研究累計４５０件、受託
研究累計９００件程度) 

 
【１１５】 
②知財統括本部の設置により、リエ
ゾン機能を強化。 

 

【１１４，１１５】 
①知的財産統括本部において、知的財
産の保護、産業界への技術移転を推
進するとともに、学内シーズの発
掘、企業ニーズとのマッチングを推
進することにより、共同研究及び受
託研究の件数の増加を図る。 
また、インターンシップを積極的に
推進するなど、産学連携による人材
育成を推進。 

 

 
つくばインターンシップ・コンソーシアム(ＴＩＣ)において、参加企業の開拓や参

加学生の募集を行い、マッチングからインターンシップ実施へと活動を展開し、産学
連携による人材育成を推進した。 
 
※知的財産統括本部の取組については年度計画【９４】の『計画の進捗状況』参照

   
※共同研究、受託研究の実績については年度計画【２９２】の『計画の実施状況』
参照 

   
※共同研究の間接経費導入については年度計画【１８０】の『計画の実施状況』参
照 

 

【１１６】 
③公的研究機関との共同研究体制を
強化・促進。 

 

【１１６】 
②公的研究機関との共同研究体制を
強化・促進。 

 

 
国の次世代スーパーコンピュータプロジェクトの開発主体である理化学研究所と

１８年９月に｢｢最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用｣プロジェクト
推進のための連携・協力に関する基本協定｣を締結し、次世代スーパーコンピュータ
の基本概念設計の検討に参画した。 
また、国土技術政策総合研究所と共同研究やインターンシップ等の幅広い分野での

組織的な連携体制構築について合意し、１９年４月の包括的な連携・協力協定締結に
つなげた。 

 

○国公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策 

【１１７】 
①筑波研究学園都市における中核的
な大学として、地域の各種研究機
関との連携を図る。また、広域的
に諸大学等との各種連携体制及び
支援体制の整備拡充を図る。 

 

【１１７】 
①筑波研究学園都市における中核的
な大学として、連携大学院方式等を
通じて、地域の各種研究機関との連
携を推進。 

 
 

 
※連携大学院については年度計画【１９６】の『計画の実施状況』参照 
 
第３期科学技術基本計画決定の機会を捉え、内閣府とともに｢第３期科学技術基本

計画に関する講演会｣を主催し、科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議議員等と
筑波研究学園都市各機関の研究者との対話・交流の場を設けた。 

 
【１１８】 
②学内外の教育関係機関等の教職員
を対象としての研修会等を積極的
に推進。 

【１１８】 
②大学研究センターにおける国公私
立大学事務職員に対するセミナー
や図書館職員長期研修など、学内外
の教育関係機関等の教職員を対象

 
附属図書館においては大学図書館職員長期研修、大学研究センターにおいては大学

職員の能力開発を目的とする短期集中公開研究会を実施するなど、学内外の教育関係
機関等の教職員を対象とした研修会を実施した。 
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とした研修会等を実施。 
 

【１１９-１】 
③ビジネス科学研究科において、大阪
大学等と協力してＳＣＳを利用し
た合同授業を企画・実施。 

 

 
ビジネス科学研究科(東京地区)において、ＳＣＳを利用した合同授業｢トップレク

チャー｣を５日間に渡り実施し、小樽商科大学、京都大学、大阪大学、琉球大学、筑
波大学本校に配信した。 

 

【１１９】 
③他大学との連携協力による授業の
実施及び教育研究基盤の整備等に
ついて検討。 

 
【１１９-２】 
④下田臨海実験センター等本学が保
有する施設・設備を国公私立大学に
開放するなどの連携を推進。 

 

 
本学が保有する施設・設備を国公私立大学等に積極的に開放し、連携を推進した。
①下田臨海実験センターでは、授業や臨海実習を目的に延べ２，６４３人が利用 
②菅平高原実験センターでは、野外実習等を目的に延べ８０４人が利用 

 

○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策 

【１２０-１】 
①新たに国際連携に関する事項を担
当する学長特別補佐を置き、平成
１７年度に作成したポリシーペー
パーに基づく国際連携を強力に推
進。 

 

 
１８年４月に配置された学長特別補佐(国際連携担当。国際連携室長を兼務)のも

と、国際連携室に各種専門部会を設置して、国際連携ポリシーに掲げる各種国際連携
方策の実施に向けて検討を行うとともに可能なものから実施した。(具体的施策は各
項目に記述) 

 

【１２０】 
①国際交流協定の質の充実と協定校

(平成１５年度：２７ヶ国・９５機
関)の拡大。 

【１２０-２】 
②国際交流協定の協定校を拡大する
とともに、拠点となる協定大学や研
究機関を選定し、積極的な交流活動
を展開。 

 

 
研究者や学生交流等を積極的に展開するため、国際交流協定の協定校を１７機関増

加させた。 
３３カ国１１２機関(１８年４月１日現在)  
→ ３９カ国１２９機関(１９年３月３１日現在) 

 
【１２１】 
②国際交流事業資金の充実。 
 

【１２１】 
⑤学生の国際交流を促進する筑波大
学研究教育振興助成基金を創設。 

 
留学生交流の推進等を図るための筑波大学研究教育振興助成基金の創設を決定し

た。 
 

【１２２】 
③ＵＭＡＰ単位互換方式の導入、留
学生受入体制の充実。 

 

【１２２-２】 
⑥ＵＭＡＰのＵＣＴＳによる単位互
換に向けた計画の作成及び協定校
等に対する調査を実施。 

 

 
ＵＭＡＰの単位互換方式(ＵＣＴＳ)の利用に関する条項をカリフォルニア大学と

の協定書に明記するとともに、関係教育組織に対して同方式の利用を推進するよう働
きかけ、ＵＭＡＰの単位互換方式を導入した。 

 
【１２３-１】 
③学術研究情報や留学情報の収集、発
信を行うとともに、優秀な留学生・
研究者の確保、共同研究の推進、日
本語教育の海外展開等を図るため
の海外拠点を設置。 

 

 
チュニジア共和国に本学初の海外拠点となる｢北アフリカ・地中海連携センター｣を

開設した(１８年４月)。また、１９年６月を目途にウズベキスタン共和国タシケント
国立東洋学大学内に｢中央アジア国際連携センター｣を設置すべく準備を行った。 

 

【１２３】 
④海外の優れた研究機関等との連携
による国際共同研究の推進。 

 
 

 

【１２３-２，１２４-２】 
④国際連携プロジェクト(招へい・派
遣・イベントフォーラム)を推進し、
研究者交流、国際会議・シンポジウ

 
学内公募型の国際連携プロジェクトとして、招へい５件、派遣(長期・短期)９件、

イベント・フォーラム形成３件を採択し、教職員・研究者の交流や優れた国際連携に
対する取組を支援した。 
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ムの開催等への支援を実施。 
 

なお、同プロジェクトの招へいは、経費の弾力的な運用により真に国際連携の推進
に資する候補者を選考するため、１８年度から長期・短期の区分による募集を一本化
して実施した。 

 
【１２３-３】 
⑦海外の優れた研究機関等との連携
による国際共同研究の推進。 

 

 
学内各組織における国際共同研究の推進、特にグローバルＣＯＥへの対応等大学と

して戦略的に取り組むべき大型共同研究に対する支援方策を検討した。 
 

【１２４】 
⑤国際会議等の開催を拡充し、研究
情報の交換及び学生・研究者の相
互交流を促進。 

 

【１２４-１】 
⑧国際会議等の開催を拡充し、研究情
報の交換及び学生・研究者の相互交
流を促進。 

 

 
国際連携プロジェクト(イベント・フォーラム形成)により、本学が主催する国際会

議等の開催を支援した。また、国際連携室セミナーを開催し、教職員に対し国際会議
開催時のノウハウや支援事業の紹介等を行った。さらに、１８年１１月に東アジア研
究型大学協会(AEARU)の｢第８回分子生物学・生物工学ワークショップ｣を主催し、研
究情報の交換や研究者・学生交流の促進を図った。 

 

○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策 

【１２５-１】 
①教育開発国際協力研究センター及
び農林技術センター等において、国
際協力機構及びユネスコ等を通じ
た発展途上国等への専門家の派遣
及び招へい並びにセミナー等の開
催、国際共同研究を積極的に推進。

 

 
教育開発国際協力研究センターにおいては、文部科学省拠点システム構築事業｢国

際教育協力イニシアティブ｣２件、JICAとの連携融合事業｢国際教育協力に係る教材開
発｣、APEC 人材育成 ワーキンググループによるプロジェクトを実施するとともに、
ホンジュラス国立教育大学・インドネシア教育大学・バンヤルカ大学と部局間交流協
定を締結した。 
農林技術センターにおいては、日本ユネスコ国内委員会との共催による筑波アジア

農業教育セミナーを開催し、アジア地域の農業教育及び農業研究に対する国際協力を
推進した。 

 

【１２５】 
①独立行政法人国際協力機構、世界
銀行等の国際関係機関を通じた教
育研究協力及び研究開発の推進。 

 

【１２５-２】 
②人文社会科学研究科が運営する世
界銀行等と連携した発展途上国の
若手リーダー養成プログラムを積
極的に推進。 

 

 
人文社会科学研究科国際政治経済学専攻において、世界銀行、アフリカ開発銀行、

米州開発銀行からの奨学寄附金により、発展途上国における経済政策助言者及び管理
者を養成するためのプログラムを実施している。１８年度は第６期生１４名全員が修
士号を取得した。 

 
【１２６】 
②本学が教育研究の対象としている
地域に関する農業、情報、文化等
幅広い分野にまたがる教育研究と
それを通じた各種協力の推進を図
る。 

 

【１２６】 
③北アフリカ研究センターにおいて、
北アフリカ地域への多方面からの
支援方策を学術的に研究。 

 
 

 
北アフリカ研究センターでは、JICA研修生を受け入れる等、特にチュニジアのバイ

オと環境関連の研究者に対する教育活動を行った。また、JBICとの契約プロジェクト
として、３０名のチュニジア学生を日本の大学の博士課程へ奨学生として受け入れる
ため、マッチング作業を行った。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(3) その他の目標 
② 附属病院に関する目標 

 

中
期
目
標 

患者の希望を尊重し、十分な理解の元に、最適な医療を安全かつ快適な環境
で提供するとともに、次世代を担う医療人の育成と新しい医科学の開発・研究
を推進。 
また、地域の中核医療機関として社会に貢献し、国民の理解とともに歩む医

療の運営を推進。 
 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○医療サービスの向上に関する具体的方策 

【１２７】 
①診療グループ中心の診療体制を再
編し、先端医科学の技術応用、複
数診療領域の連携、地域・社会と
の連携、予防医学・生体機能の維
持、研究開発への特化等を特徴と
した診療機能をセンターとして整
備。 

 

【１２７】 
①地域医療連携センターに関わる院
内体制の整備。 

 

 
地域医療連携を推進するため、地域医療連携センターにおいて他病院等から５０４

件(前年度：257件)の患者紹介を受け入れるとともに、近隣医療機関及び関係機関に
｢診療案内｣を配付し、連携強化を図った。 
また、難病相談・支援センターにおいて、地域で療養する難病患者及びその家族等

の療養上・生活上の悩みや不安軽減等のための相談・支援(６３３件)を行うとともに、
講演会を３回開催した。 

 

【１２８】 
②専門外来及び病診・病病連携を基
盤とする外来診療体制の整備。 

 

【１２８】 
②病診・病病連携等による外来診療体
制の整備。 

 

 
地域等との医療の連携に関し迅速な対応ができるように｢外来診療マニュアル｣を

作成し、各診療グループの対応を明確化した。 
 

【１２９】 
③医療の質の向上と安全管理の充
実。 

 

【１２９】 
③医療の質の向上と安全管理の充実。
 

 

 
以下の取組により医療安全対策を充実させた。 
①医療事故防止マニュアルの改訂 
②医療安全ニュースの発行 
③病院長等をリーダーとする院内巡視(１８回実施) 

 
【１３０】 
④患者の理解支援と情報提供のため
のサービス充実。 

 

【１３０】 
④セカンドオピニオン外来の充実。 

 
 

 
専任の担当者を配置し、２３の診療科において１３４件(前年度：１２診療科４６

件)のセカンドオピニオン外来を実施した。 
 

○良質な医療人養成の具体的方策 

【１３１】 
①医師及びコ・メディカルの卒前・
卒後・生涯教育を体系的に実施す
るための総合的な臨床教育研修体
制の整備を進め、資質の向上を図
る。 

 

【１３１】 
①卒後臨床研修における｢筑波大学附
属病院初期研修プログラム｣及び
｢筑波大学附属病院後期研修プログ
ラム｣の充実。 

 

 
医師臨床研修プログラムについて、基本研修科目の内科・外科・救急(麻酔)と研修

場所(院内・院外)との組み合わせにより、従来Ａ～Ｅの５コースのサブプログラムに
分かれていたが、内科・外科に係る全期間について院内での研修を希望する研修医の
ニーズに合わせ｢Ｆコース｣を新設し、１９年４月から実施開始することとした。 
また、後期研修プログラム各養成コースの修了認定基準は、各養成コースに替わり

総合臨床教育センターが定め、附属病院ホームページの同センターのページで公開し
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た。 
 

【１３２】 
②教育研修の効果に対する評価シス
テムの確立。 

 

【１３２】 
②標準的救急蘇生法の普及。 

 
 

 
標準的救急蘇生法の普及のため、総合臨床教育センター実習室内に視聴覚教材(Ｄ

ＶＤ、シミュレーターソフト)を配備した。また、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)講習
会を実施し、１８年度は新たに１１２名が受講した。 

 

○研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための具体的方策 

【１３３】 
①学際連携による医・工等の先端技
術を利用した新たな医療技術の創
出及びトランスレーショナル・リ
サーチの推進を図る。 

 

【１３３】 
①学内の他分野や地域の研究機関と
連携して、遺伝子診断・治療を推進。

 

 
再発白血病に対する遺伝子治療を１例実施した。(累計５例) 

 

【１３４】 
②陽子線医学利用に関する研究施設
との協力による陽子線治療の推
進。 

 

【１３４】 
②陽子線医学利用研究センターと協
力して陽子線治療をさらに推進。 

 

 
１９０名(前年度231名)の患者に対して陽子線治療を行った。また、陽子線医学利

用研究センターに設置の陽子線治療設備が１８年９月に医療用具として承認された
ため、先進医療の届出準備を進めた。 

 
【１３５】 
③創薬の推進と治験管理体制の整
備。 

【１３５】 
③治験の受入れ体制の整備を図る。 

 
高い治験実績を持つ関東地区の国立大学６病院が、国際共同治験の受入れを視野に

対等な立場で連携することで、実施体制の効率化、標準化を目指す｢大学病院臨床試
験アライアンス｣に参加し、治験の受入体制を強化した。また、医師主導の治験にも
対応でき、効率的運用を図れるよう標準業務手順書を作成中である。 

 

○経営の効率化に関する具体的方策 

【１３６】 
①病床稼働率の向上と平均在院日数
の短縮等により、病院収入の増加
を図る。 

 

【１３６】 
①病床稼働率を維持しつつ、平均在院
日数の短縮化に取り組み、病床回転
数の向上等に伴う診療単価の上昇
による病院収入の確保を図る。 

 

 
※年度計画【２９６】の『計画の実施状況』参照 

【１３７】 
②手術、集中治療等の運用効率を上
げるため、看護師等の適切な配置
を図る。 

 

【１３７】 
②手術部等への麻酔医等の増加を図
る。 

 
診療実績に応じた看護師配置及び診療体制の向上に向けて、病院医師(５人)、医員

(１３人(うち麻酔科３人))、看護助手(１４人)、コ・メディカル(３人)を増員した。
 

【１３８】 
③物流管理システムの構築、機器の
共用管理部門整備等による経営の
効率化を推進。 

 

【１３８】 
③物流管理システムの構築による病
院資源の効率的な予算執行を推進。

 
業務の効率化のため、新たにＪＡＮコード(商品識別コード)を加えた物品マスター

の更新整備を行うとともに、医薬品の購入価格の引下げと薬剤部の在庫量見直しを行
った。 

 
【１３９】 
④長期的視野に立脚した診療・経営
情報の専門的収集と分析を行う体
制の整備を図る。 

【１３９】 
④病床の効率的な運用のため、病床数
の見直しを実施。 

 

 
１７年度実績を踏まえて、各診療グループ配分病床数の見直しを行った 
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○適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策 

【１４０】 
①病院長の裁量による機動的かつ弾
力的な人事配置。 

 

【１４０】 
①病床稼働率を維持しつつ、平均在院
日数の短縮化を図り、病床回転数の
向上等に伴う診療単価の上昇によ
る病院収入の確保に向けた医員及
び看護助手の増員整備。 

 

 
病床稼働率の９０％台維持に向けて、各病棟間の看護師の弾力的な配置を検討し、

新看護体制(10対 1)等に対応した看護師の配置を行った。 
 
※医員及び看護助手の増員実績については年度計画【１３７】の『計画の進捗状況』
参照 

 
【１４１】 
②外部委託を含む業務の見直しを推
進。 

 

【１４１】 
②経営的、効率的な面を考慮した業務
の見直しについて、外部委託を含め
た検討を行うとともに、医療事務専
門職員を増員し、さらなる病院経営
の強化を図る。 

 

 
手術室における看護師の負荷業務の軽減化のため、洗浄業務を外部委託し、手術室

の有効利用による増収を図った。 
  また、メディカルソーシャルワーカーを１名増員し、在院日数の短縮に資する病
診・病病連携を充実させた。 

 

【１４２】 
③段階的症度別看護体制(ＰＰＣ)の
あり方を再検討。 

 

【１４２】 
③看護師の弾力的な配置を検討。 

 

 
※年度計画【１４０】の『計画の実施状況』参照 

○管理運営等に関する具体的方策 

【１４３】 
①病院長を専任とし、附属病院を管
理運営。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
【１４４】 
②病院長の権限・責任を明確にする
とともに、副病院長を置き病院長
の補佐体制を充実。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
附属病院長を病院の管理運営責任者として権限を明確にしている。 
また、附属病院長の職務を補佐するため、副病院長５名及び病院長補佐２名を配置

し、管理運営体制の強化を図っている。 

【１４５】 
③先端医療や地域との連携医療に対
応した病院の整備を図る。 

 

【１４５】 
①予算の範囲内において医療機器の
更新及び先端医療の提供に必要な
医療機器の新規導入を図る。 

 

 
医療の安全確保及び特定機能病院としての高度な先端医療の提供のため、経済的効

果も考慮の上、患者監視装置等を導入した。 
 

  【１４６-１】 
②診療情報の電子化及び画像情報を
中心とした地域医療機関との連携
システムの構築を図る。 

 

厚生労働省の地域診療情報連携推進事業(モデル事業)において、がん患者の緩和ケ
アの連携のため患者情報の共有を行い、医療機関間の連携強化を図った。 

【１４６】 
④診療情報の電子化と地域医療機関
とのオンライン情報交換の実現を
図る。 

 【１４６-２】 
③統合医療情報システムの整備を図
る。 

 

 
次期統合医療情報システムについては、画像のフィルムレス化や地域医療機関との

連携システム等を考慮し、仕様策定委員会を立ち上げて検討を行った。 
 

○附属病院の整備 
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【１４７】 
周産期総合医療センター等の診療

部門や診療支援部門等の整備を図
る。 
 

【１４７】 
  総合周産期母子医療センター(平成
１７年７月に周産期総合医療センタ
ーから改称)等の整備を図る。 

 
 

 
茨城県から総合周産期母子医療センターを中心とした地域内の新たな周産期医療

体制の整備事業の指定を受け(１８年９月)、効果的な連携体制の確保と周産期医療体
制の充実に向けた検討を行った。 
また、地域からの病理組織検査等の受託及び地域における病理医の育成等を目的と

した、つくばヒト組織診断センターを整備した。 
 

 
 
Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 
(3) その他の目標 
③ 附属学校等に関する目標 

 
中
期
目
標 

児童、生徒等の心身の発達に応じた教育の実践を通じ、大学の教育研究に積
極的に協力し、大学との連携をより強化。社会の要請や環境の変化に応じた附
属学校の在り方を検討し、初等中等教育改革を先導的に推進。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 

○学校運営の改善に関する具体的方策 

【１４８】 
①附属学校の管理体制の確立及び効
率化を図るため、附属学校の管理
機関として附属学校教育局を設
置。 

 

【１４８】 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 

 
管理機関としての附属学校教育局の設置により、各附属学校における組織、教育

課程、幼児・児童・生徒の在籍、教職員人事、施設等の管理を引き続き行うととも
に、教育長のリーダーシップの下、経費の重点執行を行うなど、戦略的な運営を行
った。 

 
【１４９】 
②障害の枠組みを超えた特別支援教
育体制の整備を図るため、障害教
育５校の機能的な統合を図り、附
属特別支援学校を設置。 

 

【１４９】 
  附属特別支援学校の設置に向けて、
｢障害教育５校・センター連絡協議会｣
において機能的な統合等について検
討を継続。 

 

 
｢障害教育５校・センター連絡協議会｣を｢附属特別支援学校構想検討委員会｣に発

展させ、附属特別支援学校の設置に向けた機能的な統合等について検討を行った。 
また、指導教員を中心に附属学校における特別支援教育コーディネーターの配置

方針等について検討を行った。 
 

○大学との連携・協力の強化に関する具体的方策 

【１５０】 
①大学との連携の下、附属学校の教
育・研究機能の発展・強化のため、
附属学校教育局に必要に応じ、教
科、領域、研究課題に対応した指
導教員を配置。 

 

【１５０】  
①指導教員を中心に附属学校の教育
研究活動への支援を強化。 

 

 
｢指導教員会議｣を設置し、定期的に附属学校の教育研究活動の状況を把握すると

ともに、その支援について検討を行った。 
 

【１５１】 
②大学と附属学校との連携を推進す
るため、附属学校教育局に大学・
附属学校連携委員会と学校別に連

【１５１-１】 
②大学の全学群と附属学校の連携に
よるキャリア教育に関する先導的
実践研究を実施。 

 
附属学校教育局の研究プロジェクトとして｢高大連携によるキャリア教育の有り

方に関する研究｣を立ち上げ、研究を開始した。 
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 携小委員会を設置。 
 【１５１-２】 

③特別支援教育研究センターを中心
として、附属学校と大学教員を連携
させた現職教員研修事業の整備に
努め、さらに拡充。 

 

 
特別支援教育研究センターに現職教員研修生６人を受け入れた。また、大学間連

携を基盤としたe－ラーニングによる現職教員研修の試行を開始した。 
 

【１５２】 
③特別支援教育に関する附属学校や
公立学校との連携協力のための体
制の整備を図り、特別支援教育と
教育相談を一層推進。 

 

【１５２】 
④地域の小・中学校等の障害のある児
童・生徒等への教育の支援に努め
る。 

 

 
地域の小・中学校等の障害のある児童・生徒への教育相談を実施した。 
教員養成ＧＰの一環として、指導主事、学校教員、スクールカウンセラー等を対

象とする講座｢子ども臨床｣を開催し、児童・生徒への支援について研修を行った。 

○附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策 

【１５３】 
特色ある選抜方法、入学定員、入

試問題等について、学校毎に検討組
織を設置するなど、入学者選抜を改
善。 

 

【１５３】 
※１８年度の年度計画なし 
 

 
特定の附属学校の通学区域見直しについて検討に着手した。 

 

○公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策 

【１５４】 
①附属学校の教員については、附属
学校教育局が公立学校との人事交
流を一元的に実施。 

 

【１５４】 
※１８年度の年度計画なし 

 
  円滑な人事交流の実現のため、個々の人事について交流の実現に努めるとともに、
これまでの検討を踏まえた新たな人事交流の問題点について協議した。 

【１５５】 
②各附属学校の特性や人事を踏ま
え、附属学校教育局が体系的に研
修を実施。 

【１５５】 
  平成１７年度に設置した｢附属学校
教育局研修委員会｣で初任者研修及び
１０年経験者研修等を企画・実施。 
 

 
附属学校教員のための｢１０年経験者法定研修｣、｢新任教員のための交流会｣を新

たに企画・実施するとともに、｢初任者研修｣、｢春期研修｣、｢夏期研修｣、｢新任管理
職研修｣、｢管理職研修｣を引き続き実施した。 
また、東京都が行う１０年経験者法定研修に連携協力し、附属学校を活用した７

つの講座を新たに開講した。 
 

○附属学校等の整備 

【１５６】 
①特別支援教育に関する実践的な教
育研究と関係学校に対する支援を
行うための体制の整備を図る。 

 

【１５６】 
①特別支援教育研究センターと関連
機関との連携を図り、同センターの
研究及び研修機能をさらに充実。 

 

 
特別支援教育研究センターと附属学校の連携による研究を推進し、その研究成果

を｢筑波大学特別支援教育研究｣に集録した。 
 

【１５７】 
②附属学校教育局と各附属学校の連
携による、現職教員を対象とした
リカレント教育を行うための整備
を図る。 

 

 
※年度計画【１５５】に対応 

 
  ※年度計画【１５５】の『計画の進捗状況』参照 
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【１５８】 
③学校教育研究に関する資料の整備
を図る。 

 

【１５８】 
②附属学校が所有する教育資料の整
備を引き続き実施。 

 

 
貴重史資料の選り分け・整理、複製の作成等を引き続き実施した。 

 

【１５９】 
④附属学校教員等の適切な配置を図
る。 

 

【１５９】 
③附属学校教員選考委員会において、
引き続き、附属学校における教員の
適正配置等を図る。 

 

 
  附属学校教員の後任補充を行うにあたり、在学する児童・生徒数や各附属学校か
らの要望等を考慮し、適正な教員配置を行った。 

 

【１６０-１】 
④安全対策マニュアルを引き続き検
証し、必要に応じ内容を改訂。 

 

 
※年度計画【３４２】の『計画の実施状況』参照 

【１６０】 
⑤幼児児童生徒の安全確保及び附属
学校の安全管理の徹底を図る。特
に幼児児童生徒の安全確保のため
に警備員の配置及び監視カメラの
設置等を図る。 

 

【１６０-２】 
⑤児童の通学途上における安全確保
の徹底を図る。 

 

 
※年度計画【３４２】の『計画の実施状況』参照 

○理療科教員の養成に関する具体的方策 

【１６１】 
特別支援学校(視覚障害領域)の理

療の教科を担当する教員養成のため
の施設を設置。 

 

 
※１６年度に実施済みのため、１８年
度の年度計画なし 

 
特別支援教育を推進するための教育職員免許法の一部改正に対応した新カリキュ

ラムを策定した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

 
 
１．教育方法等の改善 
 
○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況  
（1）本学の教養教育である共通科目(総合科目、外国語、体育、情報教育)について｢教

育企画室｣を中心に、それぞれのカリキュラム編成・指導方法の全面的見直しに着
手した。 

（2）特に中核的な科目である総合科目については、学生の履修状況調査の結果等を踏
まえ、従来の143科目の約半数を改編し、19年度に新たな方針に基づく144の科目
を開設した。 

（3）全ての共通科目について、学務システム(TWINS)の利用又はマークシート方式によ
り学生による授業評価を実施し、授業方法の改善に役立てた。特に総合科目につい
ては、全ての授業科目において評価結果を定量的に解析し学内外に公表した。 

 
○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況  
（1）学群・学類や研究科・専攻ごとに取り組んでいたＦＤ活動を全学レベルで強力か

つ組織的に推進するため、教育担当副学長の下に｢全学ＦＤ委員会｣を設置した。 
（2）全ての学群卒業生と大学院修了生を対象に、卒業式・修了式の日に学習環境・授

業内容・教職員の指導体制等についてアンケート調査を行った。いずれも約80％の
高い回収率となり、その結果を学内外に公表するとともに、それに基づく改善策の
検討に着手した。 

 
○ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況  
（1）英語力については、1年時終了時の本学独自の英語検定制度により全学統一基準で

測定し、本学が求める水準への到達度判定を行っている。 
（2）学類・専門学群の開設科目について、科目ごとに最低到達目標を設定するなど、

成績評価方法の改善を進めた。また、大学院についても、一部の専攻において 17
年度に導入したＧＰＡをさらに充実させた。 

 
○ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況  
（1）学士課程において、本学の教育目標、それを達成するための教育組織と方法、教

育の質を保証するためのシステム等から成る筑波スタンダードの骨格を作成した。
（2）大学院教育の高度化・実質化のため｢筑波大学グラデュエイト・キャリア・プラン｣

を策定し、デュアル・ディグリーやティーチングフェロー制度の導入を検討すると
ともに、大学院共通科目の19年度試行に向けた準備を行った。(19年度試行予定の
共通科目例：研究倫理、生命倫理、知的財産、サイエンスコミュニケーション) 

（3）学士課程及び大学院双方において本学の特色を活かして教育活動を実施するため、
公募型教育支援プログラムに積極的に応募し、全国トップクラスの採択数を実現す
るとともに、それらのプログラムを教育改善に活用した。 

 
○ 他大学等での教育内容、教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供の状況 

教養教育の質の向上において高い見識と豊富な経験を有する他大学の教授を特任
教授に委嘱し、他大学における成果を本学の教育企画に役立てた。 

 

 
２．学生支援の充実 
 
○ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための組織的取
組状況  

（1）学生サービスのワンストップ化を狙いとして、学生生活支援室・キャリア支援室
と学生部(学生生活課・就職課)による教職一体体制を整備するとともに、これら機
能を同一場所に配置した｢Student Plaza｣の設置を構想し、19年度設置につなげた。

（2）学士課程における学生支援に効果を発揮している学生担当教員制度の大学院への
導入を決定し、19年度より全研究科に学生担当教員を配置することとした。 

 
○ キャリア教育、就職支援の充実のための組織的取組状況  

現代ＧＰ｢専門教育と融合した全学生へのキャリア支援｣の実施初年度として、学年
進行に応じたキャリア科目を導入するとともに、本学独自の｢キャリアポートフォリ
オ｣制度を創設した。 

 
○ 課外活動の支援など学生の厚生補導のための組織的取組状況  

学群学生の約7割が参加する課外活動を教育の重要な一環に位置づけ、担当副学長
が参加して三系(文化・体育・芸術系)の学生代表者との｢課外活動連絡会｣や｢課外活
動団体リーダー研修会｣を実施し、課外活動の活性化を図った。 

 
３．研究活動の推進 
 
○ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況  

研究費配分について、｢学内プロジェクト｣制度の充実や外部資金獲得額の要素を取
り入れた積算方法の導入等により、競争的環境を醸成するとともに、本部が有する
特別配置枠による教員ポストの戦略的配分、活発な活動を行う教員及び組織への全
学共用スペースの優先配分等により、研究の活性化と研究力の強化を推進した。 

 
○ 若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況  
（1）新任・転入教員へのスタートアップ経費等の配分により若手教員を積極的に支援

した。 
（2）子育てを行う教職員に保育のための施設を提供することにより、職業生活と家庭

生活の両立を支援するため、18年 12月に｢筑波大学ゆりのき保育所｣を開所した。
 
○ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況  
（1）研究科・専攻やセンターによる日常的な研究活動に加えて、 

・5年の期限を付して教員ポスト・経費・スペースを優先的に配分する｢特別研究
プロジェクト｣組織 

・学際領域で外部委員による厳格な審査を課す｢ＴＡＲＡプロジェクト｣ 
等の本学独自の研究プロジェクト制度により、戦略的・柔軟に意欲的な研究を支
援・促進した。 

（2）世界最高水準に相応しい実績と本学の特色を活かした学際融合性などを有し、新
たな学術分野を切り開く教育研究組織へと発展させるべき拠点を育成するため、
｢戦略イニシアティブ推進機構｣を構想し、19年度創設に結びつけた。 
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○ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況  
（1）研究助成情報、競争的研究資金一覧、産学連携情報等をホームページに掲載す

るとともに、重要情報については関連研究者に個別に注意喚起を行い、競争的
研究資金獲得を促した。  

（2）17年度に構築した｢新たな戦略的研究支援システム｣により、研究者の成長・研
究の発展ステージに応じた研究支援を行った。  

（3）財務会計システムの改善の一環として実施した、予算項目の大幅簡素化により、
研究費をより使いやすいものとした。  

（4）大学の研究活動への信頼を確保するため、｢研究の公正な推進のための研究者
行動規範｣を制定し、研究者倫理の重要性について学内外に示すとともに、｢研
究公正規則｣を制定し、不正行為の申立窓口の設置、事実の認定、措置等につい
て定めた。 

 
４．全国共同利用の推進 
 
 （※資料10参照） 
 
５．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進 
 
○ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、地域
活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況  

（1）地域連携室を設置し、茨城県やつくば市と締結している包括連携協定に基づく
地域連携事業をさらに促進した。  

（2）特に、附属病院と県の間で連携を密にし、地域医療が抱える課題に共同で取り
組んだ。（※附属病院の取組については次頁参照）  

（3）教職員が行う社会貢献活動を全学的に支援するため、16年度に導入した社会貢
献プロジェクト制度を継続し、学内公募により、16 件に対し合計約 8 百万円の
支援を行った。  

（4）本学を主会場とする｢物理チャレンジ2007｣及び｢第 20回国際生物学オリンピッ
ク大会(IBO2009)｣の開催に向けた準備を行った。  

（5）全国の小・中・高校生を対象に、自然や科学への関心と芽を育むことを目的と
して、朝永振一郎博士生誕100年記念｢科学の芽｣賞を実施した。  

（6）地元自治体やスポーツ団体等に対し施設を積極的に開放(23施設350件)すると
ともに、全日本大学女子選抜駅伝を誘致し、筑波研究学園都市のＰＲとスポー
ツ振興に貢献した。  

（7）生命科学や情報工学についての最新の知識を紹介するため、｢バイオeカフェ｣
を 10回、｢iit cafe(アイアイティー・カフェ)｣を 2回、それぞれ開催した。 

 

 
○ 産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況  
（1）産学官における共同研究の推進、社会への技術移転等を推進するため、技術移

転マネージャー等を活用し、研究交流会、研究成果出展、技術相談会等を計 24
回行い企業等とのマッチング等を図った結果、平成18年度末で受託研究229件
(累計 659 件)及び共同研究 290 件(累計 733 件)となり、共同研究については中
期計画の目標数450件を達成した。 

（2）平成 18 年度末で 132 件の発明届があり知的財産統括本部が技術移転機関と連
携して審査・評価を行い、69件を法人帰属の特許として権利を承継した。なお、
中期計画期間における発明届の累計は 366 件となり中期計画の目標数 300 件を
達成した。 

（3）利益相反マネジメントの客観性を維持するため、学外有識者からなる利益相反
アドバイザリーボードを設置し、運用改善を図った。 

（4）産学リエゾン共同研究センターを中心に積極的な技術移転及び大学発ベンチャ
ー創出の支援を行った結果、新たに 8 社の筑波大学発ベンチャーが設立され、
全国トップレベルの累計62社となった。 

 
○ 国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況  

17 年度に定めた国際連携ポリシーに基づき国際連携室と国際課が教職一体と
なって以下の施策を実施した。 

（1）学術交流や留学生交流を積極的に展開するため、国際交流協定の協定校を 17
機関増加させ、129機関とした(18年度末現在)。 

（2）チュニジア共和国に本学初の海外拠点となる｢北アフリカ・地中海連携センタ
ー｣を開設するとともに、新たな拠点としてウズベキスタン共和国に｢中央アジ
ア国際連携センター｣を設置すべく準備を行った。(19年 6月設置) 

（3）本学の北アフリカ地域における貢献の一環として、JBICとの契約プロジェクト
により、30 名のチュニジア学生の日本の大学院に受け入れるため、マッチング
作業を行った。 

 
○ 附属学校の機能の充実についての状況  

附属特別支援学校への転換に向けた検討組織｢附属特別支援学校構想検討委員
会｣を設置し、機能的な統合等についての検討を行い、19年 3月に｢同プラン筑波
大学附属特別支援学校新生プラン(Next50)(第一次報告)｣を策定した。 

 
６．その他 
 
○ 以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況  
（1）筑波研究学園都市等にある24の研究機関と連携し、｢連携大学院方式｣ による

教育研究を実施している。 
（2）産業技術総合研究所及び物質・材料研究機構との連携協定に基づき共同研究等

を実施するとともに、理化学研究所と次期スーパーコンピュータの開発に向け
た協定を締結した。 

（3）｢先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム｣の実施にあたり、電気通信大
学、東京理科大学と連携している。 
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 附属病院の教育・研究・診療に関する状況 
 
○質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のための取組状
況  

（1）教育や臨床研究推進のための組織体制(支援環境)の整備状況 
①卒後臨床研修における教育活動の円滑な推進のため、総合臨床教育研修セン
ターを設置し、｢筑波大学附属病院初期・後期研修プログラム｣などの充実を
図った。 

②国際共同治験を誘致するため、本院を含む７大学病院が参加して大学病院臨
床試験アライアンスを発足させた。 

  
（2）教育や研究の質を向上するための取組状況 

①初期研修における｢医師臨床研修プログラム｣を、研修医の多様なニーズに対
応すべく、サブプログラムの内容の多様化・充実を図った。 

②後期研修プログラム各養成コースの修了認定基準について、18 年度から附属
病院のホームページに修了認定基準を公開した。 

③初期研修医及び新任の看護職員を対象としたそれぞれ一週間程度のオリエン
テーションにおいて、各種の技術講習、講演などを実施した。 

④｢地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム｣に
本院の｢資格指向型の新しい麻酔科研修プログラム｣が採択された。 

⑤既承認の先進医療 6 件に加え、陽子線治療設備が医療用具として承認された
のを受け、先進医療承認に向けた準備を行った。 

  
○質の高い医療の提供のための取組状況  
（1）医療提供体制の整備状況(医療従事者の確保状況含む) 

病床稼働率の増加に伴う医師の負担軽減及び医師の処遇改善を含めて、病院
医師及び医員を増員するとともに、病床回転率の増加に対応した看護助手の増
員等、医療提供体制の整備を行った。 

  
（2）医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況 

医療安全の充実のため｢医療事故防止マニュアル｣を改訂するとともに、病院
長等をリーダーとして、医療事故を防止するための｢医療安全のための院内巡
視｣を 18回実施した。 

 
（3）患者サービスの改善・充実に向けた取組状況 

①外来棟の院内サインのリニューアルを実施するとともに、外来 1 階部分の診
察室を診療科単位の集合配置に再編した。 

②総合外来会計窓口に会計案内表示システムを導入し、待ち時間のストレス軽
減を図った。 

  
（4）がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況 

①再発白血病に対する遺伝子治療を1例実施し、実施合計が5例になった。 
②陽子線医学利用研究センターに設置の陽子線治療設備が医療用具として承認
され、先進医療の届出の準備を行った。 

③厚生労働省の地域診療情報連携推進事業(モデル事業)において、がん患者の
緩和ケアの連携のため患者情報を共有化し、医療機関間の連携強化を図った。

④腫瘍センターの設置に向けた準備を行った。 
 

 
 
 
○継続的・安定的な病院運営のための取組状況  
（1）管理運営体制の整備状況 

附属病院の管理運営の最終責任者として病院長の権限を明確化するととも
に、副病院長5名を配置し、うち1名に看護部長を充てた。 

  
（2）外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況 

①日本医療機能評価機構による病院機能評価において｢認定｣を取得するととも
に、評価結果を診療録管理体制の充実、退院サマリーの提出状況のフォロー
アップ等の改善に役立てた。 

②国立大学附属病院として初の全領域を対象としたISO9001 の認証(16 年 3月)
を受け、その継続・更新審査を行うとともに、更新審査と連動した内部監査
の実施による医療の質の向上に取り組んだ。 

 
（3）経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況 

18 年度は、過去最大の引下げ（▲3.16％）となる診療報酬改定等により約6
億円の減収が見込まれたが、｢平成18年度に向けた緊急事態打破宣言－附属病
院の財政基盤を確立するために－｣を策定するとともに、収入確保・経費節減
の具体的行動計画として｢平成18年度病院経営目標達成のためのアクションプ
ログラム｣を策定して経営改善に取り組んだ結果、入院・外来診療単価の上昇
により対前年度約555百万円の収益増を達成することができた。 

 
（4）収支の改善状況(収入増やコスト削減の取組状況) 

①収入面では、病床稼働率の90％台の維持、在院日数の短縮、手術人数の増加、
新来患者数の増、外来化学療法の件数増等により、約 555 百万円の収益増を
実現した。 

②コスト削減としては、後発医薬品への切替えや医薬品の購入価格の見直し等
により、合計約1億円の削減を達成した。 

 
（5）地域連携強化に向けた取組状況 

①難病相談・支援センターにおいて、療養上・生活上の悩みや不安の軽減等の
相談・支援を633件行った。 

②地域医療連携センターにおいて、他医療機関等から 504 件の患者紹介を受け
入れるとともに、近隣医療機関等 1,203 箇所に｢2006 年版診療案内｣を配付し
た。 

③総合周産期母子医療センターを中心とした地域内の新たな周産期医療体制の
整備事業の指定を受け、助産師・看護師等を対象に研修会を実施した。 

④茨城県保健福祉部及び茨城県医師会と定期的な懇談会を開催し、医師の育成、
がん・生活習慣病等幅広い事項について意見交換を行った。 

⑤茨城県が地域医療を志す医師を増加させるため県内 4 カ所に設置した地域医
療研修ステーションの運営を受託し、指導医の派遣による学生・研修医の指
導に当たった。 
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 
※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 
Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  

 
１ 短期借入金の限度額 

１０６億円 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費と
して借り入れすることも想定される。 

 
１ 短期借入金の限度額 

１０６億円 
 
２ 想定される理由 
  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の
発生等により緊急に必要となる対策費と
して借り入れすることも想定される。 

 
該当なし 

 

 

 
Ⅴ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  

 
・附属病院における施設の整備に必要となる

経費の長期借入に伴い、本学の附属病院の
敷地及び建物について担保に供する。 

 

 
該当なし 

 
  

 該当なし 
 
 

 
Ⅵ 剰 余 金 の 使 途 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績  

 
・教育研究の質の向上及び組織運営の改善に

充てる。 
 

 
・決算において剰余金が発生した場合は、教
育研究の質の向上及び組織運営の改善に充
てる。 

 

 
剰余金１，００９百万円のうち、４２０百万

円を教育研究環境等整備のための目的積立金
とし、５８９百万円を病院再開発･運営改善等
のための目的積立金として整理した。 
 なお、４２０百万円の目的積立金のうち、 
４０９百万円については、１９年度当初予算に
盛り込み、学内ネットワークの整備等を図るこ
ととした。  
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Ⅶ そ の 他  １ 施設・設備に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 

 
(注１) 金額については見込みであり、中期目標を達成

するために必要な業務の実施状況等を勘案した
施設・設備の整備や老朽度合い等を勘案した施
設・設備の改修等が追加されることもある。 

(注２) 小規模改修について１７年度以降は１６年度
同額として試算している。 

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建
造費補助金、国立大学財務・経営センター施設費
交付金、長期借入金については、事業の進展等に
より所要額の変動が予想されるため、具体的な額
については、各事業年度の予算編成過程等におい
て決定される。 

 

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

・小規模改修 
 
・筑波団地 

 土地購入 
 
・生命科学動物 

資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 

 
・災害復旧工事 

総額 
  ５,３６７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金 
(5,367) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

施設･設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

 
・小規模改修 
 
・生命科学動物 
資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 

 
・アスベスト対
策事業（中地
区校舎等改修
（学群･計算
科学）を含む）

 
・南地区校舎改
修（体芸） 

 
・小茂根、大塚
団地校舎等耐
震改修 

 
・基幹・環境整
備（野比地区）

 
 

総額 
５,８００

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金
(5,632)

 
国立大学財務・経
営センター施設費
交付金 

(168)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
施設・設備の内容 決定額(百万円) 財 源 

 
・小規模改修 
 
・生命科学動物 

資源センター 
施設整備等事 
業(PFI) 

 
・アスベスト対

策事業（中地
区校舎等改修
（学群･計算
科学）を含む） 

 
・南地区校舎改

修（体芸） 
 
・小茂根、大塚

団地校舎等耐
震改修 

 
・基幹・環境整

備（野比地区） 
 

 

総額 
 ５,７８６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設整備費補助金
(5,618)

国立大学財務・経
営センター施設費
交付金 

(168)

 
○ 計画の実施状況等 
 

・営繕事業として１６件の工事を行った。 
 
・基幹･環境整備（野比地区）の一部１，４１２万円を繰越した。 
 
・１９年２月７日付で交付された施設整備費補助金については全額繰越した。 
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Ⅷ そ の 他  ２ 人事に関する計画  

 
中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 
(1) 方針 

ア 教員の流動化を向上させ教育研究の活性化を図
るため、既に任期制を導入している組織以外の組
織への任期制・テニュア制の導入を進める。 

イ 多様な経歴、経験等を持つ優れた教員を確保す
るため、教員の採用及び昇任に当たっては、公募
により行うことを進めるとともに、外国人教員及
び女性教員の採用の促進を図る。 

ウ 法人の業務運営の効率化、効果的推進を図るた
め、優秀な人材の確保、適切な職員の配置、職員
の資質の向上を図る。 

(2) 人員に係る指標 
教職員数の抑制を図るための教職員の効率的配置

及び教育研究の質の向上を図るための教職員の重点
配置を行うことを目的として、教職員定員流動化率
を設定し、毎年度各組織から定員削減を行い、本部
において定員の再配分を行う。 

 

 
１ 公募制による教員人事を推進するとともに、テニュ
ア・トラック制の導入や任期制の適用拡大を推進する。

 
２ 各学群・研究科の特質と学生定員を踏まえ、教職員配

置の見直しを実施。特に、定員流動化率の設定により保
留した配置枠を活用し、重点分野について戦略的再配置
を図る。 

 
３ 他の国立大学法人等との職員の人事交流を行い、優秀

な人材の確保・育成を行う。 
 
４ 職員の専門性及び意識向上を図るため、研修の充実を
図る。 

 

 
１ 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況」p２７参照 
 
 
２ 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況」p２８参照 
 
 
３ 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況」p２８参照 
 
 
４ 「Ⅰ業務運営・財務内容等の状況」p２８参照 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大

 

 

 

 

 

 

 

 

学

 

 

 

 

 

 

 

 

院

 

環境科学研究科 

 環境科学専攻            修士課程 

 

体育研究科 

 スポーツ科学専攻        修士課程 

 ｽﾎﾟｰﾂ健康ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 修士課程 

  

芸術研究科 

 美術専攻        修士課程 

 デザイン専攻      修士課程 

 世界遺産専攻      修士課程 

 

 

人文社会科学研究科 

 哲学・思想専攻     博士課程 

 歴史・人類学専攻    博士課程 

文芸・言語専攻     博士課程 

 現代文化・公共政策専攻 博士課程 

 社会科学専攻      博士課程 

 国際政治経済学専攻   博士課程 

 

ビジネス科学研究科 

 経営システム科学専攻  前期課程 

 企業法学専攻      前期課程 

 企業科学専攻      後期課程 

 

数理物質科学研究科 

 数学専攻 

          うち 前期課程 

             後期課程 

           ５年一貫課程 

 物理学専攻 

うち 前期課程 

             後期課程 

           ５年一貫課程 

 化学専攻 

うち 前期課程 

             後期課程 

           ５年一貫課程 

 

 

       

２０４ 

 

 

２４０ 

４８ 

 

 

５０ 

５０ 

３０ 

 

 

 

３０ 

６２ 

１００ 

７０ 

５７ 

５０ 

 

 

６０ 

６０ 

６９ 

 

 

８４ 

４８ 

１２ 

２４ 

１４０ 

８０ 

２０ 

４０ 

１１４ 

６８ 

    １７ 

２９ 

       

２０１

 

２９９

６４

６４

７３

４４

 

５２

７１

１７５

８７

５４

７５

８０

７９

１２０

６７

４４

１０

１３

１４６

９７

１２

３７

１１２

８０

８
２４

９８.５

 

１２４.６

１３３.３

１２８.０

１４６.０

１４６.７

 

 

１７３.３

１１４.５

１７５.０

１２４.３

９４.７

１５０.０

１３３.３

１３１.７

１７３.９

７９.８

９１.７

８３.３

５４.２

１０４.３

１２１.３

６０.０

９２.５

９８.２

１１７.６

４７.１

８２.８

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

学 
 
 
 
 
 
 
 
 

群 

 

 

第一学群 

 人文学類 

 社会学類 

 自然学類 

 

第二学群 

 比較文化学類 

 日本語・日本文化学類 

 人間学類 

 生物学類 

 生物資源学類 

 

第三学群 

 社会工学類 

 国際総合学類 

 情報学類 

 工学システム学類 

 工学基礎学類 

 

医学専門学群 

 医学類 

 看護・医療科学類 

 

体育専門学群 

 

芸術専門学群 

 

図書館情報専門学群 

 

学士課程合計 

(a) 

(名) 

 

４８０ 

３４０ 

８００ 

 

 

３２０ 

１６０ 

４８０ 

３２０ 

５００ 

 

 

４８０ 

３２０ 

３２０ 

５２０ 

５００ 

 

 

５９５ 

４５４ 

 

９６０ 

 

４００ 

 

６６０ 

 

８,６０９ 

(b) 

(名) 

 

５５６ 

４８６ 

９３１ 

 

 

４２５ 

２０９ 

５４８ 

３７２ 

５７８ 

 

 

５８２ 

４３８ 

４５２ 

６６７ 

５７４ 

 

 

６１０ 

４６９ 

 

１,０６０ 

 

５０７ 

 

７０７ 

 

１０,１７１ 

(b)/(a)×100

(％)

１１５.８

１４２.９

１１６.４

１３２.８

１３０.６

１１４.２

１１６.３

１１５.６

１２１.３

１３６.９

１４１.３

１２８.３

１１４.８

１０２.５

１０３.３

１１０.４

１２６.８

１０７.１

１１８.１

大
学
院 

 

地域研究研究科 

地域研究専攻     修士課程 

 

教育研究科 

 障害児教育専攻       修士課程 

 教科教育専攻     修士課程  

 カウンセリング専攻   修士課程 

 ｽｸｰﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発専攻  修士課程 

 

 

１００ 

 

 

７０ 

１７０ 

９２ 

    ２０ 

 

 

 

１５３ 

 

 

８９ 

１６３ 

１０３ 

２０ 

 

１５３.０

１２７.１

９５.９

１１２.０

１００.０

○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等） 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

 

 

 

 

大

 

 

 

 

 

 

 

学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院

 

 

 

 

 
情報生物科学専攻 
         うち 後期課程 
          ５年一貫課程 
生命共存科学専攻  ５年一貫課程 
国際地縁技術開発科学専攻 

うち 後期課程 
          ５年一貫課程 
生物圏資源科学専攻 

うち 後期課程 
          ５年一貫課程 

 生物機能科学専攻 
うち 後期課程 

          ５年一貫課程 
生物科学専攻      前期課程 

 生物資源科学専攻    前期課程 
 生命産業科学専攻    後期課程 
先端農業技術科学専攻  後期課程 

 
人間総合科学研究科 
 フロンティア医科学専攻 修士課程 
教育学専攻     ５年一貫課程 
学校教育学専攻   ５年一貫課程 

 心理学専攻     ５年一貫課程 
 心身障害学専攻   ５年一貫課程 
 ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ科学専攻  ５年一貫課程 
 感性認知脳科学専攻 ５年一貫課程 
 スポーツ医学専攻  ５年一貫課程 
 先端応用医学専攻   医学の課程 
 分子情報・生体統御医学専攻 医学の課程 
 病態制御医学専攻      医学の課程 
 機能制御医学専攻      医学の課程 
 社会環境医学専攻      医学の課程 
 体育科学専攻    ５年一貫課程 
 コーチング学専攻     後期課程 
芸術学専攻          ５年一貫課程 
世界文化遺産学専攻   後期課程 
 

図書館情報メディア研究科 
 図書館情報メディア専攻 
          うち 前期課程 

             後期課程 

 
４５ 
３４ 
１１ 
８５ 
６１ 
４４ 
１７ 
６１ 
４０ 
２１ 
６３ 
４２ 
２１ 
９８ 

２１２ 
２４ 
１２ 

 

 
８０ 
４０ 
３０ 
４０ 
４０ 
９８ 
６５ 
４０ 
５５ 
５５ 
４４ 
３２ 
４７ 

１００ 
６ 

４１ 
７ 
 
 

１３７ 

７４ 

６３ 

５２
３４
１８
８０
５１
２０
３１
６４
３５
２９
５６
２６
３０
９５

２２１
４８
１４

１０６
３４
３７
４３
４４

１１５
６８
６６
６６
５８
５９
３０
５７

１００
７

７４
８

１９６

８８

１０８

 

 

 

１１５.６
１００.０
１６３.６
９４.１
８３.６
４５.５

１８２.４
１０４.９
８７.５

１３８.１
８８.９
６１.９

１４２.９
９６.９

１０４.２
２００.０
１１６.７

１３２.５
８５.０

１２３.３
１０７.５
１１０.０
１１７.３
１０４.６
１６５.０
１２０.０
１０５.５
１３４.１
９３.８

１２１.３
１００.０
１１６.７
１８０.５
１１４.３

１４３.１

１１８.９

１７１.４

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

 

 

 

 

 

 

 

 

院 

 
物質創成先端科学専攻 

         うち 前期課程 
           後期課程 
         ５年一貫課程 
電子・物理工学専攻 

うち 前期課程 
           後期課程 
         ５年一貫課程 

 物性・分子工学専攻 
うち 前期課程 

           後期課程 
         ５年一貫課程 
物質・材料工学専攻  後期課程 
 

システム情報工学研究科 
社会ｼｽﾃﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 後期課程 

 社会システム工学専攻 
         うち 前期課程 
          ５年一貫課程 
 計量ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻  
          ５年一貫課程  
リスク工学専攻 

うち 前期課程 
           後期課程 
         ５年一貫課程 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ専攻 
うち 前期課程 

           後期課程 
         ５年一貫課程 

 知能機能システム専攻 
うち 前期課程 

           後期課程 
         ５年一貫課程 

 構造エネルギー工学専攻 
うち 前期課程 

           後期課程 
          ５年一貫課程 
 経営・政策科学専攻  前期課程 
 
生命環境科学研究科 
 地球環境科学専攻 ５年一貫課程 
 地球進化科学専攻 ５年一貫課程 
構造生物科学専攻 
               うち 後期課程 
         ５年一貫課程 
 

 

 
１２３ 
７６ 
１５ 

    ３２ 
１４９ 
１００ 
１８ 
３１ 

１４９ 
１０８ 
１３ 
２８ 
１８ 

 
 

５２ 
１２８ 
１１０ 
１８ 

 
６ 

１２０ 
８６ 
２４ 
１０ 

２４３ 
１６６ 
５６ 
２１ 

２０７ 
１４４ 
４８ 
１５ 

１５６ 
１１０ 
３２ 
１４ 

１０６ 
 
 

４１ 
４０ 

   ２３ 
１８ 
５ 

 
８２ 
６５ 
５ 

１２ 
１４２ 
１０４ 
１２ 
２６ 

１７４ 
１３５ 

８ 
３１ 
１７ 

 
 

３２ 
１０２ 

   ７９ 
２３ 

 
９ 

６６ 
５１ 
８ 
７ 

２２２ 
１５２ 
４１ 
２９ 

２１０ 
１７０ 
２３ 
１７ 

１３８ 
１１４ 
１６ 
８ 

１００ 
        

 
８９ 
４８ 
２７ 
１２ 
１５ 

６６.７
８５.５
３３.３
３７.５
９５.３

１０４.０
６６.７
８３.９

１１６.８
１２５.０
６１.５

１１０.７
９４.４

 
 

６１.５
７９.７
７１.８

１２７.８

１５０.０
５５.０
５９.３
３３.３
７０.０
９１.４
９１.６
７３.２

１３８.１
１０１.４
１１８.１
４７.９

１１３.３
８８.５

１０３.６
５０.０
５７.１
９４.３

        

２１７.１
１２０.０
１１７.４
６６.７

３００.０
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大 
 
 
 
学 
 
 
 
院 

 
(専門職学位課程) 
ビジネス科学研究科 
 法曹専攻 
 国際経営ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ専攻 
（8月入学により 91.7%充足） 
 

大学院合計 
 

 
修士課程合計 
（修士課程、博士前期課程、 
一貫課程１～２年次） 

 
博士課程合計 
（博士後期、一貫課程３～５ 
年次、医学の課程） 

 
専門職学位課程合計 

 
 

 
 

 
８０ 
６０ 

 
 

５，２８９ 
 
 

３，３０４ 
 
 
 

１，８４５ 
 
 
 

１４０ 

 
 

 
７９ 
３３ 

 
 

５，８１０ 
 
 

３，５５４ 
 
 
 

２，１４４ 
 
 
 

１１２ 

 

９８.８
５５.０

１０９.９

１０７.６

１１６.２

       
８０.０

 
附 
 
 
 
属 
 
 
 
学 
 
 
 
校 

 
附属小学校 
 
附属中学校 
 
附属駒場中学校 
 
附属高等学校 
 
附属駒場高等学校 
 
附属坂戸高等学校 
 
附属盲学校 
 
附属聾学校 
 
附属大塚養護学校 
 
附属桐が丘養護学校 
 
附属久里浜養護学校 

 
９６０ 

学級数 ２４ 
６００ 

学級数 １５ 
３６０ 

学級数  ９ 
７２０ 

学級数 １８ 
４８０ 

学級数 １２ 
４８０ 

学級数 １２ 
２５２ 

学級数 ３７ 
２８７ 

学級数 ４３ 
７６ 

学級数 １３ 
１４１ 

学級数 ３１ 
５４ 

学級数 １８ 

 
９４８ 
２４ 

６１３ 
１５ 

３６８ 
９ 

７１９ 
１８ 

４８６ 
１２ 

４８２ 
１２ 

１７４ 
３７ 

２８７ 
４３ 
６７ 
１３ 

１２７ 
３１ 
４７ 
１８ 

９８.８

１０２.２

１０２.２

９９.９

１０１.３

１００.４

６９.０

１００.０

８８.２

９０.１

８７.０
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○計画の実施状況等 
 
 

 収容定員と収容数に差がある(±１５％を超える)主な理由は以下のとおりである。
 
【学士課程】 
 

・収容数が収容定員を超過している(＋１５％)学群、学類は以下のとおりである。
人文学類、社会学類、自然学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類、生物学
類、生物資源学類、社会工学類、国際総合学類、情報学類、工学システム学類、
芸術専門学群 
 

（理由）入学者が入学定員を上回っていること及び留年者があること等の要因によ
り収容定員を超過している。 

（対応）ＦＤ・授業評価を活用した教育方法の改善、履修指導の強化、少人数によ
るきめ細かな授業の推進、クラス制度を活用した指導助言など多様な対策を
実施しており、今後も引き続き進める。 

 
【修士課程】 
 

・収容数が収容定員を超過している(＋１５％)専攻は以下のとおりである。 

  地域研究専攻、障害児教育専攻、スポーツ科学専攻、スポーツ健康システム・マ

ネジメント専攻、美術専攻、デザイン専攻、世界遺産専攻 
 

（理由）入学者が入学定員を上回っていること及び留学等による休学者並びに留年

者があること等の要因により収容定員を超過している。 

（対応）ＦＤにより認識を組織的に共有し、複数教員による指導を推進するなど研

究指導体制の強化、カリキュラムの課題の析出・見直し、学生との懇談会等

を実施しており、今後引き続き検討を進める。また、社会の要請に応じた専

攻への改組・再編・転換、入学定員及び入学者選抜方法等の見直し・改善を

行う。 
 
【博士課程】 
 

 ・収容数が収容定員を超過している(＋１５％)専攻は以下のとおりである。 

哲学・思想専攻、文芸・言語専攻、現代文化・公共政策専攻、国際政治経済学専

攻、経営システム科学専攻、企業法学専攻、企業科学専攻、物性・分子工学専攻、

計量ファイナンス・マネジメント専攻、地球環境科学専攻、地球進化科学専攻、

構造生物科学専攻、情報生物科学専攻、生命産業科学専攻、先端農業技術科学専

攻、フロンティア医科学専攻、学校教育学専攻、ヒューマン・ケア科学専攻、ス

ポーツ医学専攻、先端応用医学専攻(医学の課程)、病態制御医学専攻(医学の課

程)、社会環境医学専攻(医学の課程)、コーチング学専攻、芸術学専攻、図書館情

報メディア専攻 

 
 

 

（理由）入学者が入学定員を上回っていること及び留学等による休学者並びに留年

者があること等の要因により収容定員を超過している。 

（対応）ＦＤによる組織的な教育研究体制が実施できる条件整備等を行い、複数教

員による指導を推進するなど研究指導体制の強化、カリキュラムの課題の析

出・見直し、学生との懇談会等を実施しており、今後引き続き検討を進める。

また、社会の要請に応じた専攻への改組・再編・転換、入学定員及び入学者

選抜方法等の見直し・改善を行う。 

 

・収容数が収容定員未満となっている(－１５％)専攻は、以下のとおりである。 

数学専攻、物質創成先端科学専攻、物質・材料工学専攻、社会システム・マネジ

メント専攻、社会システム工学専攻、リスク工学専攻、国際地緑技術開発科学専

攻、生物機能科学専攻、教育学専攻 

 

（理由）入学者の定員割れ、一貫制課程の２年次での退学等の要因により定員未満

となっている。 

 （対応）アドミッション・ポリシーの明確化、広報活動の一層の充実、ＴＡ・ＲＡ

の促進を図るとともに、前・後期課程における教育目標の設定・明確化等の

対策を一層進める。また、社会の要請に応じた専攻への改組・再編・転換、

入学定員及び入学者選抜方法等の見直し・改善を行う。 

 

【専門職学位課程】 
 
 ・国際経営プロフェッショナル専攻は８月入学であり、２６名の入学者により収容
  定員充足率は９１．７％(在学者数５５人／収容定員６０人)となっている。 
 
【附属盲学校】 
 
 ・地域における幼児、児童数の変動が大きく、受入れ方針に沿った応募者が今年度

は少なかったため、収容定員未満となっている。 
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